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癌ド衆議院事務局庶務部文書課長 水谷

雲
議院行政文書開示通知書

令和2年5月27日付けで申出のありました議院行政文書の開示について、下記の

とおり開示することとしましたので通知します。

〔 記

1 開示申出文書

国会職員の給与等に関する規程（最新版）

2 開示する議院行政文書の名称

（1）国会職員の給与等に関する規程

（2）国会職員の給与等に関する規程等の一部改正について

（片面で6

（片面で4

(片面で合計10

6枚）

3枚）

9枚）

3 開示の実施方法等

（1）開示の実施方法等

・ 2の文書については、閲覧・写しの交付ができます。

・開示する文書全てについて、写しの交付を希望する場合

手数料： 1， 090円 郵送を希望する場合の郵送料（郵便切手） ： 390円

・開示の実施を受ける場合には、同封している 「議院行政文書開示実施方法等申出

書」に必要事項を記入し （及び収入印紙を貼付し)、窓口に提出あるいは郵送して

ください。

F

四戸

（2）閲覧の場所

衆議院事務局庶務部文書課

（3）開示実施の期間

令和2年6月4日から7月6日まで（土、 日、祝日及び年末年始を除く。）の午

前10時から午後5時まで

(担当） 文書課 電話03 （3581） 5097

(注）事務局において開示の実施を受ける際には、本書を持参してください。



(別紙様式第7）

令和 年 月 日

衆議院事務局御中

氏名又は名称

住所又は居所

連絡先・電話番号
Ｉ

ｋ

ｌ

議院行政文書開示実施方法等申出書

（
下記のとおり議院行政文書の開示実施方法について申し出ます。

記

1 議院行政文書開示通知書の番号等

日付令和 年 月 日 文書番号衆庶発第 号

2希望する開示の実施方法

3 開示の実施を希望する日（議院行政文書開示通知書に記載されている開示実施の期

間から選んでください｡）

令和 年 月 日

（

4写しの送付の希望の有無 〔有：同封する郵便切手の額 円 ／無〕

5手数料

(担当）文書課電話O3 (3581) 5097

議院行政文書の名称等 実施方法(閲覧写しの交付等）

(｢全部」又は一部の文書名を記載）

手数料

円

ここに収入印紙を貼ってください。

(消印はしないでください｡）



林弘法律事務所

弁護士山中理司様

先般山中様からご提出の議院行政文書開示申出書につきまして、所要の作業

を進め、該当する文書を開示する準備が整いましたので、同封の通知書のとおり

お知らせいたしますが、通知書の補足としてお伝えしたい事項がございます

ので、以下の内容についてもお目通しくださるようお願いいたします。

なお、下記文中の「規程」は、 「国会職員の給与等に関する規程」を指します。

〔

1 ．規程の「最新版」について

規程は、昨年11月に改正されているため、その「最新版」は、当該改正後の

規程ということになります。

2開示する文書について

開示通知書にて開示する旨をお知らせした文書2点のうち、 「（1）国会職員の

給与等に関する規程」は、昨年7月現在の内容のものです。

昨年11月の改正内容が反映された（溶け込んだ）文書は存在しないことから、

当該改正の内容を示す「（2）国会職員の給与等に関する規程等の一部改正につ

いて」と （1）を併せて参照することにより、規程の最新の内容をご確認いただ

きたいと考えております。

。
〃
ｐ
’
４
Ｌ
ｐ
ｌ
Ｉ
殉
‐

何卒ご理解賜りますようお願い申し上げます。

本件に関するお問合せ先

衆議院事務局庶務部文書課情報公開係

OS-3581-50gフ

（担当：岩井）



○
国
会
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
規
程

（
昭
和
二
十
二
年
十
月
十
六
日
両
院
議
長
決
定
）

国
会
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
規
程

改
正

昭
二
三
年
七
月
一
日
昭
二
三
年
八
月
一
七
日

昭
二
七
年
七
月
三
○
日
昭
二
七
年
一
二
月
二
五
日

昭
二
八
年
三
月
二
三
日
昭
二
八
年
八
月
七
日

昭
二
八
年
一
二
月
八
日
昭
三
二
年
六
月
一
日

昭
三
三
年
四
月
二
五
日
昭
三
四
年
四
月
一
三
日

昭
三
五
年
六
月
九
日
昭
三
五
年
一
二
月
二
二
日

昭
三
六
年
二
月
一
日
昭
三
七
年
一
月
三
一
日

昭
三
八
年
三
月
二
日
昭
三
八
年
一
二
月
二
一
日

昭
三
九
年
一
二
月
二
○
日
昭
四
○
年
一
二
月
二
八
日

昭
四
一
年
一
二
月
一
二
日
昭
四
二
年
一
二
月
二
二
日

昭
四
三
年
一
二
月
二
一
日
昭
四
四
年
一
二
月
二
日

昭
四
五
年
一
二
月
一
八
日
昭
四
六
年
一
二
月
一
六
日

昭
四
七
年
二
月
一
三
日
昭
四
八
年
四
月
一
三
日

昭
四
八
年
九
月
二
七
日
昭
四
九
年
六
月
四
日

昭
四
九
年
一
二
月
二
三
日
昭
五
○
年
二
月
一
二
日

昭
五
一
年
二
月
五
日
昭
五
二
年
一
二
月
二
一
日

昭
五
三
年
一
○
月
二
一
日
昭
五
四
年
一
二
月
一
二
日

昭
五
五
年
二
月
二
九
日
昭
五
六
年
一
二
月
二
四
日

昭
五
八
年
二
月
二
八
日
昭
五
九
年
五
月
一
八
日

昭
五
九
年
一
二
月
二
一
日
昭
六
○
年
一
二
月
二
○
日

昭
六
一
年
四
月
五
日
昭
六
一
年
一
二
月
一
九
日

昭
六
二
年
三
月
三
一
日
昭
六
二
年
一
二
月
二
日

昭
六
三
年
一
二
月
一
二
日
平
元
年
一
二
月
八
日

平
二
年
六
月
一
五
日
平
二
年
一
二
月
一
八
日

平
三
年
一
二
月
一
七
日
平
四
年
三
月
二
七
日

平
四
年
一
二
月
一
○
日
平
五
年
二
月
五
日

平
六
年
六
月
二
三
日
平
六
年
一
○
月
二
八
日

平
七
年
三
月
二
九
日
平
七
年
一
○
月
二
○
日

平
八
年
一
二
月
五
日
平
九
年
一
二
月
三
日

平
一
○
年
一
○
月
九
日
平
二
年
七
月
二
三
日

平
二
年
二
月
一
八
日
平
一
二
年
二
月
一
四
日

平
一
三
年
二
月
二
一
日
平
一
四
年
二
月
二
○
日

平
一
五
年
一
○
月
一
○
日
平
一
七
年
四
月
七
日

第
一
条
国
会
職
員
の
給
料
は
、
左
に
掲
げ
る
給
料
表
に
よ
る
。

一
特
別
給
料
表
（
別
表
第
一
）

二
指
定
職
給
料
表
（
別
表
第
二
）

三
行
政
職
給
料
表
（
別
表
第
三
）

イ
行
政
職
給
料
表
Ｈ

ロ
行
政
職
給
料
表
口

四
速
記
職
給
料
表
（
別
表
第
四
）

五
議
院
警
察
職
給
料
表
（
別
表
第
五
）

②
前
項
の
給
料
表
（
以
下
単
に
「
給
料
表
」
と
い
う
。
）
は
、
第
十
五
条
に
規

定
す
る
国
会
職
員
以
外
の
す
べ
て
の
国
会
職
員
に
適
用
す
る
も
の
と
し
、
各

給
料
表
の
適
用
範
囲
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
給
料
表
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

③
指
定
職
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
国
会
職
員
以
外
の
国
会
職
員
（
特
別
給

料
表
の
適
用
を
受
け
る
者
を
除
く
。
以
下
本
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
職
務

は
、
そ
の
複
雑
困
難
及
び
責
任
の
度
に
基
づ
き
こ
れ
を
給
料
表
に
定
め
る

職
務
の
級
に
分
類
す
る
も
の
と
し
、
そ
の
分
類
の
基
準
と
な
る
べ
き
標
準
的

な
職
務
の
内
容
は
、
両
議
院
の
議
長
が
協
議
し
て
こ
れ
を
定
め
る
。

④
指
定
職
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
国
会
職
員
の
給
料
月
額
は
、
同
表
に
掲

げ
る
給
料
月
額
の
う
ち
、
そ
の
者
の
占
め
る
職
に
応
じ
て
両
議
院
の
議
長
が

協
議
し
て
定
め
る
号
給
の
額
と
す
る
。

平
一
七
年
一
○
月
二
八
日
平
一
八
年
二
月
一
○
日

平
一
九
年
五
月
九
日
平
一
九
年
二
月
二
六
日

平
二
一
年
三
月
三
一
日
平
二
一
年
五
月
二
九
日

平
二
一
年
二
月
三
○
日
平
二
二
年
二
月
二
六
日

平
二
四
年
二
月
二
九
日
平
二
五
年
六
月
一
七
日

平
二
六
年
二
月
一
二
日
平
二
八
年
一
月
二
○
日

平
二
八
年
二
月
一
六
日
平
二
九
年
一
二
月
八
日

平
三
○
年
二
月
二
八
日

一
六
五



⑤
国
会
職
員
の
職
務
の
級
は
ｙ
両
議
院
の
議
長
が
協
議
し
て
定
め
る
基
準
に

従
い
決
定
す
る
。

⑥
新
た
に
給
料
表
（
指
定
職
給
料
表
を
除
く
。
）
の
適
用
を
受
け
る
国
会
職
員

と
な
っ
た
者
の
号
給
は
、
両
議
院
の
議
長
が
協
議
し
て
定
め
る
初
任
給
の
基

準
に
従
い
決
定
す
る
。

⑦
国
会
職
員
が
一
の
職
務
の
級
か
ら
他
の
職
務
の
級
に
移
っ
た
場
合
（
指
定

職
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
国
会
職
員
が
他
の
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る

こ
と
と
な
っ
た
場
合
を
含
む
。
）
又
は
－
の
職
か
ら
同
じ
職
務
の
級
の
初
任

給
の
基
準
を
異
に
す
る
他
の
職
に
移
っ
た
場
合
に
お
け
る
号
給
は
、
両
議
院

の
議
長
が
協
議
し
て
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
決
定
す
る
。

⑧
国
会
職
員
（
指
定
職
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
国
会
職
員
を
除
く
。
）
の
昇

給
は
、
両
議
院
の
議
長
が
協
議
し
て
定
め
る
日
に
、
同
日
前
に
お
い
て
両
議

院
の
議
長
が
協
議
し
て
定
め
る
日
以
前
一
年
間
に
お
け
る
そ
の
者
の
勤
務
成

績
に
応
じ
て
、
行
う
も
の
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
日
の
翌
日
か

ら
昇
給
を
行
う
日
の
前
日
ま
で
の
間
に
当
該
国
会
職
員
が
国
会
職
員
法
（
昭

和
二
十
二
年
法
律
第
八
十
五
号
。
以
下
「
法
」
と
い
Ｚ
）
第
二
十
八
条
の
規

定
に
よ
る
懲
戒
処
分
を
受
け
た
こ
と
そ
の
他
こ
れ
に
準
ず
る
も
の
と
し
て
両

議
院
の
議
長
が
協
議
し
て
定
め
る
事
由
に
該
当
し
た
と
き
は
、
こ
れ
ら
の
事

由
を
併
せ
て
考
慮
す
る
も
の
と
す
る
。

⑨
前
項
の
規
定
に
よ
り
国
会
職
員
（
次
項
に
規
定
す
る
国
会
職
員
を
除
く
。

以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
昇
給
さ
せ
る
か
否
か
及
び
昇
給
さ
せ
る

場
合
の
昇
給
の
号
給
数
は
、
前
項
前
段
に
規
定
す
る
期
間
の
全
部
を
良
好
な

成
績
で
勤
務
し
、
か
つ
、
同
項
後
段
の
規
定
の
適
用
を
受
け
な
い
国
会
職
員

の
昇
給
の
号
給
数
を
四
号
給
（
行
政
職
給
料
表
Ｈ
の
適
用
を
受
け
る
国
会
職

員
で
そ
の
職
務
の
級
が
七
級
以
上
で
あ
る
も
の
及
び
同
表
以
外
の
各
給
料

国
会
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
規
程

表
の
適
用
を
受
け
る
国
会
職
員
で
そ
の
職
務
の
級
が
こ
れ
に
相
当
す
る
も

の
と
し
て
両
議
院
の
議
長
が
協
議
し
て
定
め
る
国
会
職
員
に
あ
っ
て
は
、
三

号
給
）
と
す
る
こ
と
を
標
準
と
し
て
両
議
院
の
議
長
が
協
議
し
て
定
め
る
基

準
に
従
い
決
定
す
る
も
の
と
す
る
。

⑩
五
十
五
歳
（
両
議
院
の
議
長
が
協
議
し
て
定
め
る
国
会
職
員
に
あ
っ
て
は
、

五
十
六
歳
以
上
の
年
齢
で
両
議
院
の
議
長
が
協
議
し
て
定
め
る
も
の
）
を
超

え
る
国
会
職
員
の
第
八
項
の
規
定
に
よ
る
昇
給
は
、
同
項
前
段
に
規
定
す
る

期
間
に
お
け
る
そ
の
者
の
勤
務
成
績
が
特
に
良
好
で
あ
り
、
か
つ
、
同
項
後

段
の
規
定
の
適
用
を
受
け
な
い
場
合
に
限
り
行
う
も
の
と
し
、
昇
給
さ
せ
る

場
合
の
昇
給
の
号
給
数
は
、
勤
務
成
績
に
応
じ
て
両
議
院
の
議
長
が
協
議
し

て
定
め
る
基
準
に
従
い
決
定
す
る
も
の
と
す
る
。

⑪
国
会
職
員
の
昇
給
は
、
そ
の
属
す
る
職
務
の
級
に
お
け
る
最
高
の
号
給
を

超
え
て
行
う
こ
と
が
で
き
な
い
。

⑫
法
第
十
五
条
の
四
第
一
項
又
は
第
十
五
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
採

用
さ
れ
た
国
会
職
員
（
以
下
「
再
任
用
職
員
」
と
い
う
。
）
の
う
ち
、
指
定

職
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
国
会
職
員
以
外
の
国
会
職
員
の
給
料
月
額
は
、

そ
の
者
に
適
用
さ
れ
る
給
料
表
の
再
任
用
職
員
の
欄
に
掲
げ
る
給
料
月
額

の
う
ち
、
そ
の
者
の
属
す
る
職
務
の
級
に
応
じ
た
額
と
す
る
。

第
一
条
の
二
再
任
用
職
員
で
法
第
十
五
条
の
五
第
一
項
に
規
定
す
る
短
時
間

勤
務
の
職
を
占
め
る
も
の
（
以
下
「
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
」
と
い
う
。
）

の
給
料
月
額
は
、
前
条
第
四
項
及
び
第
十
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ

れ
ら
の
規
定
に
よ
る
給
料
月
額
に
、
国
会
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関

す
る
規
程
（
平
成
六
年
六
月
二
十
三
日
両
院
議
長
決
定
。
以
下
「
勤
務
時
間

規
程
」
と
い
う
。
）
第
三
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
そ
の
者
の

勤
務
時
間
を
同
条
第
一
項
に
規
定
す
る
勤
務
時
間
で
除
し
て
得
た
数
を
乗

一
一
ハ
ー
ハ



じ
て
得
た
額
と
す
る
。

第
二
条
給
料
は
、
毎
月
一
回
、
そ
の
月
の
十
五
日
以
後
の
日
の
う
ち
両
議
院

の
議
長
が
協
議
し
て
定
め
る
日
に
、
そ
の
月
の
月
額
の
全
額
を
支
給
す
る
。

た
だ
し
、
両
議
院
の
議
長
が
協
議
し
て
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
特
に
必
要

と
認
め
ら
れ
る
場
合
に
は
、
月
の
一
日
か
ら
十
五
日
ま
で
及
び
月
の
十
六
日

か
ら
末
日
ま
で
の
各
期
間
内
の
日
に
、
そ
の
月
の
月
額
の
半
額
ず
つ
を
支
給

す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
三
条
給
料
は
新
任
増
給
及
び
減
給
の
場
合
は
、
総
て
そ
の
発
令
の
当
日

か
ら
こ
れ
を
計
算
す
る
。

②
休
職
を
命
ぜ
ら
れ
て
給
料
の
一
部
を
受
け
る
場
合
は
、
減
給
と
み
な
し
前

項
の
規
定
を
適
用
す
る
。

③
給
料
は
離
職
の
場
合
は
、
そ
の
発
令
の
当
日
ま
で
こ
れ
を
計
算
す
る
。

④
給
料
額
は
、
給
料
を
、
月
の
初
日
か
ら
支
給
す
る
と
き
以
外
の
と
き
、
又

は
月
の
末
日
ま
で
支
給
す
る
と
き
以
外
の
と
き
は
、
特
別
給
料
表
の
適
用
を

受
け
る
国
会
職
員
（
勤
務
時
間
規
程
の
適
用
を
受
け
る
国
会
職
員
を
除
く
。
）

に
つ
い
て
は
そ
の
月
の
現
日
数
か
ら
日
曜
日
の
日
数
を
差
し
引
い
た
日
数

を
、
そ
れ
以
外
の
国
会
職
員
に
つ
い
て
は
そ
の
月
の
現
日
数
か
ら
勤
務
時
間

・
規
程
第
四
条
第
一
項
及
び
第
四
項
、
第
五
条
並
び
に
第
六
条
の
規
定
に
基
づ

く
週
休
日
の
日
数
を
差
し
引
い
た
日
数
を
、
そ
れ
ぞ
れ
基
礎
と
し
て
日
割
り

に
よ
っ
て
計
算
す
る
。

第
四
条
国
会
職
員
が
死
亡
し
た
と
き
は
、
当
月
分
の
、
給
料
そ
の
他
の
給
与

の
全
額
を
支
給
す
る
。

第
五
条
前
三
条
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
給
料
の
支
給
方
法
に
関
し
必
要
な

事
項
は
、
両
議
院
の
議
長
が
協
議
し
て
定
め
る
。

第
六
条
国
会
職
員
に
は
、
給
料
の
ほ
か
次
に
掲
げ
る
給
与
を
支
給
す
る
。

国
会
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
規
程

一
扶
養
手
当

二
給
料
の
特
別
調
整
額

二
の
二
業
務
調
整
手
当

三
初
任
給
調
整
手
当

四
地
域
手
当

五
広
域
異
動
手
当

六
超
過
勤
務
手
当

七
休
日
給

八
夜
勤
手
当

九
宿
日
直
手
当

十
管
理
職
員
特
別
勤
務
手
当

十
一
期
末
手
当

十
二
勤
勉
手
当

十
三
削
除

十
四
特
殊
勤
務
手
当

十
五
住
居
手
当

十
六
通
勤
手
当

十
七
単
身
赴
任
手
当

第
六
条
の
二
管
理
又
は
監
督
の
地
位
に
あ
る
国
会
職
員
の
う
ち
両
議
院
の
議

長
が
協
議
し
て
指
定
す
る
職
に
あ
る
者
（
以
下
「
管
理
監
督
醤
屋
と
い
う
。
）

に
は
、
そ
の
特
殊
性
に
基
づ
き
、
毎
月
給
料
の
特
別
調
整
額
を
支
給
す
る
。

②
管
理
監
督
職
員
に
支
給
す
る
給
料
の
特
別
調
整
額
は
、
両
議
院
の
議
長
が

協
議
し
て
こ
れ
を
定
め
る
。

③
給
料
の
特
別
調
整
額
は
、
給
料
の
支
給
方
法
に
準
じ
て
支
給
す
る
。

第
六
条
の
三
国
会
職
員
が
、
月
の
一
日
か
ら
末
日
ま
で
の
期
間
の
全
日
数
に

一
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わ
た
っ
て
勤
務
し
な
か
っ
た
場
合
（
公
務
上
負
傷
し
、
若
し
く
は
疾
病
に
か

か
り
、
又
は
通
勤
（
国
家
公
務
員
災
害
補
償
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
百

九
十
一
号
）
第
一
条
の
二
に
規
定
す
る
通
勤
を
い
う
。
以
下
こ
の
条
及
び
附

則
第
二
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
よ
り
負
傷
し
、
若
し
く
は
疾
病
に
か
か
り
、

法
第
十
三
条
第
一
項
第
四
号
に
掲
げ
る
事
由
に
該
当
し
て
休
職
を
命
ぜ
ら

れ
た
場
合
及
び
公
務
上
負
傷
し
、
若
し
く
は
疾
病
に
か
か
り
、
又
は
通
勤
に

よ
り
負
傷
し
、
若
し
く
は
疾
病
に
か
か
り
、
承
認
を
得
て
勤
務
し
な
か
っ
た

場
合
を
除
く
。
）
は
、
給
料
の
特
別
調
整
額
は
支
給
す
る
こ
と
が
で
き
な
い
。

第
六
条
の
四
行
政
職
給
料
表
Ｈ
又
は
速
記
職
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
国
会

職
員
（
管
理
監
督
職
員
及
び
両
議
院
の
議
長
が
協
議
し
て
定
め
る
国
会
職
員

を
除
く
。
）
が
、
国
会
に
置
か
れ
る
機
関
と
し
て
両
議
院
の
議
長
が
協
議
し

て
定
め
る
も
の
の
業
務
（
当
該
業
務
と
同
様
な
業
務
の
特
殊
性
及
び
困
難
性

並
び
に
職
員
の
確
保
の
困
難
性
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
と
し
て
両
議

院
の
議
長
が
協
議
し
て
定
め
る
業
務
を
含
む
。
）
に
従
事
す
る
場
合
は
、
当

該
国
会
職
員
に
は
、
業
務
調
整
手
当
を
支
給
す
る
。

②
業
務
調
整
手
当
の
月
額
は
、
行
政
職
給
料
表
Ｈ
の
適
用
を
受
け
る
国
会
職

員
に
あ
っ
て
は
当
該
国
会
職
員
の
属
す
る
職
務
の
級
、
速
記
職
給
料
表
の
適

用
を
受
け
る
国
会
職
員
に
あ
っ
て
は
当
該
国
会
職
員
の
属
す
る
職
務
の
級

に
相
当
す
る
と
認
め
ら
れ
る
行
政
職
給
料
表
Ｈ
の
職
務
の
級
で
あ
っ
て
両

議
院
の
議
長
が
協
議
し
て
定
め
る
も
の
に
お
け
る
最
高
の
号
給
の
給
料
月

額
に
百
分
の
十
を
乗
じ
て
得
た
額
を
超
え
な
い
範
囲
内
で
両
議
院
の
議
長

が
協
議
し
て
定
め
る
額
と
す
る
。

③
前
二
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
な
業
務
調
整
手
当
の
支
給
に
関
し
必
要

な
事
項
は
、
両
議
院
の
議
長
が
協
議
し
て
定
め
る
。

第
六
条
の
五
特
殊
な
専
門
的
知
識
を
必
要
と
し
、
か
つ
、
採
用
に
よ
る
欠
員

国
会
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
規
程

の
補
充
に
つ
い
て
特
別
の
事
情
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
職
で
両
議
院
の
議

長
が
協
議
し
て
定
め
る
も
の
に
新
た
に
採
用
さ
れ
た
国
会
職
員
に
は
、
採
用

の
日
か
ら
五
年
以
内
の
期
間
、
月
額
二
千
五
百
円
を
超
え
な
い
範
囲
内
の
額

を
、
採
用
の
日
か
ら
一
年
を
経
過
す
る
ご
と
に
そ
の
額
を
減
じ
て
、
初
任
給

調
整
手
当
と
し
て
支
給
す
る
。

②
前
項
の
職
に
在
職
す
る
国
会
職
員
の
う
ち
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
初
任
給

調
整
手
当
を
支
給
さ
れ
る
国
会
職
員
と
の
権
衡
上
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら

‐
れ
る
国
会
職
員
に
は
、
同
項
の
規
定
に
準
じ
て
、
初
任
給
調
整
手
当
を
支
給

す
る
。

③
前
二
項
の
規
定
に
よ
り
初
任
給
調
整
手
当
を
支
給
さ
れ
る
国
会
職
員
の
範

囲
、
初
任
給
調
整
手
当
の
支
給
期
間
及
び
支
給
額
そ
の
他
初
任
給
調
整
手
当

の
支
給
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
両
議
院
の
議
長
が
協
議
し
て
定
め
る
。

第
六
条
の
六
及
び
第
六
条
の
七
削
除

第
六
条
の
八
国
会
職
員
（
法
第
二
十
四
条
の
三
に
規
定
す
る
国
会
職
員
を
除

く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
が
勤
務
し
な
い
と
き
は
、
勤
務
時
間

規
程
第
九
条
の
二
第
一
項
に
規
定
す
る
超
勤
代
休
時
間
、
勤
務
時
間
規
程
第

十
条
に
規
定
す
る
祝
日
法
に
よ
る
休
日
（
勤
務
時
間
規
程
第
十
一
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
代
休
日
を
指
定
さ
れ
て
、
当
該
休
日
に
割
り
振
ら
れ
た
勤
務

時
間
の
全
部
を
勤
務
し
た
国
会
職
員
に
あ
っ
て
は
、
当
該
休
日
に
代
わ
る
代

休
日
。
以
下
「
祝
日
法
に
よ
る
休
日
等
」
と
い
う
。
）
又
は
勤
務
時
間
規
程

第
十
条
に
規
定
す
る
年
末
年
始
の
休
日
（
勤
務
時
間
規
程
第
十
一
条
第
一
項

の
規
定
に
よ
り
代
休
日
を
指
定
さ
れ
て
、
当
該
休
日
に
割
り
振
ら
れ
た
勤
務

時
間
の
全
部
を
勤
務
し
た
国
会
職
員
に
あ
っ
て
は
、
当
該
休
日
に
代
わ
る
代

休
日
。
以
下
「
年
末
年
始
の
休
日
等
」
と
い
う
。
）
で
あ
る
場
合
、
休
暇
に

よ
る
場
合
そ
の
他
そ
の
勤
務
し
な
い
こ
と
に
つ
き
特
に
承
認
の
あ
っ
た
場

一
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合
を
除
き
、
そ
の
勤
務
し
な
い
一
時
間
に
つ
き
、
勤
務
一
時
間
当
た
り
の
給

与
額
を
減
額
し
て
給
与
を
支
給
す
る
。

②
前
項
に
規
定
す
る
勤
務
一
時
間
当
た
り
の
給
与
額
は
、
給
料
の
月
額
並
び

に
こ
れ
に
対
す
る
地
域
手
当
及
び
広
域
異
動
手
当
の
月
額
の
合
計
額
に
十

二
を
乗
じ
、
そ
の
額
を
一
週
間
当
た
り
の
勤
務
時
間
に
五
十
二
を
乗
じ
た
も

の
で
除
し
て
得
た
額
と
す
る
。

③
第
一
項
に
規
定
す
る
勤
務
一
時
間
当
た
り
の
給
与
額
を
算
定
す
る
場
合
に

お
い
て
、
当
該
額
に
、
五
十
銭
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
こ
れ
を
切
り

捨
て
、
五
十
銭
以
上
一
円
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
こ
れ
を
一
円
に
切

り
上
げ
る
も
の
と
す
る
。

④
前
三
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
給
与
の
減
額
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、

両
議
院
の
議
長
が
協
議
し
て
定
め
る
。

第
七
条
扶
養
手
当
、
地
域
手
当
、
広
域
異
動
手
当
、
超
過
勤
務
手
当
、
休
日

給
二
佼
勤
手
当
、
宿
日
直
手
当
、
住
居
手
当
、
通
勤
手
当
及
び
単
身
赴
任
手

当
は
、
政
府
職
員
の
例
に
よ
り
、
こ
れ
を
支
給
す
る
。

②
地
域
手
当
の
支
給
に
つ
い
て
、
政
府
職
員
の
例
に
よ
り
難
い
と
き
は
、
前

項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
当
該
支
給
の
た
め
に
必
要
な
事
項
は
、
政
府
職

員
と
の
権
衡
を
勘
案
し
て
、
両
議
院
の
議
長
が
協
議
し
て
定
め
る
。

第
七
条
の
二
管
理
監
督
職
員
又
は
指
定
職
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
国
会
職

員
が
臨
時
又
は
緊
急
の
必
要
そ
の
他
の
公
務
の
運
営
の
必
要
に
よ
り
勤
務

時
間
規
程
第
四
条
第
一
項
及
び
第
四
項
、
第
五
条
並
び
に
第
六
条
の
規
定
に

基
づ
く
週
休
日
又
は
祝
日
法
に
よ
る
休
日
等
若
し
く
は
年
末
年
始
の
休
日

等
（
次
項
に
お
い
て
「
週
休
日
等
」
と
い
う
。
）
に
勤
務
し
た
場
合
は
、
当

該
国
会
職
員
に
は
、
管
理
職
員
特
別
勤
務
手
当
を
支
給
す
る
。

②
前
項
に
規
定
す
る
場
合
の
ほ
か
、
管
理
監
督
職
員
が
災
害
へ
の
対
処
そ
の

国
会
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
規
程

他
の
臨
時
又
は
緊
急
の
必
要
に
よ
り
週
休
日
等
以
外
の
日
の
午
前
零
時
か

ら
午
前
五
時
ま
で
の
間
で
あ
っ
て
正
規
の
勤
務
時
間
以
外
の
時
間
に
勤
務

し
た
場
合
は
、
当
該
国
会
職
員
に
は
、
管
理
職
員
特
別
勤
務
手
当
を
支
給
す

プ
（
》
Ｏ

③
管
理
職
員
特
別
勤
務
手
当
の
額
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場
合
の
区
分
に

応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
額
と
す
る
。

一
第
一
項
に
規
定
す
る
場
合
次
に
掲
げ
る
国
会
職
員
の
区
分
に
応
じ
、

同
項
の
勤
務
一
回
に
つ
き
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
額
（
当
該
勤
務
に
従

事
す
る
時
間
等
を
考
慮
し
て
両
議
院
の
議
長
が
協
議
し
て
定
め
る
勤
務
を

し
た
国
会
職
員
に
あ
っ
て
は
、
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
額
に
百
分
の
百
五
十
を
乗

じ
て
得
た
額
）

イ
管
理
監
督
職
員
一
万
二
千
円
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
両
議

院
の
議
長
が
協
議
し
て
定
め
る
額

ロ
指
定
職
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
国
会
職
員
イ
の
両
議
院
の
議
長

が
協
議
し
て
定
め
る
額
の
う
ち
最
高
の
も
の
に
百
分
の
百
五
十
を
乗
じ

て
得
た
額

二
前
項
に
規
定
す
る
場
合
同
項
の
勤
務
一
回
に
つ
き
、
六
千
円
を
超
え

な
い
範
囲
内
に
お
い
て
両
議
院
の
議
長
が
協
議
し
て
定
め
る
額

④
前
三
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
管
理
職
員
特
別
勤
務
手
当
の
支
給
に
関

し
必
要
な
事
項
は
、
両
議
院
の
議
長
が
協
議
し
て
定
め
る
。

第
七
条
の
三
期
末
手
当
は
、
六
月
一
日
及
び
十
二
月
一
日
（
以
下
こ
の
条
に

お
い
て
こ
れ
ら
の
日
を
「
基
準
日
」
と
い
う
。
）
に
そ
れ
ぞ
れ
在
職
す
る
国
会

職
員
に
対
し
て
、
そ
れ
ぞ
れ
基
準
日
の
属
す
る
月
の
両
議
院
の
議
長
が
協
議

し
て
定
め
る
日
に
支
給
す
る
。
こ
れ
ら
の
基
準
日
前
一
月
以
内
に
退
職
し
、

又
は
死
亡
し
た
国
会
職
員
（
第
十
四
条
第
二
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
る
国
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会
職
員
及
び
両
議
院
の
議
長
が
協
議
し
て
定
め
る
国
会
職
員
を
除
く
。
）
に
つ

い
て
も
、
同
様
と
す
る
。

②
期
末
手
当
の
額
は
、
期
末
手
当
基
礎
額
に
、
特
別
給
料
表
の
適
用
を
受
け

る
国
会
職
員
（
各
議
院
事
務
局
の
議
長
又
は
副
議
長
の
秘
書
事
務
を
つ
か
さ

ど
る
参
事
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
は
百
分
の
百
六
十
七
・
五
、
そ
れ
以
外
の
国

会
職
員
に
つ
い
て
は
百
分
の
百
三
十
（
行
政
職
給
料
表
Ｈ
の
適
用
を
受
け
る

国
会
職
員
で
そ
の
職
務
の
級
が
七
級
以
上
で
あ
る
も
の
並
び
に
同
表
及
び
指

定
職
給
料
表
以
外
の
各
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
国
会
職
員
で
そ
の
職
務
の

複
雑
、
困
難
及
び
責
任
の
度
等
が
こ
れ
に
相
当
す
る
も
の
（
こ
れ
ら
の
国
会

職
員
の
う
ち
、
両
議
院
の
議
長
が
協
議
し
て
定
め
る
国
会
職
員
を
除
く
。
次

条
第
二
項
に
お
い
て
「
特
定
管
理
職
屋
と
い
う
。
）
に
あ
っ
て
は
百
分
の
百

十
、
指
定
職
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
国
会
職
員
に
あ
っ
て
は
百
分
の
七
十
）

を
乗
じ
て
得
た
額
に
、
基
準
日
以
前
六
月
以
内
の
期
間
に
お
け
る
そ
の
者
の

在
職
期
間
の
次
の
各
号
に
掲
げ
る
区
分
に
応
じ
、
当
該
各
号
に
定
め
る
割
合

を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。

一
六
月
百
分
の
百

二
五
月
以
上
六
月
未
満
百
分
の
八
十

三
三
月
以
上
五
月
未
満
百
分
の
六
十

四
三
月
未
満
百
分
の
三
十

③
再
任
用
職
員
に
対
す
る
前
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
百

分
の
百
三
十
」
と
あ
る
の
は
「
百
分
の
七
十
二
・
五
」
と
、
「
百
分
の
百
十
」

と
あ
る
の
は
「
百
分
の
六
十
二
・
五
」
と
、
「
百
分
の
七
十
」
と
あ
る
の
は
「
百

分
の
三
十
七
・
五
」
と
す
る
。

④
第
二
項
の
期
末
手
当
基
礎
額
は
、
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
基
準
日
現
在
（
退
職
し
、

又
は
死
亡
し
た
国
会
職
員
に
あ
っ
て
は
、
退
職
し
、
又
は
死
亡
し
た
日
現
在
）

国
会
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
規
程

に
お
い
て
国
会
職
員
が
受
け
る
べ
き
給
料
及
び
扶
養
手
当
の
月
額
並
び
に

こ
れ
ら
に
対
す
る
地
域
手
当
及
び
広
域
異
動
手
当
の
月
額
の
合
計
額
と
す

プ
（
｝
。

⑤
行
政
職
給
料
表
Ｈ
の
適
用
を
受
け
る
国
会
職
員
で
そ
の
職
務
の
級
が
三
級

以
上
で
あ
る
も
の
、
同
表
及
び
指
定
職
給
料
表
以
外
の
各
給
料
表
の
適
用
を

受
け
る
国
会
職
員
で
職
務
の
複
雑
困
難
及
び
責
任
の
度
等
を
考
慮
し
て
こ

れ
に
相
当
す
る
国
会
職
員
と
し
て
当
該
各
給
料
表
に
つ
き
両
議
院
の
議
長

が
協
議
し
て
定
め
る
も
の
並
び
に
指
定
職
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
国
会

職
員
に
つ
い
て
は
、
前
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
同
項
に
規
定
す
る
合
計

額
に
、
給
料
の
月
額
並
び
に
こ
れ
に
対
す
る
地
域
手
当
及
び
広
域
異
動
手
当

の
月
額
の
合
計
額
に
職
の
職
制
上
の
段
階
、
職
務
の
級
等
を
考
慮
し
て
両
議

院
の
議
長
が
協
議
し
て
定
め
る
国
会
職
員
の
区
分
に
応
じ
て
百
分
の
二
十

を
超
え
な
い
範
囲
内
で
両
議
院
の
議
長
が
協
議
し
て
定
め
る
割
合
を
乗
じ

て
得
た
額
（
両
議
院
の
議
長
が
協
議
し
て
定
め
る
管
理
又
は
監
督
の
地
位
に

あ
る
国
会
職
員
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
額
に
給
料
月
額
に
百
分
の
二
十
五
を
超

え
な
い
範
囲
内
で
両
議
院
の
議
長
が
協
議
し
て
定
め
る
割
合
を
乗
じ
て
得

た
額
を
加
算
し
た
額
）
を
加
算
し
た
額
を
第
二
項
の
期
末
手
当
基
礎
額
と
す

プ
（
》
Ｏ

⑥
第
二
項
に
規
定
す
る
在
職
期
間
の
算
定
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
両
議
院

の
議
長
が
協
議
し
て
定
め
る
。

第
七
条
の
四
勤
勉
手
当
は
、
六
月
一
日
及
び
十
二
月
一
日
（
以
下
こ
の
条
に

お
い
て
こ
れ
ら
の
日
を
「
基
準
日
」
と
い
う
。
）
に
そ
れ
ぞ
れ
在
職
す
る
国
会

職
員
に
対
し
、
そ
の
者
の
基
準
日
以
前
に
お
け
る
直
近
の
人
事
評
価
の
結
果

及
び
基
準
日
以
前
六
月
以
内
の
期
間
に
お
け
る
勤
務
の
状
況
に
応
じ
て
、
そ

れ
ぞ
れ
基
準
日
の
属
す
る
月
の
両
議
院
の
議
長
が
協
議
し
て
定
め
る
日
に
支
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給
す
る
。
こ
れ
ら
の
基
準
日
前
一
月
以
内
に
退
職
し
、
又
は
死
亡
し
た
国
会

職
員
（
両
議
院
の
議
長
が
協
議
し
て
定
め
る
国
会
職
員
を
除
く
。
）
に
つ
い
て

も
、
同
様
と
す
る
。

②
勤
勉
手
当
の
額
は
、
勤
勉
手
当
基
礎
額
に
、
本
属
長
（
各
議
院
事
務
局
の

事
務
総
長
、
各
議
院
法
制
局
の
法
制
局
長
、
国
立
国
会
図
書
館
の
館
長
、
裁

判
官
弾
劾
裁
判
所
の
裁
判
長
及
び
裁
判
官
訴
追
委
巨
昊
云
の
委
員
長
を
い
う
。

以
下
同
じ
。
）
が
両
議
院
の
議
長
が
協
議
し
て
定
め
る
基
準
に
従
っ
て
定
め
る

割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
本
属
長
が
支
給
す

る
勤
勉
手
当
の
額
の
、
そ
の
者
に
所
属
す
る
次
の
各
号
に
掲
げ
る
国
会
職
員

の
区
分
ご
と
の
総
額
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
額
を
超
え
て
は
な

ら
な
い
。

一
前
項
の
国
会
職
員
の
う
ち
再
任
用
職
員
以
外
の
国
会
職
員
次
に
掲
げ

る
国
会
職
員
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
額

イ
ロ
に
掲
げ
る
国
会
職
員
以
外
の
国
会
職
員
当
該
国
会
職
員
の
勤
勉

手
当
基
礎
額
に
当
該
国
会
職
員
が
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
基
準
日
現
在
（
退
職

し
、
又
は
死
亡
し
た
国
会
職
員
に
あ
っ
て
は
、
退
職
し
、
又
は
死
亡
し

た
日
現
在
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
お
い
て
受
け
る
べ
き
扶
養
手
当

の
月
額
並
び
に
こ
れ
に
対
す
る
地
域
手
当
及
び
広
域
異
動
手
当
の
月
額

の
合
計
額
を
加
算
し
た
額
に
百
分
の
九
十
二
・
五
（
特
定
管
理
職
員
に

あ
っ
て
は
，
百
分
の
百
十
二
・
五
）
を
乗
じ
て
得
た
額
の
総
額

ロ
指
定
職
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
国
会
職
員
当
該
国
会
職
員
の
勤

勉
手
当
基
礎
額
に
百
分
の
九
十
七
・
五
を
乗
じ
て
得
た
額
の
総
額

二
前
項
の
国
会
職
員
の
う
ち
再
任
用
職
員
次
に
掲
げ
る
国
会
職
員
の
区

分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
額

イ
ロ
に
掲
げ
る
国
会
職
員
以
外
の
国
会
職
員
当
該
国
会
職
員
の
勤
勉

国
会
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
規
程

手
当
基
礎
額
に
百
分
の
四
十
五
（
特
定
管
理
職
員
に
あ
っ
て
は
、
百
分

の
五
十
五
）
を
乗
じ
て
得
た
額
の
総
額

ロ
指
定
職
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
国
会
職
員
当
該
国
会
職
員
の
勤

勉
手
当
基
礎
額
に
百
分
の
五
十
を
乗
じ
て
得
た
額
の
総
額

③
前
項
の
勤
勉
手
当
基
礎
額
は
、
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
基
準
日
現
在
に
お
い
て
国

会
職
員
が
受
け
る
べ
き
給
料
の
月
額
並
び
に
こ
れ
に
対
す
る
地
域
手
当
及

び
広
域
異
動
手
当
の
月
額
の
合
計
額
と
す
る
。

④
前
条
第
五
項
の
規
定
は
、
第
二
項
の
勤
勉
手
当
基
礎
額
に
つ
い
て
準
用
す

る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
条
第
五
項
中
「
前
項
」
と
あ
る
の
は
、
「
次

条
第
三
項
」
と
読
み
替
え
る
も
の
と
す
る
。

第
七
条
の
五
各
議
院
事
務
局
の
事
務
総
長
、
各
議
院
法
制
局
の
法
制
局
長
及

び
国
立
国
会
図
書
館
の
館
長
並
び
に
各
議
院
事
務
局
の
常
任
委
員
会
専
門

員
及
び
国
立
国
会
図
書
館
の
専
門
調
査
員
に
は
扶
養
手
当
、
給
料
の
特
別
調

整
額
、
広
域
異
動
手
当
、
超
過
勤
務
手
当
、
体
日
給
、
夜
勤
手
当
、
宿
日
直

手
当
、
管
理
職
員
特
別
勤
務
手
当
、
勤
勉
手
当
、
住
居
手
当
及
び
単
身
赴
任

手
当
を
、
各
議
院
事
務
局
の
議
長
又
は
副
議
長
の
秘
書
事
務
を
つ
か
さ
ど
る

参
事
に
は
扶
養
手
当
、
給
料
の
特
別
調
整
額
、
超
過
勤
務
手
当
、
体
日
給
、

夜
勤
手
当
、
宿
日
直
手
当
及
び
管
理
職
員
特
別
勤
務
手
当
を
支
給
し
な
い
。

②
指
定
職
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
国
会
職
員
に
は
扶
養
手
当
、
給
料
の
特

別
調
整
額
、
超
過
勤
務
手
当
、
体
日
給
、
夜
勤
手
当
、
宿
日
直
手
当
及
び
住

居
手
当
を
支
給
し
な
い
。

③
管
理
監
督
職
員
に
は
超
過
勤
務
手
当
、
体
日
給
及
び
夜
勤
手
当
を
支
給
し

な
い
。

④
再
任
用
職
員
に
は
扶
養
手
当
、
初
任
給
調
整
手
当
及
び
住
居
手
当
を
支
給

し
な
い
。

一
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第
八
条
削
除

第
九
条
国
会
職
員
が
、
通
常
に
な
い
特
殊
の
勤
務
に
従
事
し
、
そ
の
勤
務
に

対
す
る
報
酬
に
つ
い
て
特
別
の
考
慮
を
必
要
と
す
る
場
合
に
お
い
て
、
そ
れ

を
給
料
に
組
入
れ
る
こ
と
が
不
可
能
か
又
は
著
し
く
困
難
な
事
情
が
あ
る

と
き
は
、
そ
の
特
殊
性
に
応
じ
、
特
殊
勤
務
手
当
を
支
給
す
る
。

第
十
条
及
び
第
十
一
条
削
除

第
十
二
条
特
殊
勤
務
手
当
の
種
類
支
給
を
受
け
る
者
の
範
囲
、
支
給
額
そ

の
他
特
殊
勤
務
手
当
の
支
給
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
議
長
が
議
院
運
営
委

宮
昊
云
に
諮
り
、
こ
れ
を
定
め
る
。

第
十
三
条
削
除

第
十
四
条
法
第
十
三
条
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
由
に
該
当
し
て
休
職
を

命
ぜ
ら
れ
た
国
会
職
員
に
対
し
て
は
、
そ
の
休
職
期
間
中
、
給
料
、
扶
養
手

当
、
地
域
手
当
、
広
域
異
動
手
当
及
び
住
居
手
当
の
そ
れ
ぞ
れ
百
分
の
八
十

以
内
を
、
同
条
伺
項
第
三
号
又
は
第
五
号
に
掲
げ
る
事
由
に
該
当
し
て
休
職

を
命
ぜ
ら
れ
た
国
会
職
員
に
対
し
て
は
、
そ
の
休
職
期
間
中
、
給
料
、
扶
養

手
当
、
地
域
手
当
、
広
域
異
動
手
当
、
期
末
手
当
及
び
住
居
手
当
の
そ
れ
ぞ

れ
百
分
の
八
十
以
内
を
、
同
条
同
項
第
二
号
又
は
第
四
号
に
掲
げ
る
事
由
に

該
当
し
て
休
職
を
命
ぜ
ら
れ
た
国
会
職
員
に
対
し
て
は
、
政
府
職
員
の
例
に

よ
り
、
給
与
の
全
部
又
は
一
部
を
支
給
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

②
前
項
に
規
定
す
る
国
会
職
員
の
う
ち
、
法
第
十
三
条
第
一
項
第
三
号
又
は

第
五
号
に
掲
げ
る
事
由
に
該
当
し
て
休
職
を
命
ぜ
ら
れ
た
者
が
、
そ
の
休
職

の
期
間
内
で
期
末
手
当
の
支
給
に
係
る
基
準
日
前
一
月
以
内
に
退
職
し
、
又

は
死
亡
し
た
と
き
は
、
そ
の
支
給
日
に
、
前
項
の
例
に
よ
る
額
の
期
末
手
当

を
支
給
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
両
議
院
の
議
長
が
協
議
し
て
定
め

る
国
会
職
員
に
つ
い
て
は
、
こ
の
限
り
で
な
い
。

国
会
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
規
程

第
十
五
条
非
常
勤
の
国
会
職
員
（
再
任
用
短
時
間
勤
務
職
員
を
除
く
。
）
に
つ

い
て
は
、
勤
務
一
日
に
つ
き
三
万
四
千
二
百
円
（
そ
の
額
に
よ
り
難
い
特
別

の
事
情
が
あ
る
も
の
と
し
て
両
議
院
の
議
長
が
協
議
し
て
定
め
る
場
合
に
あ

っ
て
は
、
十
万
巴
を
超
え
な
い
範
囲
内
に
お
い
て
、
本
属
長
が
手
当
を
支

給
す
る
こ
と
が
で
き
る
。
た
だ
し
、
長
期
に
わ
た
り
雇
用
さ
れ
る
者
に
つ
い

て
は
、
雇
用
の
条
件
を
勘
案
し
、
手
当
を
月
額
で
定
め
る
こ
と
が
で
き
る
。

②
前
項
の
国
会
職
員
に
対
し
て
は
、
同
項
の
手
当
を
除
く
ほ
か
、
他
の
い
か

な
る
給
与
も
支
給
し
な
い
。

③
第
一
項
の
国
会
職
員
の
う
ち
、
勤
務
形
態
が
常
勤
を
要
す
る
国
会
職
員
に

準
ず
る
も
の
及
び
勤
務
形
態
が
こ
れ
ら
に
至
ら
な
い
者
で
常
勤
の
国
会
職

員
の
給
与
と
の
権
衡
上
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
の
給
与
に
つ
い

て
は
、
前
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
両
議
院
の
議
長
が
協
議
し
て
定
め

る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

第
十
六
条
国
会
職
員
が
公
務
の
た
め
国
会
議
員
と
同
行
し
て
本
邦
内
を
旅
行

す
る
場
合
の
旅
費
額
に
つ
い
て
は
、
国
会
議
員
の
受
け
る
旅
費
額
と
同
額
ま

で
増
額
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
十
七
条
国
会
職
員
の
公
務
上
の
災
害
又
は
通
勤
に
よ
る
災
害
に
対
す
る
補

償
及
び
公
務
上
の
災
害
又
は
通
勤
に
よ
る
災
害
を
受
け
た
国
会
職
員
に
対

す
る
福
祉
事
業
に
つ
い
て
は
、
政
府
職
員
の
例
に
よ
る
。

第
十
八
条
削
除

第
十
九
条
国
会
閉
会
中
、
政
府
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
令
が
改
正
さ
れ
た

た
め
必
要
が
あ
る
と
き
は
、
両
議
院
の
議
長
は
、
協
議
の
上
こ
の
規
程
を
改

正
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
二
十
条
こ
の
規
程
に
定
め
る
も
の
の
外
給
与
等
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、

両
議
院
の
議
長
が
協
議
し
て
こ
れ
を
定
め
る
。

七



附
則

１
こ
の
規
程
は
、
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
八
十
五
号
施
行
の
日
か
ら
、
こ
れ

を
適
用
す
る
。

２
当
分
の
間
第
六
条
の
八
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
国
会
職
員
が
負
傷
（
公

務
上
の
負
傷
及
び
通
勤
に
よ
る
負
傷
を
除
く
。
）
若
し
く
は
疾
病
（
公
務
上

の
疾
病
及
び
通
勤
に
よ
る
疾
病
を
除
く
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）

に
係
る
療
養
の
た
め
、
又
は
疾
病
に
係
る
就
業
禁
止
の
措
置
（
両
議
院
の
議

長
が
協
議
し
て
定
め
る
も
の
に
限
る
。
）
に
よ
り
、
当
該
療
養
の
た
め
の
病

気
休
暇
又
は
当
該
措
置
の
開
始
の
日
か
ら
起
算
し
て
九
十
日
（
両
議
院
の
議

長
が
協
議
し
て
定
め
る
場
合
に
あ
っ
て
は
、
一
年
）
を
超
え
て
引
き
続
き
勤

務
し
な
い
と
き
は
、
そ
の
期
間
経
過
後
の
当
該
病
気
休
暇
又
は
当
該
措
置
に

係
る
日
に
つ
き
、
給
料
の
半
額
を
減
ず
る
。
た
だ
し
、
両
議
院
の
議
長
が
協

議
し
て
定
め
る
手
当
の
算
定
に
つ
い
て
は
、
当
該
国
会
職
員
の
給
料
の
半
減

前
の
額
を
そ
の
算
定
の
基
礎
と
な
る
給
料
の
額
と
す
る
。

３
前
項
に
規
定
す
る
も
の
の
ほ
か
、
同
項
の
勤
務
し
な
い
期
間
の
範
囲
、
給

料
の
計
算
そ
の
他
給
料
の
半
減
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
両
議
院
の
議
長
が

協
議
し
て
定
め
る
。

国
会
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
規
程

一

-{－7
一

一

一



別
室
篭
弟
一
国
会
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
規
程

特
別
給
料
表
（
第
一
条
関
係
）

別表第二指定職給料表（第一条関係）

備考この表は、各議院事務局の事務次長その他の
職を占める国会職員で、両議院の議長が協議し
て定めるものに適用する。

一
七
四

各
議
院
事
務
局
の
議
長
又
は

副
議
長
の
秘
書
事
務
を
つ
か

さ
ど
る
参
事

各
議
院
事
務
局
の
常
任
委
員

会
専
門
員

国
立
国
会
図
書
館
の
専
門
調

査
員

各
議
院
事
務
局
の
事
務
総
長

各
議
院
法
制
局
の
法
制
局
長

国
立
国
会
図
書
館
の
館
長

職
名

二三四五六七八九十十十

号号号号号号号号号一二

給給給給給給給給給号号

給給

二二三三四四四四五五五

七九二六○三六九二五八

三五六二○六三三五五六
、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、

三二四二七○四九五五二

○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○○

円円円円円円円円円円円

一
号
給
二
六
四
、
五
○
○
円

三
号
給
一
、
○
三
五
、
○
○
○
円

二
号
給
九
六
五
、
○
○
○
円

｜
号
給
八
九
五
、
○
○
○
円

一
、
四
○
六
、
○
○
○
円

給
料
月
額

号 給 給料月額

１
２
３
４
５
６
７
８

円

706，000

761,000

818，000

895，000

965，000

035，000

107,000

175，000

，
，
，

１
１
１



別表第三行政職給料表（第一条関係）
イ行政職給料表（一）

国
会
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
規
程

0 148,6001200,9001236,1001270,5001297,4001328,1001372,4001417,3001470,bOOlb33,90C

3 1 149,700 1202,700 1237,800 1272,400 1299,700 1330,100 1374,900 1419,600 1473,500 1536,20C

7 1150,800 1204,500 1239,300 1274,300 1302,000 1332,300 1377,200 1421,700 1476,500 1538,70C

q 151－900 206300 240－900 276－400 304－200 934－500 379－700 423．900 479，600 541． 10C

0001207,9001242,1001278,4001306,1001336,4001382,100142b,9001482,3001b43,bOC

400 1209,700 1243,600 1280,400 1308,400 1338,600 1384,800 1428,000 1485,400 1545,30C

700 1211,500 1245,200 1282,500 1310,600 1340,600 1387,400 1430,100 1488,400 1547,100

]00 213．300 246－600 284－500 312－900 342－800 390100 432．200 491－500 549．000

3 11b8,300 1214,700 1248,100 1286,500 1315,000 1344,600 1392,500 1433,900 1494,200 1550,70C

4 1159,800 1216,500 1249,600 1288,600 1317,100 1346,600 1394,800 1435,700 1496,500 1552,10C

5 1161,300 1218,200 1250,900 1290,600 1319,300 1348,600 1397,000 1437,700 1498,800 1553,40C

6 162．900 220．000 252．300 292.600 321．400 350．600 399－400 439－700 501． 100 554．50C

I I164,2001221,7001253,8001294,4001323,3001352,3001401,2001441,6001503,2001555,80C

3 1165,700 1223,400 1255,400 1296,400 1325,300 1354,300 1403,200 1443,400 1504,600 1556,80C

9 1 167,200 1225,000 1257,100 1298,500 1327,300 1356,100 1405,100 1445,200 1506,100 1557,700

O 168．700 226．600 258．900 300.500 329．300 358－000 406-900 446．900 507．500 558．600

J,1001zz8,0001260,bOO1302,4001331,0001359,9001408,8001448,7001508,7001559,500

2,800 1229,700 1262,300 1304,500 1333,100 1361,800 1410,600 1450,200 1510,100

5,400 1231,300 1264,000 1306,500 1335,100 1363,800 1412,400 1451,600 1511,600

3．000 232．900 265．700 308．600 337．200 365．700 414-300 453－ 100 513－ 100

80,700 1234,000 1267,600 1310,300 1338,600 1367,700 1416,100 1454,500 1514,200

82,400 1235,500 1269,500 1312,400 1340,500 1369,600 1417,600 1455,800 1515,300

84,000 236,900 271,300 314,400 342，400 371，600 419，100 457，100 516，500

85．700 238．200 273．100 316.400 344．300 373－600 420－700 45R－300 517－70C

9 1 187,200 1239,500 1274,800 1318,100 1345,900 1375,100 1422,300 1459,300 1518,70C

0 1188,900 1240,700 1276,700 1320,100 1347,800 1376,900 1423,600 1460,000 1519,600

1 1190,700 1241,700 1278,600 1322,200 1349,700 1378,700 1424,900 1460,800 1520,500

2 192,400 1242.900 280.300 324.300 351．500 380．300 426－ 100 461．500 521．400

一
七
五

職員

の区

分

、灘
号給

1 級

給料月額

2 級

給料月額

3 級

給料月額

4 級

給料月額

5 級

給料月額

6 級

給料月額

7 級

給料月額

8 級

給料月額

9 級

給料月額

10 級

給料月額



33

34

35

36

194,000

195,400

196,900

198,400

244,20C

245,30C

246,50C

247,800

281,800

283,70C

285,500

287,400

325,50C

327,50C

329,40C

331,50C

353,400

355,200

357,000

358,700

382,100

383,500

385,000

386,600

427,300

428,600

429,900

431,100

462,200

463,000

463,700

464,300

522,200

523,100

523,800

524,300

国
会
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
規
程

37

38

39

40

199,700

201,000

202,200

203,500

248，700

250，100

251,500

252，900

289,000

290,700

292,500

294,300

333，400

335，300

337，300

339，200

360,100

361,400

362,800

364,200

388,000

389,200

390,400

391,500

432,300

433,100

433，900

434,700

464,800

465,400

466,000

466,600

525,000

525,600

526,400

527,000

41

42

43

44

204,800

206,100

207,400

208,700

254,300

255,700

257,100

258,400

295，800

297,500

299，000

300,600

341, 100

343,000

344,800

346,700

365,500

366,400

367,500

368,600

392,600

393,800

395,000

396,100

435,300

436,000

436，700

437,400

467,100

467,600

468,000

468,300

527，500

45

46

47

48

209,800

211，100

212，400

213，700

259，600

260，900

262，300

263，600

302,200

303,900

305,500

307,200

348,200

349，600

351, 100

352，600

369,400

370,300

371,200

372,100

396,800

397,500

398,200

398,900

438，200

439,000

439，400

440，100

468，600

49

50

51

52

214,800

215,900

216,900

218,000

264,700

265,800

267,100

268,400

308，100

309，600

311，100

312，700

354,200

355,000

356,200

357,200

373,000

373,800

374,600

375,400

399,500

400,100

400,600

401,000

440,600

441,000

441,400

441,800

向
く
〕
４
刎
乏
戸
烏
〕
ｌ
《
ｈ
〕

Ｆ
『
Ｕ
戸
ｈ
〕
Ｆ
局
〕
。
戸
ｈ
〕

219,100

220,100

221,000

222,000

269，400

270，500

271，800

273，100

314，300

315,900

317,500

319,000

358，100

359，200

360，100

361，200

376, 100

376,800

377,500

378,200

401,400

401,700

402,000

402,300

442,200

442,600

443,000

443,300

57

58

59

60

222,400

223,300

224,100

224,900

274,000

275,000

275,900

277,000

320,500

321,700

322,900

324,100

362,100

362;800

363,500

364,200

378,700

379,300

379,900

380,600

402,600

402,900

403,200

403,500

443,600

444,000

444,300

444,600

１
２
３
４

６
６
６
６

225,600

226,600

227,400

228,300

278，100

279，100

280，000

281，000

324,800

325,700

326,500

327,300

364，600

365，200

365，900

366，600

381,000

381,700

382,300

382,900

403,800

404,100

404,400

404,700

444,900

65

66

67

68

229,000

229,800

230,700

231,700

281，500

282，400

283，100

284，000

328,200

328,600

329,300

330,100

366，900

367，600

368，300

369，000

383,300

383，900

384,500

385, 100

405,000

405,300

405,600

405,900

一

七

六

＝



406,100

406,400

406,700

407,000

385,500

386,000

386,500

387,100

369,300

369,900

370,600

371,200

285,000

285,800

286,600

287,400

330,900

331,600

332,300

333,000

232,400

233,100

233,700

234,500

69

70

71

72

国
会
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
規
程

407,200

407,500

407,800

408,000

371,500

372, 100

372,800

373,400

387,400

387,800

388,200

388,600

333,500

334,100

334,600

335,200

73

74

75

76

235,300

236,000

236,700

237,300

288,200

288,700

289,100

289,600

408,200

408,500

408,800

409,000

335,500

336,000

336,400

336,900

373,800

374,300

374,900

375,400

388,900

389,200

389,500

389,800

77

78

79

80

238,000

238,800

239,600

240,300

289,800

290,100

290,300

290,700

375,900

376,500

377,000

377,300

390,000

390,300

390,600

390,800

409,200

409,500

409,800

410,000

81

82

83

84

240,800

241,500

242,200

242,900

290，900

291，100

291，500

291，800

337,300

337,800

338,300

338,800

410,20085

86

87

88

243,500

244,200

244,900

245,600

292,100

292,400

292,700

293,100

339,100

339,500

340,000

340,400

377,700

378,200

378,600

379,000

391,000

391,300

391,600

391，800

89

90

91

92

246,100

246,600

246,900

247,300

293,400

293,800

294,100

294,500

340,700

341,100

341,600

342,000

379,400

379,900

380,300

380,700

392,000

392,300

392,600

392,800

247,60093

94

95

96

294,700

294,900

295,200

295,600

342,200

342,600

343,100

343,500

381,000 393,000

７
８
９
ｍ

９
９
９
１

295,800

296,100

296,500

296,900

343,700

344,100

344,500

344,800

101

102

103

104

297,100

297，400

297，800

298，100

345,100

345,500

345,900

346,300

一
七
七



46,800

47,200

47,600

4R－00C

38，300

98，600

99，000

99－300

Jb

O6

07

0g

国
会
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
規
程

48,500

48,900

49,20C

49－50C

39,bOO

99，900

00,300

00－600

JO

O1

01

01

０
６
ｔ
ｆ

０
０
０
０

Ｊ
３
３
７

川
』
ｎ
Ｊ
Ｒ
ｕ
Ｒ
ｕ

300

100

400

70C

]3,100

)3,300

)3,60C

33－90C

】 （】（

備考（－）この表は、他の給料表の適用を受けない全ての国会職員に適用する。ただし、第十五条に規定する国会職員を除
く。

（二） 2級の1号給を受ける国会職員のうち、新たにこの表の適用を受けることとなった国会職員で両議院の議長が協
議して定めるものの給料月額は、この表の額にかかわらず、 185,200円とする。

一
七
八

再任

用騒

貝
187.700 215,200 255.200 274,600 289．700 315，100 356.800 389．900 441.000 521，400



ロ行政職給料表（二）

国
会
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
規
程

倍

79，200

31，100

82，900

34．700

偶

]， 100

1，300

2,400

3－600

P:

600

800

200

500

偶

31，900

33，400

34，900

36－300

朕

3，400

1，300

2，300

2－200

J3

34

06

07

Ｌ
６
Ｅ
ｒ

０
０
０
０

コ
。
』
『
』
日
４

4,bOU

5,800

6，900

9100

J8,800

10，200

11，600

12－000

DL

88

9C

nl

J3

95

96

nC

300

100

800

600

4,300

5,900

7,500

9－90C

38，00［

39,00C

40,00C

41－ 10C

JC

31

]3

〕4

０
０
０
０

０
０
０
０

Ｊ
７
３
３

0, 100

1,600

3，100

4－400

41,900

42,900

43,900

4490C

30C

900

500

200

.,30U

3,000

3,900

Z90C

j"/,bUL

38,80C

39,90C

70－80C

O0C

200
,、

400

80C

4b

47

48

40

2,200

3,60C

5,00C

3－50C

3,80C

0,30C

1,60C

2－700

1,800

2,900

4,000

5－00C

J,700

1，900

3,100

4－300

J6

07

08

09

5,800

6，900

8,000

9－ 10C

r,600

9，100

0，500

1－900

0,200

1, 100

1,800

2－70C

4,10C

5,40C

6,70C

g－00C

3,60C

4,800

5,80C

6－70C

38，900

40， 100

41,40C

42－600

80，000

81,100

82,10C

g3－ 10C

3,bOO

4，700

5,000

7－200

一
七
九

8,300

9，200

0，300

1．400

57,400

59,200

71,000

72－80C

r,300

8,500

9,60C

O－80C

43,700

45,00C

46, 100

47．30C

職員

の区

分

魁
誌

1 級

給料月額

2 ″級

給料月額

3 級

給料月額

4 級

給料月額

5 級

給料月額



332，500

333，600

334，600

335，600

287，300

288，200

289，100

290，000

248，600

249，700

251，000

252，300

221,400

222，600

223，800

224,900

174,600

176,300

178,000

179，700

I37

38

39

40
国
会
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
規
程

336，600

337，600

338，600

339，600

290，600

291，600

292，600

293，500

253，300

254，600

255，700

257，000

225,800

227,000

228，000

229，100

181，300

182,700

184，000

185，400

１
２
３
４

４
４
４
４

340,500

341，500

342，500

343,500

294,200

295,100

296,000

296，900

257，800

258，900

260，100

261,100

230,200

231，200

232，300

233，300

45

46

47

48

186，900

188，200

189，600

191，000

344，400

345，300

346,200

347，000

297，600

298，200

298，900

299，700

262,300

263，500

264，700

265，600

234，300

235，400

236，500

237,600

49

50

51

52

192，300

193，400

194，500

195,700

347，800

348，600

349，400

350，100

238,700

239，700

240,600

241，400

266，500

267，600

268，800

270,000

300，300

301, 100

301，800

302,500

53

54

55

56

196，800

197，900

198，800

199,900

350，800

351，600

352，400

353，100

57

58

59

60

242，300

243，300

244，300

245，200

270,800

271，800

272，900

273，900

303，200

303，900

304,700

305，400

201，000

202，000

203，000

204,000

274，900

276，000

276，800

277,900

306，000

306，700

307,400

308， 100

353,800

354,500

355，200

355，900

61

62

63

64

205， 100

206,000

206,900

207,800

246,000

246，900

247,800

248，700

〉

356，500

357,000

357，500

358，000

65

66

67

68

208，500

209,300

210，000

210,800

249，500

250，300

251， 100

251,800

278，700

279,500

280,300

281， 100

308，600

309， 100

309,700

310,300

再任

用職

員以

外の

職員

358，40069

70

71

72

211,200

211,800

212, 100

212,600

252,500

253, 100

253,500

253,900

281，700

282,500

283,300

284，000

310，900

311,300

311,800

312,300

73

74

75

76

212，800

213，400

213,900

214,600

254，100

254，500

255，000

255,500

284，800

285，500

286，300

287，100

312，600

313, 100

313，600

314，000

■■■■■■■■■■■、

八

○



314,200

314,500

314,800

315，100

287，700

288，200

288，700

289，100

255，800

256，200

256，700

257，200

214,800

215，500

216,000

216，600

７
８
９
０

７
７
７
８国

会
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
規
程

315，400

315，700

316，000

316，300

289，500

289，900

290，400

290,900

257，500

257，800

258，100

258，400

217,300

217，700

218，300

219，000

81

82

83

84

316，500

316，900

317，200

317，400

291，300

291,900

292，500

293，100

258,600

258,800

259,100

259,400

85

86

87

88

219,600

220，100

220，600

221，300

317,600

317，900

318,200

318，500

259，600

259,800

260,200

260，400

293，400

293，900

294,400

294，800

221，800

222，400

223,000

223,500

89

90

91

92

318，700

319，000

319，300

319，500

260,700

261,100

261，400

261，700

295，200

295,700

296，200

296，700

３
４
５
６

９
９
９
９

223,900

224，400

224，900

225，400

297，000

297，400

297，900

298,400

319，700

320,000

320，300

320，500

Ｗ
朋
朋
川

225，700

226，200

226，700

227，200

261，900

262，200

262，400

262，700

101

102

103

104

227，600

228，100

228，700

229，300

263，000

263，200

263，500

263，800

298，800

299，200

299，500

299，800

320，700

105

106

107

108

229，700

230，200

230，500

230，900

264，000

264，200

264，500

264，700

300,100

300，500

300，900

301，300

109

110

111

112

231, 100

231,500

232,000

232,400

265，000

265，300

265，600

265，800

301，600

302,000

302，400

302，700

３
４
５
６

１
１
１
１

１
１
１
１

232，600

233，100

233，600

234，100

266，000

266，300

266，500

266，700

302，900

303，200

303,500

303，700

一
八
一



900

200

500

70C

J3

04

04

04

JOO

300

600

900

4，400

4,800

5，200

5－60C

Ｊ
Ｒ
Ｕ
贋
Ｕ
戸
旧

国
会
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
規
程

300

200

500

700

J4

0［

0［

0F

58,100

68，300

68,600

68．90C

00｛

JOO

20C

500

70C

100

300

600

90C

Jb

36

36

0f

06

07

07

07

JOU

200

500

70C

Ｊ
Ｏ
０
０

０
０
０
ｔ

０
０
０
０

日
日
」
、
ざ
Ｂ
》
〔
へ
』
『
●
罰
四

9(】（l00

300

300

900

備考この表は、機器の運転操作その他の庁務及びこれらに準ずる業務に従事する国会
職員で、両議院の議長が協議して定めるものに適用する。

ヘ
、-－

一

八
一

一

再任

用職

員
193，600 204,700 223，200 244,000 274，700



別表第四速記職給料表（第一条関係）

国
会
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
規
程

門

09,300

11,600

13，800

16－10C

門
伽
伽
Ⅸ
伽

４
士
７
－
１
Ｌ
』
旬

門

82，700

84，900

87，200

89－400

円

0，000

1，600

3，100

4－700

門

94，000

95，800

97，600

99－400

門
叩
伽
伽
伽

３
８
３
９

3，400

3,600

2,900

5－10C

36，100

37，600

38，900

40－30C

J1，600

93,900

96, 100

98．300

６
０
０
ｔ

０
０
０
０

コ
「
ず
１
１
一
ａ

ｔ
６
６
ｔ

０
０
０
０

３
７
５
３

J，100

2,800

5，400

9．000

W，90U

09，700

11，500

13－300

41，300

43,000

44，800

46－400

300

50C

80C

OOO

ZOO

40C

60C

ROC

.， ./0C

7,80C

],10C

2．40C

4, ./0［

6,50C

8,20C

O－00C

47，90C

49,800

51,50C

53．30C

09，100

11,400

13,600

15－900

3b，80C

38,100

40,30C

42－600

１
ｔ
ｔ
ｆ

Ｕ
Ｏ
Ｏ
０

３

４

ZOC

90C

70C

40C

０
０
０
０

０
０
０
０

〃
〃
０
△
ｎ
斗
《
同
Ｄ
Ｊ
〔
〔
山

ｲ，80C

0,100

2,300

4500

０
０
０
０

０
０
０
０

用
士
穴
へ
』
再
Ｊ
１
『
Ｋ
〃

盟
蛇
鎚
即

J4，00C

95,40C

96,90C

98－40C

０
０
０
０

０
０
０
０

０
７
３
９

｡，b00

3,600

9,900

3－000

Ｌ
ｔ
ｔ
ｒ

Ｕ
Ｏ
Ｏ
０

３
０

O00

30C

70C

100

J9

01

02

D3

｛O0

0OO

20C

500

JOO

400

700

900

40（

60C

70C

gOC

100

900

90C

100

34

86

QC

０
０
０
０

０
０
０
０

３
８
２
７

04

06

07

08

800

10C

40C

700

39，400

40,600

41,600

42－800

ｔ
ｏ
０
０

０
０
０
０

６
弓
Ｉ
司
創
再
Ｉ

“，30［

45,40C

47,60C

49－70C

j，bOC

2,60C

4,70C

3－ROC

393，800

395,800

397,900

400．100

J9，80C

11,10C

12,400

13－700

44，00C

45，000

46， 100

47－300

/O0

70C

500

30C

〃，800

78，800

30,000

91－200

401

403

404

406

一

八
一

一

一

48

49

30

６
ｔ
６
０

０
０
０
０

２
４
５
３

9b， '/00

97,600

99,600

01－600

09，200

30，900

32,800

34700

408，300

410,200

412,000

413．800

職員

の区

分

魁
誌

1 級

給料月額

2 級

給料月額

3 級

給料月額

4 級

給料月額

5 級

給料月額

6 級

給料月額



415,300

416,500

417,700

419,000

386,200

387，300

388，400

389,500

366,500

367,800

369,600

371,300

303,200

305,200

307,000

308，900

253,200

254,300

255,400

256,400

41

42

43

44

219，100

220,000

220，800

221，700
国
会
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
規
程

420,300

421,600

422，900

424，100

390,100

391，000

391,900

392,800

372,900

373,700

374,400

375,200

310，700

312，700

314，600

316，600

45

46

47

48

257，300

258，300

259,300

260,200

222,100

222，600

223,000

223,400

425,200

426,500

427,800

429,000

393，400

394,300

395， 100

395，900

375，900

376,500

377,100

377，700

49

50

51

52

317，800

319，600

321,400

323，300

260，800

261，400

262，200

263,000

223,800

224,200

224,400

224,700

377,900

378,500

379,000

379,600

396，500

397,300

398,000

398,700

430，100

430,900

431，700

432，500

53

54

55

56

325,100

327，000

328，900

330，700

225，000

225,200

225，500

225，800

263，700

264，300

265，100

265，900
～

57

58

59

60

379,900

380，500

381，100

381，700

399，500

400,300

401，100

401,900

433,200

433,900

434,600

435,300

226，000

226,200

226，400

226，700

266，400

267，000

267，400

268，000

332，400

334，000

335，500

337，100

再
用
員

外0

職 61

62

63

64

227，200

227，600

228，000

228，300

382，000

382，600

383，300

383，900

402,600

403,200

403，700

404,400

436，200

437,000

437，400

438,100

268，400

269，000

269，500

270,000

338,300

339，400

340，400

341,400

65

66

67

68

228，700 270，200

270,600

271， 100

271，700

342,400

343,100

344,000

345,000

384,200

384,800

385,500

386, 100

404,800

405,300

405,800

406,300

438,700

439,100

439,500

439,900

69

70

71

72

272，300

272，900

273，500

274， 100

345,900

346，700

347,600

348，500

406,800

407,200

407,600

407,900

440,400

440,800

441,200

441,500

386,600

387,200

387,900

388,500

73

74

75

76

274，500

274，800

275，200

275，600

349，400

350，100

350，700

351，400

408，200

408，600

409,000

409,200

441,900

442,300

442,600

442,900

388，800

389，500

390，100

390，500

77

78

79

80

275，900

276，100

276，300

276，500

390,900

391,500

392,000

392，500

409，500

409,900

410，300

410，500

443,300351，800

352,400

352，900

353，500

一

八

四

81

82

83

84

276，800

277， 100

277，400

277，700

354，000

354，700

355，400

356，000

410，800

411，200

411，600

411,800

392，800

393，400

393，900

394，400



』4hIlI300

800

40C

gOC

０
６
６
ｔ

０
０
０
０

Ｊ
２
５
９国

会
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
規
程

/9，ZOO

79，500

79，700

qO－000

30C

50C

80C

10C

Ｌ
に
に

Ｕ
Ｏ
Ｏ
０

■
屯
■
己
【
『
‐
〕
完
口
Ⅱ
ロ
『
ロ
『
』

LUC

70C

20C

50C

98

99

00

J］

02

0〔

叩

０
０
０
０

０
０
０
０

コ
守
Ｉ
１
Ｊ
，
】

Jb

J6

]7

〕R

く
ｆ
ｆ

０
０
０
０

９
Ｊ
一
コ
『
』
副
皿

Ｃ
Ｑ
Ｕ
Ｑ
Ｕ
〔
割

』
氏
司
》
【
旬
》
【
３

900 l 369－80C

備考この表は、速記に従事する国会職員で、両議院の議長が協議して定めるものに適用する。

’
八
五

再任

用職

員

182．800 209．800 279.400 309.400 338．500 371．400



別表第五議院警察職給料表（第一条関係）

国
会
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
規
程

門

67,90C

69,80C

71,800

73－700

H

]9,90C

11j90C

13,900

15－900

門

49,60〔

51,40C

53,20C

ﾗ5－000

円

93,900

95,900

98,000

00．300

円

4,000

6,300

8，700

0－900

.H

47,60C

49,800

52,100

54．300

b，600

7，600

9，500

1．500

/，900

3，700

1，700

3．600

O2

04

06

DR

ZOO

40C

500

700

Z，90C

5,100

7,400

9－600

｡b，JUC

58,400

50，600

32．800

bOO

200

000

300

b， ．/00

7，500

9，300

1． 100

lOC

700

300

300

J，70C

2,800

ﾗ，000

7．000

41，6OL

43,90C

46，100

48－400

bOC

700

700

900

09

66

58

70

JO,70C

)3,000

〕5，300

)7．600

2，90C

4,800

3，700

3．600

OC

OO

OO

30

J，30C

1,600

3，800

う．000

0,bOC

2，600

4,800

3．900

JC

70

Z， ､ｲ0C

4,800

3，800

3．900

99

02

04

]7

800

400

900

400

40， 10C

42，000

43,900

45．800

3，300

4，700

3，100

7．500

/，800

3,100

2，200

4－500

､5，90C

31,000

33，100

35－300

80,50C

82，600

84，600

86．700

J9,70C

11,500

13,300

15－ 100

4./，400

48,900

ﾗ0,200

ﾗ1．600

/8，800

30,200

31，500

33－000

｡b，600

38,700

40，900

43．000

90C

90C

700

gOO

rOC

90C

100

200

Ｅ
Ｑ
Ｕ
〔
Ｕ

Ｕ
《
。
守
』

/，00C

3,700

3，600

2．400

3， 100

4,300

5，600

5－800

84

86

88

30

44，800

47,000

49,000

31－ 100

｛4，400

76，500

78，600

80．700

lOO

20C

400

500

399

401

403

lOC

300

700

ﾗ00

UOC

200

600

gOO

２
４
６
。

９
９
９
罰

300

300

100

)00

Z，80C

5,000

6，900

9． 100

'ｲ00

800

900

900

40上

407

409

bOC

500

400

300

lOC

300

ﾗ00

200

300

600

800

100

99

01

03

]月

rOC

600

500

ﾗ00

畠
ｑ
し
川
制
戸
胴

Ｕ
Ｒ
ｕ
（
、
冗
句

b0

62

64

36

bOU

500

400

500

OC

OC

OO

3O

OOC

60C

20C

900

一
八
六

ｲ，400

9，200

1，000

2．800

JO〔

200

200

200

07,200

)9,300

11，400

13．300

35，b00

70，700

72，800

74800

396

40C

402

404

900

800

500

300

3,40C

1,200

3，000

4．800

JC

59

70

職員

の区

分

毯
諦

1 級

給料月額

2 級

給料月額

3 級

給料月額

4 級

給料月額

5 級

給料月額

6 級

給料月額



426,600

428,300

430,000

431,600

405,700

407,200

408,600

410,000

376,800

378,900

381,000

383,000

315,000

317，000

319,100

321，200

271，600

272,900

274，200

275,400

244,200

245,700

247,000

248,400

１
２
３
４

４
４
，
４
４国

会
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
規
程

433,000

434,300

435,700

437,000

411，500

413，200

414，800

416，500

384,700

386,500

388,200

390,000

322，900

324，900

326，900

328,800

276，700

278,300

279，900

281,500

249,700

251,000

252,200

253,400

45

46

47

48

438,000

438,900

439,800

440,600

391,400

393,000

394,600

396,200

418,000

419，100

420，200

421，200

330，400

332，200

333，900

335，900

283，400

285，200

287，000

288，500

49

50

51

52

254,500

255,700

256,800

257,900

441,600

442,000

442,200

442,500

337,500

339，400

341,200

343,200

398， 100

399，700

401,300

403,000

422，000

422,900

423，800

424,600

53

54

55

56

258,600

259，700

260，800

262，000

290，200

292， 100

293,900

295，700

57

58

59

60

297，200

298，900

300,700

302,500

344,400

346,400

348,300

350,200

404,800

406,100

407,500

408,800

425,200

425,700

426,400

427,200

442,800

443, 100

443,400

443,700

262,900

264，100

265,100

266，200

61

62

63

64

267,400

268,300

269,700

270,900

304,000

305，800

307,600

309,300

352，000

354，200

356，400

358,600

409,800

410,900

412,000

413, 100

427,600

428,200

428,700

429,200

443,900

444,300

444,700

445, 100

65

66

67

68

271,900

273,500

274,900

276,400

310，600

312，300

313，700

315,400

360，500

362，600

364,600

366，700

413,800

414,800

415,800

416,700

429，700

430，300

430，700

431，200

445,300

445,600

446,000

446,200

69

70

71

72

278,000

279,600

281,200

282,700

417,500

418,000

418,600

419,100

316，800

318,300

319，700

321,300

368，400

369，900

371，300

372，800

431,400

431,700

432,000

432,300

446,400

446,700

447, 100

447,400

再任

用職

員以

外の

職員 73

74

75

76

284，100

285,500

287，000

288,400

322，200

323，800

325，300

327,000

374,000

375,200

376,500

377,800

419，700

420，100

420,600

421，100

432，700

433，000

433，300

433，600

447,600

447,800

448,200

448,500

７
８
９
０

７
７
７
８

289，900

291，400
，

293，000

294,600

328，800

330,500

332, 100

333，700

379，100

380，400

381，700

383，000

421，500

422，000

422，600

423， 100

433，900

434，200

434,500

434，800

448,700

448,900

449,300

449,600
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81

82

83

84

295，800

297，200

298，700

300，200

335，400

337， 100

338,700

340，400

384, 100

385,400

386,600

387，900

423，300

423，900

424，400

424，600

435,100

435,300

435，600

435，800

449,800

450,000

450,400

450,700



450,900436,100

436,300

436,600

436,800

424,800

425,300

425,600

425,900

389,100

389,900

390,600

391，400

341,800

343,300

344,800

346,300

301,100

302,600

303，800

305,300

85

86

87

88
国
会
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
規
程

437,100

437,300

437,600

437,800

426,200

426,600

427,000

427,400

392，000

392,700

393，400

394，100

347,500

348，700

350,000

351，300

306，600

308,000

309，100

310,500

89

90

91

92

438，100427,700394，700

395，200

395,800

396，300

311,400

312，900

314，200

315，700

352,800

354,300

355，800

357,300

93

94

95

96

７
８
９
０

９
９
９
ｍ

317，200

318，700

320,100

321,600

358，600

359，800

360,900

362,100

396,900

397,300

397，900

398，400

101

102

103

104

322，900

324，200

325，600

326,900

363,100

364，200

365，300

366,500

398，900

399，300

399，800

400，200

105

106

107

108

367，600

368，100

368,700

369,300

400,500

400,900

401,400

401,700

328,100

329，400

330，700

332，000

109

110

111

112

333，400

334，300

335，400

336，600

369,900

370,400

370,900

371,400

402,200

402，700

403，200

403，700

３
４
５
６

１
１
１
１

１
１
１
１

337，700

338，800

339，800

340,900

371，900

372，300

372,900

373，400

403,900

404,400

404,900

405,400

117

118

119

120

342，100

343,100

344，100

345，000

373，800

374，300

374,900

375，300

405,600

406,100

406，600

407，100

345，900

346,800

347，800

348，800

121

122

123

124

375，500

376，000

376，400

376，700

407,400

407,900

408,300

408,800

一
八
八

125

126

127

128

349，800

350,300

350，900

351，500

377，300

377，800

378,300

378，800

409,100



i9

79

30
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lOU

300

10C

60C

800
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100国
会
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員
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規
程

j,b00
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ｔ
ｔ
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０
０
０
０

Ｚ
６
０
４

－
コ
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ｔ
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Ｕ
Ｏ
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５
０
弓
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０
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０

８
３
３
３
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備考この表は、議院警察に従事する国会職員で、両議院の議長が協議して定めるものに適用する。
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附
則
（
昭
和
六
十
年
十
二
月
二
十
日
）

（
施
行
期
日
等
）

１
こ
の
規
程
は
、
昭
和
六
十
年
十
二
月
二
十
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、

第
五
条
の
改
正
規
定
、
第
六
条
の
五
の
改
正
規
定
、
同
条
の
次
に
三
条
を
加

え
る
改
正
規
定
、
第
十
五
条
に
一
項
を
加
え
る
改
正
規
定
及
び
附
則
に
三
項

を
加
え
る
改
正
規
定
並
び
に
附
則
第
十
一
項
か
ら
第
十
三
項
ま
で
の
規
定

は
、
昭
和
六
十
一
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
〃

２
こ
の
規
程
（
前
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
改
正
規
定
を
除
く
。
）
に
よ
る
改

正
後
の
国
会
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
規
程
（
以
下
附
則
第
十
項
ま
で
に
お

い
て
「
改
正
後
の
規
程
」
と
い
う
Ｊ
の
規
定
は
、
昭
和
六
十
年
七
月
一
日

か
ら
適
用
す
る
。

（
職
務
の
級
へ
の
切
替
え
）

３
昭
和
六
十
年
七
月
一
日
（
以
下
「
切
替
日
」
と
い
声
乏
）
の
前
日
か
ら
引
き

続
き
在
職
す
る
国
会
職
員
で
あ
っ
て
同
日
に
お
い
て
そ
の
者
が
属
し
て
い

た
職
務
の
等
級
（
以
下
「
旧
等
級
」
と
い
う
。
）
が
附
則
別
表
第
一
に
掲
げ

ら
れ
て
い
る
も
の
の
切
替
日
に
お
け
る
職
務
の
級
は
、
旧
等
級
に
対
応
す
る

同
表
の
職
務
の
級
欄
に
定
め
る
職
務
の
級
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、

同
欄
に
二
の
職
務
の
級
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
と
き
は
、
両
議
院
の
議
長
が
協

議
し
て
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
い
ず
れ
か
の
職
務
の
級
と
す
る
。

（
号
給
の
切
替
え
等
）

４
前
項
の
規
定
に
よ
り
切
替
日
に
お
け
る
職
務
の
級
を
定
め
ら
れ
る
国
会
職

員
（
附
則
第
六
項
に
規
定
す
る
国
会
職
員
を
除
く
。
）
の
切
替
日
に
お
け
る

号
給
（
以
下
「
新
号
給
」
と
い
う
。
）
は
、
切
替
日
の
前
日
に
お
い
て
そ
の

者
が
受
け
て
い
た
号
給
（
以
下
「
旧
号
給
」
と
い
う
。
）
に
対
応
す
る
附
則

別
表
第
二
又
は
附
則
別
表
第
三
の
新
号
給
欄
に
定
め
る
号
給
と
す
る
。

国
会
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
規
程

５
前
項
の
規
定
に
よ
り
新
号
給
を
定
め
ら
れ
る
国
会
職
員
に
対
す
る
切
替
日

以
後
に
お
け
る
最
初
の
改
正
後
の
規
程
第
一
条
第
九
項
又
は
第
十
一
項
た

だ
し
書
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
旧
号
給
を
受
け
て
い
た
期
間
（
両
議

院
の
議
長
が
協
議
し
て
定
め
る
国
会
職
員
に
あ
っ
て
は
、
両
議
院
の
議
長
が

協
議
し
て
定
め
る
期
間
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
を
新
号
給
を
受

け
る
期
間
に
通
算
す
る
。
た
だ
し
、
切
替
日
の
前
日
に
お
い
て
五
十
八
歳
に

達
し
て
い
な
い
国
会
職
員
の
う
ち
、
旧
号
給
が
旧
等
級
の
最
高
の
号
給
で
あ

っ
て
新
号
給
が
職
務
の
級
の
最
高
の
号
給
以
外
の
号
給
と
な
る
者
に
つ
い

て
は
、
旧
号
給
を
受
け
て
い
た
期
間
の
う
ち
十
二
月
を
超
え
る
期
間
は
、
こ

の
限
り
で
な
い
。

（
最
高
号
給
を
超
え
る
給
料
月
額
の
切
替
え
等
）

６
切
替
日
の
前
日
に
お
い
て
職
務
の
等
級
の
最
高
の
号
給
を
超
え
る
給
料
月

額
を
受
け
て
い
た
国
会
職
員
の
切
替
日
に
お
け
る
号
給
又
は
給
料
月
額
及

び
こ
れ
ら
を
受
け
る
期
間
に
通
算
さ
れ
る
こ
と
と
な
る
期
間
は
、
両
議
院
の

議
長
が
協
議
し
て
定
め
る
。

（
切
替
期
間
に
お
け
る
異
動
者
の
職
務
の
級
及
び
号
給
等
）

７
切
替
日
か
ら
こ
の
規
程
の
施
行
の
日
の
前
日
ま
で
の
間
（
以
下
「
切
替
期

間
」
と
い
う
。
）
に
お
い
て
、
こ
の
規
程
（
附
則
第
一
項
た
だ
し
書
に
規
定

す
る
改
正
規
定
を
除
く
。
）
に
よ
る
改
正
前
の
国
会
職
員
の
給
与
等
に
関
す

る
規
程
（
以
下
「
改
正
前
の
規
程
」
と
い
う
。
）
の
規
定
に
よ
り
、
新
た
に

給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
こ
と
と
な
っ
た
国
会
職
員
及
び
そ
の
属
す
る
職

務
の
等
級
又
は
そ
の
受
け
る
号
給
若
し
く
は
給
料
月
額
に
異
動
の
あ
っ
た

国
会
職
員
の
改
正
後
の
規
程
の
規
定
に
よ
る
当
該
適
用
又
は
異
動
の
日
に

お
け
る
職
務
の
級
及
び
号
給
又
は
給
料
月
額
並
び
に
こ
れ
ら
を
受
け
る
こ

と
と
な
る
期
間
は
、
両
議
院
の
議
長
が
協
議
し
て
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

一
九
○



切
替
期
間
に
お
い
て
、
国
会
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正

す
る
規
程
（
昭
和
五
十
四
年
十
二
月
十
二
日
両
院
議
長
決
定
。
以
下
「
昭
和

五
十
四
年
改
正
規
程
」
と
い
う
。
）
附
則
第
七
項
の
規
定
に
よ
り
昇
給
し
た

国
会
職
員
の
改
正
後
の
規
程
の
規
定
に
よ
る
当
該
昇
給
の
日
に
お
け
る
職

務
の
級
及
び
号
給
又
は
給
料
月
額
に
つ
い
て
も
、
同
様
と
す
る
。

（
切
替
日
前
の
異
動
者
の
号
給
等
の
調
整
）

８
切
替
日
前
に
職
務
の
等
級
を
異
に
し
て
異
動
し
た
国
会
職
員
及
び
両
議
院

の
議
長
が
協
議
し
て
定
め
る
こ
れ
に
準
ず
る
国
会
職
員
の
切
替
日
に
お
け

る
号
給
又
は
給
料
月
額
及
び
こ
れ
ら
を
受
け
る
こ
と
と
な
る
期
間
に
つ
い

て
は
、
そ
の
者
が
切
替
日
に
お
い
て
職
務
の
級
を
異
に
す
る
異
動
等
を
し
た

も
の
と
し
た
場
合
と
の
権
衡
上
必
要
と
認
め
ら
れ
る
限
度
に
お
い
て
、
両
議

院
の
議
長
が
協
議
し
て
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
必
要
な
調
整
を
行
う
こ
と

が
で
き
る
。

（
旧
号
給
等
の
基
礎
）

９
附
則
第
三
項
か
ら
前
項
ま
で
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
国
会
職
員
が

属
し
て
い
た
職
務
の
等
級
及
び
そ
の
者
が
受
け
て
い
た
号
給
又
は
給
料
月

額
は
、
改
正
前
の
規
程
又
は
昭
和
五
十
四
年
改
正
規
程
附
則
第
七
項
及
び
こ

れ
ら
に
基
づ
く
定
め
に
従
っ
て
定
め
ら
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
給
与
の
内
払
）

蛆
改
正
後
の
規
程
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
改
正
前
の
規
程

の
規
定
に
基
づ
い
て
支
給
さ
れ
た
給
与
は
、
改
正
後
の
規
程
の
規
定
に
よ
る

給
与
の
内
払
と
み
な
す
。

（
休
暇
に
関
す
る
経
過
措
置
等
）

ｕ
国
会
職
員
の
昭
和
六
十
一
年
に
お
け
る
年
次
休
暇
の
日
数
は
、
改
正
後
の

国
会
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
規
程
（
次
項
及
び
附
則
第
十
三
項
に
お
い
て

国
会
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
規
程

「
新
規
程
」
と
い
う
。
）
第
六
条
の
七
第
二
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
§
同

項
に
規
定
す
る
日
数
に
、
昭
和
六
十
年
に
お
け
る
年
次
休
暇
に
相
当
す
る
休

暇
の
残
日
数
の
う
ち
昭
和
六
十
一
年
に
与
え
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
さ

れ
て
い
た
日
数
を
加
え
た
日
数
と
す
る
。

胆
昭
和
六
十
一
年
一
月
一
日
前
に
お
い
て
、
既
に
同
日
前
の
定
め
に
基
づ
き

同
日
以
後
に
与
え
ら
れ
る
も
の
と
さ
れ
た
新
規
程
第
六
条
の
七
に
規
定
す

る
年
次
休
暇
、
病
気
休
暇
又
は
特
別
休
暇
に
相
当
す
る
休
暇
は
、
そ
れ
ぞ
れ

同
条
の
規
定
に
よ
る
年
次
休
暇
、
病
気
休
暇
又
は
特
別
休
暇
と
み
な
し
、
同

条
の
規
定
に
基
づ
く
手
続
を
要
し
な
い
も
の
と
す
る
。

Ｂ
新
規
程
附
則
第
七
項
に
規
定
す
る
勤
務
し
な
い
期
間
が
昭
和
六
十
一
年

一
月
一
日
前
か
ら
引
き
続
い
て
い
る
場
合
に
お
け
る
同
項
の
規
定
の
適
用

に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
当
該
療
養
の
た
め
の
病
気
休
暇
又
は
当
該
措
置
」

と
あ
る
の
は
、
「
昭
和
六
十
一
年
一
月
一
日
前
に
お
け
る
当
該
療
養
の
た
め

の
病
気
休
暇
又
は
当
該
措
置
に
相
当
す
る
休
暇
又
は
措
置
」
と
す
る
。

（
両
院
議
長
協
議
決
定
へ
の
委
任
）

Ⅲ
附
則
第
三
項
か
ら
前
項
ま
で
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
規
程
の
施
行

に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
両
議
院
の
議
長
が
協
議
し
て
定
め
る
。

一

九
一



附則別表第一職務の級への切替表（附貝ﾘ第三項関係）

国
会
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
規
程

8

タ

一

九
一

一

給 料 表 |日等級 職務の級

行政職給料表H

8等級

7等級

6等級

5等級

4等級

3等級

2等級

1 等級

1 級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

10級

11級

行政職給料表口

5等級

4等級

3等級

2等級

1 等級

特1等級

1 級

2級

3級

4級

5級

6級

速記職給料表

6等級

5等級

4等級

3等級

2等級

1 等級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

議院警察職給料表

4等級

3等級

2等級

1 等級

特1等級

1 級

2級

3級

4級

5級

6級

7級



附貝ll別表第二行政職給料表口の1級となる国会職員以外の国会職員の
号給の切替表（附則第四項関係）

イ行政職給料表Hの適用を受ける国会職員国
会
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
規
程

一

九
一

一

一

旧号給

新 号 給

1級 2級 3級 4級 5級 6級 7級 8級 9級 10級 11級

1 1 1 1 1 1

2 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2

3 2 3 3 2 1 2 1 2 3 1 3

4 3 4 4 3 1 3 1 3 4 1 4

5 4 5 5 4 2 4 2 4 5 2 5

6 5 6 6 5 3 5 3 5 6 3 6

7 6 7 7 6 4 6 4 6 7 4 7

8 7 8 8 7 5 7 5 7 8 5 8

9 8 9 9 8 6 8 6 8 9 6 9

10 9 10 10 9 7 9 7 9 10 7 10

11 10 11 11 10 8 10 8 10 11 8 11

12 11 12 12 11 9 11 9 11 12 9 12

13 12 13 13 12 10 12 10 12 13 10 13

14 13 14 14 13 11 13 11 13 14 11 14

15 14 15 15 14 12 14 12 14 15 12 15

16 15 16 16 15 13 15 13 15 16 12

17 16 17 17 16 14 16 14 16

18 18 18 17 15 17 15 17

19 19 19 18 16 18 16 18

20 20 19 16 19 17 19

21 21 20 17 20 18

22 22 21 17 21 18

23 23 22 18 22 19

24 24 23 19

25 24 19

26 25 20



ロ行政職給料表口の適用を受ける国会職員

国
会
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
規
程

一
九
四

旧号給
新 号 給

2 級 3 級 4 級 5 級 6 級

1 1 1 1 1 1

2 2 2 1 1 1

3 3 3 1 1 2

4 4 4 1 2 3

5 5 5 2 3 4

6 6 6 3 4 5

7 7 7 4 5 6

8 8 8 5 6 7

9 9 9 6 7 8

10 10 10 7 8 9

11 11 11 8 9 10

12 12 12 9 10 11

13 13 13 10 11 12

14 14 14 ll 12 13

15 15 15 12 13 14

16 16 16 13 14 15

17 17 17 14 15 16

18 18 18 15 16 17

19 19 19 16 17 18

20 20 20 17 18 19

21 21 21 18 19 20

22 22 22 19 20 21

23 23 23 20 21 22

24 24 24 20 22 23

25 25 25 21 23

26 26 22

27 27 22

28 28 23



ハ速記職給料表の適用を受ける国会職員

国
会
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
規
程

一
九
五

旧号給
新 号 給

1級 2級 3級 4級 5 級 6級 7級 8級

1 1 1

2 1 2 2 1 1 1 1 1

3 2 3 3 2 1 1 1 1

4 3 4 4 3 1 1 1 1

5 4 5 5 4 1 2 1 1

6 5 6 6 5 1 3 1 1

7 6 7 7 6 2 4 1 2

8 7 8 8 7 3 5 2 3

9 8 9 9 8 4 6 3 4

10 9 10 10 9 5 7 4 5

11 10 11 11 10 6
戸

8 5 6

12 12 12 11 7 9 6 7

13 13 13 12 8 10 7 8

14 14 14 13 9 11 8 9

15 15 15 14 10 12 9 10

16 16 15 11 13 10 11

17 17 16 12 14 11 12

18 18 17 13 15 12 13

19 19 18 14 16 13 14

20 20 19 15 17 13 15

21 21 20 15 18 14 16

22 21 16 19 15 17

23 22 17 18

24 23 17 19

25 24 18 20

26
21



／

’

7

二議院警察職給料表の適用を受ける国会職員

国
会
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
規
程

く

一
九
六

備考これらの表の新号給欄中「1級」等とあるのは、切替日においてその者

が属することとなる職務の級を示す。

旧･号給

コ
ー
ノ調 号 給

1級 2級 3級 4級 5級 6級 7級

1 1

2 1 2 1 1 1 1 1

3 2 3 2 1 2 1 1

4 3 4 3 1 3 1 2

5 4 5 4 1 4 2 3

6 5 6 5 2 5 3 4

7 6 7 6 3 6 4 5

8 7 8 7 4 7 5 6

9 8 9 8 5 8 6 7

10 9 10 9 6 9 7 8

11 10 11 10 7 10 8 9

12 11 12 11 8 11 9 10

13 12 13 12 9 12 10 11

14 13 14 13 10 13 11 12

15 14 15 14 11 14 12 13

16 15 16 15 12 15 13 14

17 16 17 16 13 16 14 15

18 17 18 17 14 17 15 16

19 18 19 18 15 18 16 17

20 19 20 19 16 19 17 18

21 20 21 20 17 20 18 19

22 21 22 21 18
つ

21 19 20

23 22 23 22 19 22 20

24 23 24 23 20 23 20

25 24 25 24 21 24 21

26 25 26 25 21

27 26 27 26 22

28 27 28 27 23

29 28 29 28 24

30 29 30

31 30 31

32 31 32

33 32 33

34 33

35 34

36 35



表第三行政職給料表口の1級
となる国会職員の号給の
切替表（附則第四項関係）

附則別

附
則
（
平
成
十
五
年
十
月
十
日
）

（
施
行
期
日
）

１
こ
の
規
程
は
、
平
成
十
五
年
十
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第

二
条
の
規
定
は
、
平
成
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
最
高
号
給
を
超
え
る
給
料
月
額
の
切
替
え
等
）

２
こ
の
規
程
の
施
行
の
日
（
以
下
葹
行
旦
と
い
う
。
）
の
前
日
に
お
い
て

職
務
の
級
の
最
高
の
号
給
を
超
え
る
給
料
月
額
を
受
け
て
い
た
国
会
職
員

の
施
行
日
に
お
け
る
給
料
月
額
及
び
こ
れ
を
受
け
る
期
間
に
通
算
さ
れ
る

こ
と
と
な
る
期
間
は
、
両
議
院
の
議
長
が
協
議
し
て
定
め
る
。

葹
行
日
前
の
異
動
者
の
号
給
等
の
調
整
）

３
施
行
日
前
に
職
務
の
級
を
異
に
し
て
異
動
し
た
国
会
職
員
及
び
両
議
院
の

国
会
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
規
程

議
長
が
協
議
し
て
定
め
る
こ
れ
に
準
ず
る
国
会
職
員
の
施
行
日
に
お
け
る

号
給
又
は
給
料
月
額
及
び
こ
れ
ら
を
受
け
る
こ
と
と
な
る
期
間
に
つ
い
て

は
、
そ
の
者
が
施
行
日
に
お
い
て
職
務
の
級
を
異
に
す
る
異
動
等
を
し
た
も

の
と
し
た
場
合
と
の
権
衡
上
必
要
と
認
め
ら
れ
る
限
度
に
お
い
て
、
両
議
院

の
議
長
が
協
議
し
て
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
必
要
な
調
整
を
行
う
こ
と
が

で
き
る
。

（
国
会
職
員
が
受
け
て
い
た
号
給
等
の
基
礎
）

４
前
二
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
国
会
職
員
が
属
し
て
い
た
職
務
の

級
及
び
そ
の
者
が
受
け
て
い
た
号
給
又
は
給
料
月
額
は
、
第
一
条
の
規
定
に

よ
る
改
正
前
の
国
会
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
規
程
又
は
国
会
職
員
の
給

与
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
（
平
成
十
年
十
月
九
日
両
院

一
九
七 備考この表の|日号給欄中「4等級」及

び「5等級」とあるのは、切替日の
前日においてその者が属していた

職務の等級を示す。

旧 号 給

5等；汲 4等級
新号給

1 1

2 2

3 3

4 4

5 1 5

6 2 6

7 3 7

8 4 8

9 5 9

10 6 10

11 7 11

12 8 12

13 9 13

14 10 14

15 11 15

16 12 16

17 13 17

18

19
14 18

20

21
15 19

22 16 20

23

24
17 21

25 18 22

26

27
19 23

28 20 24

29 21 25

22 26

23 27

24 28

25 29



議
長
決
定
）
附
則
第
八
項
及
び
第
九
項
並
び
に
こ
れ
ら
に
基
づ
く
定
め
に
従

っ
て
定
め
ら
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
平
成
十
五
年
十
二
月
に
支
給
す
る
期
末
手
当
及
び
期
末
特
別
手
当
に
関
す

る
特
例
措
置
）

５
平
成
十
五
年
十
二
月
に
支
給
す
る
期
末
手
当
又
は
期
末
特
別
手
当
、
（
以
下

こ
の
項
に
お
い
て
「
期
末
手
当
等
」
と
い
う
。
）
の
額
は
、
第
一
条
の
規
定

に
よ
る
改
正
後
の
国
会
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
規
程
第
七
条
の
三
第
二

項
（
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

及
び
第
四
項
か
ら
第
六
項
ま
で
、
第
七
条
の
五
第
二
項
（
同
条
第
三
項
の
規

定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
及
び
第
四
項
か
ら
第
六

項
ま
で
又
は
第
十
四
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
ら
の
規
定
（
同
規
程

第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
一
般
職

の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
五
年

法
律
第
百
四
十
一
号
）
附
則
第
五
項
及
び
第
六
項
の
規
定
を
除
く
。
）
に
よ

り
算
定
さ
れ
る
期
末
手
当
等
の
額
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
基
準
題
と

い
う
。
）
か
ら
次
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額
（
両
議
院
の
議
長
が
協
議
し
て
定

め
る
国
会
職
員
に
あ
っ
て
は
、
第
一
号
に
掲
げ
る
額
○
以
下
こ
の
項
に
お
い

て
「
調
整
額
」
と
い
う
。
）
に
相
当
す
る
額
を
減
じ
た
額
と
す
る
。
こ
の
場

合
に
お
い
て
、
調
整
額
が
基
準
額
以
上
と
な
る
と
き
は
、
期
末
手
当
等
は
、

支
給
し
な
い
。

‐
一
平
成
十
五
年
四
月
一
日
（
同
月
二
日
か
ら
同
年
十
二
月
一
日
ま
で
の
間

に
新
た
に
国
会
職
員
と
な
っ
た
者
（
同
年
四
月
一
日
に
在
職
し
て
い
た
国

会
職
員
で
任
用
の
事
情
を
考
慮
し
て
両
議
院
の
議
長
が
協
議
し
て
定
め

る
も
の
を
除
く
。
）
に
あ
っ
て
は
、
新
た
に
国
会
職
員
と
な
っ
た
日
（
当

該
日
が
二
以
上
あ
る
と
き
は
、
当
該
日
の
う
ち
両
議
院
の
議
長
が
協
議
し

国
会
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
規
程

て
定
め
る
且
）
に
お
い
て
国
会
職
員
が
受
け
る
べ
き
給
料
、
扶
養
手
当
、

給
料
の
特
別
調
整
額
、
調
整
手
当
、
住
居
手
当
、
通
勤
手
当
及
び
単
身
赴

任
手
当
（
国
会
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
規
程
第
七
条
の
規
定
に
よ
り
そ

の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
（
昭

和
二
十
五
年
法
律
第
九
十
五
号
）
第
十
二
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
人

事
院
規
則
で
定
め
る
額
を
除
く
。
）
の
月
額
の
合
計
額
に
百
分
の
一
・
○

七
を
乗
じ
て
得
た
額
に
、
同
年
四
月
か
ら
施
行
日
の
属
す
る
月
の
前
月
ま

で
の
月
数
（
同
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
日
の
前
日
ま
で
の
期
間
に
お
い
て

在
職
し
な
か
っ
た
期
間
給
料
を
支
給
さ
れ
な
か
っ
た
期
間
そ
の
他
の
両

議
院
の
議
長
が
協
議
し
て
定
め
る
期
間
が
あ
る
国
会
職
員
に
あ
っ
て
は
、

当
該
月
数
か
ら
当
該
期
間
を
考
盧
し
て
両
議
院
の
議
長
が
協
議
し
て
定

め
る
月
数
を
減
じ
た
月
数
）
を
乗
じ
て
得
た
額

二
平
成
十
五
年
六
月
に
支
給
さ
れ
た
期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
の
合
計
額

又
は
期
末
特
別
手
当
の
額
に
百
分
の
一
・
○
七
を
乗
じ
て
得
た
額

三
平
成
十
五
年
七
月
に
支
給
さ
れ
た
国
会
特
別
手
当
の
額
に
百
分
の
一
・

○
七
を
乗
じ
て
得
た
額

６
平
成
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
同
年
十
二
月
一
日
ま
で
の
問
に
お
い
て
一
般

職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
の
適
用
を
受
け
る
者
そ
の
他
両
議
院
の
議

長
が
協
議
し
て
定
め
る
者
で
あ
っ
た
者
か
ら
引
き
続
き
新
た
に
国
会
職
員
と

な
っ
た
者
で
任
用
の
事
情
を
考
盧
し
て
両
議
院
の
議
長
が
協
議
し
て
定
め
る

も
の
に
関
す
る
前
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
次
に
掲
げ
る

額
」
と
あ
る
の
は
「
次
に
掲
げ
る
額
及
び
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る

法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
九
十
五
号
）
の
適
用
を
受
け
る
者
そ
の
他
両

議
院
の
議
長
が
協
議
し
て
定
め
る
者
と
の
権
衡
を
考
慮
し
て
両
議
院
の
議
長

が
協
議
し
て
定
め
る
額
」
と
、
「
第
一
号
に
掲
げ
る
額
」
と
あ
る
の
は
「
第
一

一

九

八



〆

号
に
掲
げ
る
額
及
び
当
該
両
議
院
の
議
長
が
協
議
し
て
定
め
る
額
の
合
計
額
」

と
す
る
。

（
両
院
議
長
協
議
決
定
へ
の
委
任
）

７
附
則
第
二
項
か
ら
前
項
ま
で
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
規
程
の
施
行

に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
両
議
院
の
議
長
が
協
議
し
て
定
め
る
。

附
則
（
平
成
十
七
年
四
月
七
日
）

（
施
行
期
日
）

１
こ
の
規
程
は
、
平
成
十
七
年
四
月
八
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
別
表

第
一
の
改
正
規
定
及
び
附
則
第
三
項
の
規
定
は
、
国
立
国
会
図
書
館
法
の
一

部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律
第
二
十
七
号
）
の
施
行
の
日
か
ら

施
行
す
る
。

（
経
過
措
置
）

２
こ
の
規
程
の
施
行
の
日
前
に
死
亡
し
た
国
会
職
員
に
係
る
弔
慰
金
の
支
給

に
つ
い
て
は
、
な
お
従
前
の
例
に
よ
る
。

３
改
正
後
の
別
表
第
一
の
規
定
に
よ
る
国
立
国
会
図
書
館
の
館
長
の
給
料
は
、

附
則
第
一
項
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
日
か
ら
計
算
す
る
。

附
則
（
平
成
十
七
年
十
月
二
十
八
且
（
抄
）

（
施
行
期
日
）

第
一
条
こ
の
規
程
は
、
平
成
十
七
年
十
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、

第
二
条
並
び
に
附
則
第
六
条
か
ら
第
十
五
条
ま
で
及
び
第
十
七
条
の
規
定
は
、

平
成
十
八
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
最
局
号
給
を
超
え
る
給
料
月
額
の
切
替
え
等
）

第
二
条
こ
の
規
程
の
施
行
の
日
（
以
下
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
の
前
日
に
お

い
て
職
務
の
級
の
最
局
の
号
給
を
超
え
る
給
料
月
額
を
受
け
て
い
た
国
会
職

員
の
施
行
日
に
お
け
る
給
料
月
額
及
び
こ
れ
を
受
け
る
期
間
に
通
算
さ
れ
る

国
会
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
規
程

こ
と
と
な
る
期
間
は
、
両
議
院
の
議
長
が
協
議
し
て
定
め
る
。

（
施
行
日
前
の
異
動
者
の
号
給
等
の
調
整
）

第
三
条
施
行
日
前
に
職
務
の
級
を
異
に
し
て
異
動
し
た
国
会
職
員
及
び
両
議

院
の
議
長
が
協
議
し
て
定
め
る
こ
れ
に
準
ず
る
国
会
職
員
の
施
行
日
に
お
け

る
号
給
又
は
給
料
月
額
及
び
こ
れ
ら
を
受
け
る
こ
と
と
な
る
期
間
に
つ
い
て

は
、
そ
の
者
が
施
行
日
に
お
い
て
職
務
の
級
を
異
に
す
る
異
動
等
を
し
た
も

の
と
し
た
場
合
と
の
権
衡
上
必
要
と
認
め
ら
れ
る
限
度
に
お
い
て
、
両
議
院

の
議
長
が
協
議
し
て
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
必
要
な
調
整
を
行
う
こ
と
が

で
き
る
。

（
国
会
職
員
が
受
け
て
い
た
号
給
等
の
基
礎
）

第
四
条
前
二
条
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら
の
規
定
に
規
す
る
国

会
職
員
が
属
し
て
い
た
職
務
の
級
及
び
そ
の
者
が
受
け
て
い
た
号
給
又
は
給

料
月
額
は
、
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
国
会
職
員
の
給
与
等
に
関
す

る
規
程
又
は
国
会
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

（
平
成
十
年
十
月
九
日
両
院
議
長
決
定
。
附
則
第
十
条
に
お
い
て
「
平
成
十

年
改
正
規
程
」
と
い
う
。
）
附
則
第
八
項
及
び
第
九
項
並
び
に
こ
れ
ら
に
基
づ

く
定
め
に
従
っ
て
定
め
ら
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
平
成
十
七
年
十
二
月
に
支
給
す
る
期
末
手
当
及
び
期
末
特
別
手
当
に
関
す

る
特
例
措
置
）

第
五
条
平
成
十
七
年
十
二
月
に
支
給
す
る
期
末
手
当
又
は
期
末
特
別
手
当

（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
期
末
手
当
等
」
と
い
う
。
）
の
額
は
、
第
一
条
の

規
定
に
よ
る
改
正
後
の
国
会
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
規
程
第
七
条
の
三
第

二
項
（
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

及
び
第
四
項
か
ら
第
六
項
ま
で
、
第
七
条
の
五
第
二
項
（
同
条
第
三
項
の
規

定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
Ｊ
及
び
第
四
項
か
ら
第
六
項

一
九
九



ま
で
又
は
第
十
四
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
こ
れ
ら
の
規
定
（
同
規
程
第

十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
一
般
職
の
職

員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
十
七
年
法
律

第
百
十
三
号
）
附
則
第
五
条
の
規
定
を
除
く
。
）
に
よ
り
算
定
さ
れ
る
期
末
手

当
等
の
額
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
基
準
額
」
と
い
う
。
）
か
ら
次
に
掲
げ

る
額
の
合
計
額
（
両
議
院
の
議
長
が
協
議
し
て
定
め
る
国
会
職
員
に
あ
っ
て

は
、
第
一
号
に
掲
げ
る
額
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
調
整
額
」
と
い
う
。
）

に
相
当
す
る
額
を
減
じ
た
額
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
調
整
額
が
基

準
額
以
上
と
な
る
と
き
は
、
期
末
手
当
等
は
、
支
給
し
な
い
。

一
平
成
十
七
年
四
月
一
日
（
同
月
二
日
か
ら
同
年
十
二
月
一
日
ま
で
の
間

に
新
た
に
国
会
職
員
と
な
っ
た
者
（
同
年
四
月
一
日
に
在
職
し
て
い
た
国

会
職
員
で
任
用
の
事
情
を
考
慮
し
て
両
議
院
の
議
長
が
協
議
し
て
定
め
る

も
の
を
除
く
。
）
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
新
た
に
国
会
職
員
と
な
っ
た
日
（
当

該
日
が
二
以
上
あ
る
と
き
は
、
当
該
日
の
う
ち
両
議
院
の
議
長
が
協
議
し

て
定
め
る
且
）
に
お
い
て
国
会
職
員
が
受
け
る
べ
き
給
料
、
扶
養
手
当
、

給
料
の
特
別
調
整
額
、
調
整
手
当
、
住
居
手
当
及
び
単
身
赴
任
手
当
（
国

会
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
規
程
第
七
条
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る

こ
と
と
さ
れ
る
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年

法
律
第
九
十
五
号
）
第
十
二
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す
る
人
事
院
規
則
で

定
め
る
額
を
除
く
。
）
の
月
額
の
合
計
額
に
百
分
の
○
・
三
六
を
乗
じ
て
得

た
額
に
、
同
年
四
月
か
ら
施
行
日
の
属
す
る
月
の
前
月
ま
で
の
月
数
（
同

年
四
月
一
日
か
ら
施
行
日
の
前
日
ま
で
の
期
間
に
お
い
て
在
職
し
な
か
っ

た
期
間
、
給
料
を
支
給
さ
れ
な
か
っ
た
期
間
そ
の
他
の
両
議
院
の
議
長
が

協
議
し
て
定
め
る
期
間
が
あ
る
国
会
職
員
に
あ
っ
て
は
、
当
該
月
数
か
ら

当
該
期
間
を
考
慮
し
て
両
議
院
の
議
長
が
協
議
し
て
定
め
る
月
数
を
減
じ

国
会
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
規
程

た
月
数
）
を
乗
じ
て
得
た
額

二
平
成
十
七
年
六
月
に
支
給
さ
れ
た
期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
の
合
計
額

又
は
期
末
特
別
手
当
の
額
に
百
分
の
○
・
三
六
を
乗
じ
て
得
た
額

三
平
成
十
七
年
七
月
に
支
給
さ
れ
た
国
会
特
別
手
当
の
額
に
百
分
の
○
・

三
六
を
乗
じ
て
得
た
額

２
平
成
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
同
年
十
二
月
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
一
般

職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
の
適
用
を
受
け
る
者
そ
の
他
両
議
院
の
議

長
が
協
議
し
て
定
め
る
者
で
あ
っ
た
者
か
ら
引
き
続
き
新
た
に
国
会
職
員
と

な
っ
た
者
で
任
用
の
事
情
を
考
慮
し
て
両
議
院
の
議
長
が
協
議
し
て
定
め
る

も
の
に
関
す
る
前
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
次
に
掲
げ
る

額
」
と
あ
る
の
は
「
次
に
掲
げ
る
額
及
び
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る

法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
九
十
五
号
）
の
適
用
を
受
け
る
者
そ
の
他
両

議
院
の
議
長
が
協
議
し
て
定
め
る
者
と
の
権
衡
を
考
慮
し
て
両
議
院
の
議
長

が
協
議
し
て
定
め
る
額
」
と
、
「
第
一
号
に
掲
げ
る
額
」
と
あ
る
の
は
、
「
第

一
号
に
掲
げ
る
額
及
び
当
該
両
議
院
の
議
長
が
協
議
し
て
定
め
る
額
の
合
計

額
」
と
す
る
。

（
特
定
の
職
務
の
級
の
切
替
え
）

第
六
条
平
成
十
八
年
四
月
一
日
（
以
下
「
切
替
日
」
と
い
う
。
）
の
前
日
に
お

い
て
そ
の
者
が
属
し
て
い
た
職
務
の
級
（
以
下
「
旧
級
」
と
い
う
。
）
が
附
則

別
表
第
一
に
掲
げ
ら
れ
て
い
る
職
務
の
級
で
あ
っ
た
国
会
職
員
の
切
替
日
に

お
け
る
職
務
の
級
（
以
下
「
新
級
」
と
い
う
。
）
は
、
旧
級
に
対
応
す
る
同
表

白
》

の
新
級
欄
に
定
め
る
職
務
の
級
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
同
欄
に
二

の
職
務
の
級
が
掲
げ
ら
れ
て
い
る
と
き
は
、
両
議
院
の
議
長
が
協
議
し
て
定

め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
そ
の
い
ず
れ
か
の
職
務
の
級
と
す
る
。

（
号
給
の
切
替
え
）

二
○
○



第
七
条
切
替
日
の
前
日
に
お
い
て
国
会
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
規
程
別
表

第
三
か
ら
別
表
第
五
ま
で
の
給
料
表
の
適
用
を
受
け
て
い
た
国
会
職
員
の
切

替
日
に
お
け
る
号
給
（
以
下
「
新
号
給
」
と
い
う
。
）
は
、
次
項
及
び
次
条
に

規
定
す
る
国
会
職
員
を
除
き
、
旧
級
、
切
替
日
の
前
日
に
お
い
て
そ
の
者
が

受
け
て
い
た
号
給
（
以
下
「
旧
号
給
」
と
い
う
。
）
及
び
そ
の
者
が
旧
号
給
を

受
け
て
い
た
期
間
（
両
議
院
の
議
長
が
協
議
し
て
定
め
る
国
会
職
員
に
あ
っ

て
は
、
両
議
院
の
議
長
が
協
議
し
て
定
め
る
期
間
○
以
下
「
経
過
期
間
」
と

い
う
。
）
に
応
じ
て
附
則
別
表
第
二
に
定
め
る
号
給
と
す
る
。

２
前
条
後
段
の
規
定
に
よ
り
新
級
を
決
定
さ
れ
る
国
会
職
員
（
次
条
に
規
定

す
る
国
会
職
員
を
除
く
。
）
の
新
号
給
は
、
新
級
、
旧
号
給
及
び
経
過
期
間
に

応
じ
て
附
則
別
表
第
三
に
定
め
る
号
給
と
す
る
。

３
切
替
日
の
前
日
に
お
い
て
指
定
職
給
料
表
の
適
用
を
受
け
て
い
た
国
会
職

員
の
新
号
給
は
、
旧
号
給
に
対
応
す
る
附
則
別
表
第
四
の
新
号
給
欄
に
定
め

る
号
給
と
す
る
。

（
最
高
号
給
を
超
え
る
給
料
月
額
の
切
替
え
）

第
八
条
切
替
日
の
前
日
に
お
い
て
職
務
の
級
の
最
高
の
号
給
を
超
え
る
給
料

月
額
を
受
け
て
い
た
国
会
職
員
の
切
替
日
に
お
け
る
号
給
は
、
両
議
院
の
議

長
が
協
議
し
て
定
め
る
。

（
切
替
日
前
の
異
動
者
の
号
給
の
調
整
）

第
九
条
切
替
日
前
に
職
務
の
級
を
異
に
し
て
異
動
し
た
国
会
職
員
及
び
両
議

院
の
議
長
が
協
議
し
て
定
め
る
こ
れ
に
準
ず
る
国
会
職
員
の
新
号
給
に
つ
い

て
は
、
そ
の
者
が
切
替
日
に
お
い
て
職
務
の
級
を
異
に
す
る
異
動
等
を
し
た

も
の
と
し
た
場
合
と
の
権
衡
上
必
要
と
認
め
ら
れ
る
限
度
に
お
い
て
、
両
議

院
の
議
長
が
協
議
し
て
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
必
要
な
調
整
を
行
う
こ
と

が
で
き
る
。

国
会
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
規
程

（
国
会
職
員
が
受
け
て
い
た
号
給
等
の
基
礎
）
‘

第
十
条
附
則
第
六
条
か
ら
前
条
ま
で
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
こ
れ
ら

の
規
定
に
規
定
す
る
国
会
職
員
が
属
し
て
い
た
職
務
の
級
及
び
そ
の
者
が
受

け
て
い
た
号
給
又
は
給
料
月
額
は
、
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
国
会

職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
規
程
又
は
附
則
第
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前

の
平
成
十
年
改
正
規
程
附
則
第
八
項
及
び
第
九
項
並
び
に
こ
れ
ら
に
基
づ
く

定
め
に
従
っ
て
定
め
ら
れ
た
も
の
で
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
給
料
の
切
替
え
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
十
一
条
切
替
日
の
前
日
か
ら
引
き
続
き
同
一
の
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る

国
会
職
員
で
、
そ
の
者
の
受
け
る
給
料
月
額
が
同
日
に
お
い
て
受
け
て
い
た

給
料
月
額
（
国
会
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
規
程
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規

程
（
平
成
二
十
一
年
十
一
月
三
十
日
両
院
議
長
決
定
。
第
一
号
に
お
い
て
「
平

成
二
十
一
年
改
正
規
程
」
と
い
う
。
）
の
施
行
の
日
に
お
い
て
次
の
各
号
に
掲

げ
る
国
会
職
員
で
あ
る
者
に
あ
っ
て
は
、
当
該
給
料
月
額
に
当
該
各
号
に
定

め
る
割
合
を
乗
じ
て
得
た
額
と
し
、
そ
の
額
に
一
円
未
満
の
端
数
を
生
じ
た

と
き
は
こ
れ
を
切
り
捨
て
た
額
と
す
る
。
）
に
達
し
な
い
こ
と
と
な
る
も
の

（
特
別
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
国
会
職
員
（
各
議
院
事
務
局
の
議
長
又
は

副
議
長
の
秘
書
事
務
を
つ
か
さ
ど
る
参
事
を
除
く
。
）
及
び
両
議
院
の
議
長
が

協
議
し
て
定
め
る
国
会
職
員
を
除
く
。
）
に
は
、
平
成
二
十
六
年
三
月
三
十
一

日
ま
で
の
間
、
給
料
月
額
の
ほ
か
、
そ
の
差
額
に
相
当
す
る
額
（
国
会
職
員

の
給
与
等
に
関
す
る
規
程
附
則
第
四
項
の
表
の
給
料
表
欄
に
掲
げ
る
給
料
表

の
適
用
を
受
け
る
国
会
職
員
（
国
会
職
員
法
（
昭
和
二
十
二
年
法
律
第
八
十

五
号
）
第
十
五
条
の
四
第
一
項
又
は
第
十
五
条
の
五
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

採
用
さ
れ
た
国
会
職
員
及
び
国
会
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
規
程
附
則
第
四

項
に
規
定
す
る
両
議
院
の
議
長
が
協
議
し
て
定
め
る
国
会
職
員
を
除
く
。
）
の

一

一

○
一



う
ち
、
そ
の
職
務
の
級
が
同
項
の
表
の
職
務
の
級
欄
に
掲
げ
る
職
務
の
級
以

上
で
あ
る
者
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
特
定
国
会
毯
屋
と
い
う
。
）
に
あ

っ
て
は
、
五
十
五
歳
に
達
し
た
日
後
に
お
け
る
最
初
の
四
月
一
日
（
特
定
国

会
職
員
以
外
の
者
が
五
十
五
歳
に
達
し
た
日
後
に
お
け
る
最
初
の
四
月
一
日

後
に
特
定
国
会
職
員
と
な
っ
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
特
定
国
会
職
員
と
な
っ

た
且
以
後
、
当
該
額
に
百
分
の
九
十
八
・
五
を
乗
じ
て
得
た
額
）
を
給
料

と
し
て
支
給
す
る
。

一
平
成
二
十
一
年
改
正
規
程
附
則
第
二
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
減

額
改
定
対
象
国
会
職
員
（
次
号
に
掲
げ
る
国
会
職
員
を
除
く
。
）
百
分
の

九
十
九
・
一

二
指
定
職
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
国
会
職
員
百
分
の
九
十
八
・
九
四

三
前
二
号
に
掲
げ
る
国
会
職
員
以
外
の
国
会
職
員
百
分
の
九
十
九
・
三

四

２
切
替
日
の
前
日
か
ら
引
き
続
き
特
別
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
国
会
職
員

（
各
議
院
事
務
局
の
事
務
総
長
及
び
議
長
又
は
副
議
長
の
秘
書
事
務
を
つ
か

さ
ど
る
参
事
を
除
く
。
）
で
、
当
該
国
会
職
員
と
し
て
受
け
る
給
料
月
額
が
同

日
に
お
い
て
受
け
て
い
た
給
料
月
額
に
百
分
の
九
十
九
・
六
八
を
乗
じ
て
得

た
額
（
そ
の
額
に
一
円
未
満
の
端
数
を
生
じ
た
と
き
は
、
こ
れ
を
切
り
捨
て

た
額
）
に
達
し
な
い
こ
と
と
な
る
国
会
職
員
に
は
、
平
成
二
十
二
年
三
月
三

十
一
日
ま
で
の
間
、
給
料
月
額
の
ほ
か
、
そ
の
差
額
に
相
当
す
る
額
を
給
料

と
し
て
支
給
す
る
。

３
切
替
日
の
前
日
か
ら
引
き
続
き
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
国
会
職
員
（
前

二
項
に
規
定
す
る
国
会
職
員
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
、
前
二
項
の
規
定
に
よ
る

給
料
を
支
給
さ
れ
る
国
会
職
員
と
の
権
衡
上
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と

き
は
、
当
該
国
会
職
員
に
は
、
両
議
院
の
議
長
が
協
議
し
て
定
め
る
と
こ
ろ

国
会
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
規
程

に
よ
り
、
前
二
項
の
規
定
に
準
じ
て
、
給
料
を
支
給
す
る
。

４
切
替
日
以
降
に
新
た
に
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
こ
と
と
な
っ
た
国
会
職

員
に
つ
い
て
、
任
用
の
事
情
等
を
考
慮
し
て
前
三
項
の
規
定
に
よ
る
給
料
を

支
給
さ
れ
る
国
会
職
員
と
の
権
衡
上
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、

当
該
国
会
職
員
に
は
、
両
議
院
の
議
長
が
協
議
し
て
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

前
三
項
の
規
定
に
準
じ
て
、
給
料
を
支
給
す
る
。

第
十
二
条
前
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
給
料
を
支
給
さ
れ
る
国
会
職
員
（
同

条
第
三
項
又
は
第
四
項
の
規
定
に
よ
り
同
条
第
二
項
の
規
定
に
準
じ
て
給
料

を
支
給
さ
れ
る
国
会
職
員
を
含
む
。
）
に
地
域
手
当
を
支
給
す
る
場
合
に
は
、

当
該
手
当
の
月
額
は
、
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
国
会
職
員
の
給
与

等
に
関
す
る
規
程
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、
給
料
月
額
と
前

条
の
規
定
に
よ
る
給
料
の
額
と
の
合
計
額
に
百
分
の
十
二
を
乗
じ
て
得
た
額

と
す
る
。
●

第
十
三
条
附
則
第
十
一
条
の
規
定
に
よ
る
給
料
を
支
給
さ
れ
る
国
会
職
員
に

関
す
る
国
会
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
規
程
第
七
条
の
三
第
五
項
（
同
規
程

第
七
条
の
四
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規
定
の
適
用
に

つ
い
て
は
、
同
規
程
第
七
条
の
三
第
五
項
中
「
給
料
月
額
」
と
あ
る
の
は
、

「
給
料
月
額
と
国
会
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規

程
（
平
成
十
七
年
十
月
二
十
八
日
両
院
議
長
決
定
）
附
則
第
十
一
条
の
規
定

に
よ
る
給
料
の
額
と
の
合
計
額
」
と
す
る
。

（
平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
国
会
職
員
の
給
与
等

に
関
す
る
規
程
の
適
用
に
関
す
る
特
例
）

第
十
四
条
平
成
二
十
二
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
次
の
表
の
上

欄
に
掲
げ
る
国
会
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
規
程
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て

は
、
こ
れ
ら
の
規
定
中
同
表
の
中
欄
に
掲
げ
る
字
句
は
、
そ
れ
ぞ
れ
同
表
の

〕

一

一

○
一

一



（
非
常
勤
職
員
の
給
与
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
十
五
条
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
国
会
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る

規
程
第
十
五
条
第
一
項
に
定
め
る
国
会
職
員
で
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
支
給

さ
れ
る
手
当
の
額
が
勤
務
一
日
に
つ
き
三
万
五
千
三
百
円
を
超
え
三
万
七
千

八
百
円
以
下
で
あ
る
も
の
に
対
す
る
国
会
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
規
程
第

十
五
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
当
該
国
会
職
員
が
離
職
す
る

ま
で
の
間
は
、
同
項
中
「
三
万
五
千
三
百
円
」
と
あ
る
の
は
、
「
三
万
七
千
八

百
円
」
と
す
る
。

（
両
院
議
長
協
議
決
定
へ
の
委
任
）

第
十
六
条
附
則
第
二
条
か
ら
前
条
ま
で
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
規
程

の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
両
議
院
の
議
長
が
協
議
し
て
定
め
る
。

下
欄
に
掲
げ
る
字
句
と
す
る
。

国
会
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
規
程

､で

一

一

○
一

一

－

第
一
条
第
十
項

第
一
条
第
九
項

二
号
給

三
号
給

四
号
給

三
号
給

四
号
給

一
号
給

一

一
号
給

三
号
給

二
号
給

三
号
給



附則別表第一職務の級への

切替表（附則第六条関係）

国
会
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
規
程

、
、
‐
』

二
○
四

給料表 旧級 新級

行政職

給料表H

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

10級

11級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

9級

10級

行政職

給料表口

3級

4級

5級

6級

3級

4級

5級

速記職

給料表

1級

2級

3級

4級

5級

6級

7級

8級

1級

2級

3級

4級

5級

6級

議院警察職

給料表

3級

4級

5級

6級

7級

3級

4級

5級

6級



する附則別表第一の新級欄に二の職務の級が掲げられてい
会職員以外の国会職員の号給の切替表（附則第七条関係）

附則別表第

国
会
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
規
程

二
○
五

’ 01 1 4

旧号給 1級 2級 3級 4級 5級 6級 7級 8級 9級 10級

1

3月未1滝

3月以一二6月ラそ満

6月以一二9月ラそ満

9月以上12月ラ ﾐ満

12月以上

1

2

3

4

5

1

1

1

1

1

5

6

7

8

9

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

3月ラそ満

3月以一二6月ラそ満

6月以一二9月未満

9月以一二12月ラ罰奇

12月以一 一一

1

2

3

4

5

25

26

27

28

29

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

9

10

11

12

13

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

3月未満

3月以上6月ラそ満

6月以一二9月ラ ﾐ満
一

9月以一二12月ラ ﾐ満

12月以上

5

6

7

8

9

29

30

31

32

33

9

10

11

12

13

5

6

7

8

9

13

14

15

16

17

1

2

3

4

5

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

4

3月ラ
一

ご茜

3月以上6月ラそ満

6月以上9月未満
9月以」二12月ラ己満

12月以一 一一

9

10

11

12

13

33

34

35

36

37

13

14

15

16

17

9

10

11

12

13

17

18

19

20

21

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

5

3月ラ 忌涌
一
Ｇ
℃
■
■
ロ

3月以上6月未満
6月以一二9月ラそ満

9月以一 二12月ラそ満

12月以上

13

14

15

16

17

37

38

39

40

41

17

18

19

20

21

13

14

15

16

17

21

22

23

24

25

9

10

11

12

13

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

6

3月ラ罰 儲

3月以一二6月ラそ満

6月以一二9月未術
含
Ｉ

9月以上12月未満

12月以一 一一

17

18

19

20

21

41

42

43

44

45

21

22

23

24

25

17

18

19

20

21

25

26

27

28

29

13

14

15

16

17

9

10

11

12

13

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

1

1

1

1

1

7

3月ラ 奇

3月以上6月ラそ満

6月以一二9月ラ ﾐ満

9月以一 二12月ラ ﾐ満

12月以一 一一

21

22

23

24

25

45

46

47

48

49

25

26

27

28

29

21

22

23

24

25

29

30

31

32

33

17

18

19

20

21

13

14

15

16

17

9

10

11

12

13

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

8

3月未満

3月以一二6月ラ ﾐ満

6月以一二9月ラそ満

9月以上12月未満
12月以上

25

26

27

28

29

49

50

51

52

53

29

30

31

32

33

25

26

27

28

29

33

34

35

36

37

21

22

23

24

25

17

18

19

20

21

13

14

15

16

17

9

10

11

12

13

5

6

7

8

9

9

3月ラそ満

3月以一二6月ラ乏満

6月以上9月ラそ満

9月以一二12月ラ
一勘珪

、11刈

12月以一 一一

29

29

30

30

31

53

54

55

56

57

33

34

35

36

37

29

30

31

32

33

37

38

39

40

41

25

26

27

28

29

21

22

23

24

25

17

18

19

20

21

13

14

15

16

17

9

10

l1

12

13

3月未満

3月以一二6月未満

6月以一二9月ラそ満
9月以」二12月ラ ﾐ満

31

31

32

32

57

58

59

60

37

38

39

40

33

34

35

36

41

42

43

44

29

30

31

32

25

26

27

28

21

22

23

24

17

18

19

20

13

14

15

16



国
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11

3月ラそ満
3月以上6月ラ ﾐ猫
6月以上9月ラ ﾐ瀧
9月以上12月ラ 5
12月以一 一一

33

33

33

34

34

61

62

63

64

65

41

42

43

44

45

37

38

39

40

41

45

46

47

48

49

33

34

35

36

37

29

30

31

32

33

25

26

27

28

29

21

22

23

24

25

17

18

19

20

21

12

3月ラ 奇

3月以一二6月ラ乏満
6月以上9月ラ ﾐ満
一

9月以一 =12月ラ ﾐ満
12月以一 一一

34

34

35

35

35

65

66

67

68

69

45

46

47

48

49

41

42

43

44

45

49

50

51

52

53

37

38

39

40

41

33

34

35

36

37

29

30

31

32

33

25

26

27

28

29

21

22

23

24

25

13

3月ラ罰
凸
の
。
■
■
■
ヴ

3月以当 二6月ラ ﾐ満
6月以一 白9月ラそ満
9月以一 12月ラ ﾐ満
12月以一 一一

35

36

36

36

37

69

70

71

72

73

49

50

51

52

53

45

46

47

48

49

53

54

55

56

57

41

42

43

44

45

37

38

39

40

41

33

34

35

36

37

29

30

31

32

33

25

26

27

28

29

14

3月ラ ﾐ満

3月以上6月ラ ﾐ満
6月以上9月ラ ﾐ満
9月以上12月ラ乏満
12月以一 一一

37

37

37

37

38

73

74

75

76

77

53

54

55

56

57

49

49

50

50

51

57

58

59

60

61

45

46

47

48

49

41

42

43

44

45

37

38

39

40

41

33

34

35

36

37

29

30

31

32

33

15

3月ラ ﾐオ ；

3月以一二6月ラ乏満
6月以一二9月ラ ﾐ満
一

9月以一 二12月ラ ﾐ満
12月以一 一一

38

38

38

38

39

77

78

79

80

81

57

58

59

60

61

51

51

52

52

53

61

62

63

64

65

49

50

51

52

53

45

46

47

48

49

41

42

43

44

45

37

38

39

40

41

33

34

35

36

37

16

3月ラ

3月以一 二6月ラ ﾐ満
6月以上9月ラ ﾐ満
一

9月以一二12月ラ ﾐ満
12月以一 一一

39

39

39

39

40

81

82

83

84

85

61

62

63

64

65

53

54

55

56

57

65

66

67

68

69

53

54

55

56

57

49

50

51

52

53

45

46

47

48

49

41

42

43

44

45

17

3月ラ 奇

3月以一二6月ラそ満
6月以一二9月ラそ満
9月以一 二12月ラ ﾐ満
12月以一 一一

85

86

87

88

89

65

66

67

68

69

57

57

58

58

59

69

70

71

72

73

57

58

59

60

61

53

54

55

56

57

49

50

51

52

53

45

46

47

48

49

18

3月ラ 蒜

3月以一二6月ラ ﾐ満
6月以一二9月ラ乏満
9月以一 二12月ラ ﾐ満
12月以一 一一

89

90

91

92

93

69

70

71

72

73

59

59

60

60

61

73

74

75

76

77

61

62

63

64

65

57

58

59

60

61

53

54

55

56

57

49

50

51

52

53

19

3月ラご満

3月以上6月未満
6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上

93

93

93

93

93

73

74

75

76

77

61

61

61

62

62

77

78

79

80

81

65

66

67

68

69

61

62

63

64

65

57

58

59

60

61

20

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上

77

78

79

80

81

62

62

63

63

63

81

82

83

84

85

69

70

71

72

73

65

66

67

68

69

61

62

63

64

65

3月未満 81 63 85 73 69 65

3月以上6月未満 82 64 86 74 70 66

6月以上9月未満 83 64 87 75 71 67

9月以上12月未満 84 64 88 76 72 68
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22

3月ラ ﾐ術 噺
3月以一二6月ラ乏満
6月以一二9月ラ忌満
9月以一 二12月ラ忌満
12月以一 一一

85

86

87

88

89

65

65

66

66

67

89

90

91

92

93

77

78

79

80

81

73

74

75

76

77

23

3月ラ ﾐ満
3月以一二6月ラ乏漏
6月以一二9月ラ ﾐ満
9月以一 二12月ラ ﾐ淵

と
『
Ⅱ

12月以上

89

90

91

92

93

67

67

68

68

69

93

94

95

96

97

81

82

83

84

85

24

3月ラ ﾐ満

3月以上6月ラ ﾐ満
6月以上9月ラ ﾐ満
9月以上12月ラ ﾐ満
12月以一 一一

93

94

95

96

97

69

70

71

72

73

97

98

99

100

101

85

86

87

88

89

25

3月ラ そ1 奇

3月以一二6月ラそ満
6月以一二9月ラ ﾐ満
9月以一 二12月ラそ満
12月以一 一一

97

98

99

100

101

73

73

74

74

75

101

102

103

104

105

26

3月ラ RYi 奇

3月以一二6月ラ ﾐ満
6月以一二9月ラ ﾐ満
9月以一 二12月ラ ﾐ満
12月以一 一一

101

102

103

104

105

75

75

76

76

77

105

106

107

108

109

27

3月ラ 副i 竜

3月以一二6月ラ ﾐ満
6月以一二9月ラ ﾐ満
9月以一 二12月ラ ﾐ満
12月以一 一一

105

106

107

108

109

77

78

79

80

81

28

3月ラ ﾐ満

3月以上6月ラそ満
6月以上9月ラﾐ満
9月〆上12月ラ ﾐ満
12天 以 ー 一一

109

110

111

112

113

81

82

83

84

85

29

3月ラそ満

3月以上6月ラ ﾐ満
6月以上9月ラ ﾐ満
9月以上12月ラそ満
12 ノ

一
一
一
句 以 4■■■

一
一

113

114

115

116

117

30

3月ラ ﾐY 蒜
3月以一二6月ラ ﾐ満
6月以上9月ラ ﾐ満
9月以上12月未満
12月以上

117

118

119

120

121

31

3月未満

3月以上6月未満

6月以上9月未満
9月以上12月未満
12月以上

121

122

123

124

125

32

3月未満

3月以上6月未満
6月以上9月未満

9月以上12月末1 茜
12月以上

125

125

125

125

125



行政職給料完(三)の滴用奔等ける国会職員の新号給

○
八

11

'12月以上 ’ 41 1 41 1 37 1 49 1 29 1 25 1

|日号給 1級 2級 3級 4級 5級 6級

1

3月ラ ﾐ満
3天 以 1■■■■二6兵

ー

フそ満
6

一
二
二
■ 以 ー二9

一
二
二
■

ー

フ ﾐ満

9兵 以 ■■■■二12
一
一
一
■

■■■■

フ乏満
12兵 以上

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

5

6

7

8

9

1

1

1

1

I

1

1

1

1

1

ゴ

2

3月ラ そ！ 埼
3兵 以 ー二6兵

I■■■

フ ﾐ満
6

一
一
一
■ 以 一

一 9
一
一
一
■

ー

フ ﾐ満
9兵 以 二12 〆

二
室
二
■

ー

フ ﾐ満

12月以上

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

1

1

1

1

9

10

11

12

13

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

3月ラご満
3兵 以 ー二6兵

q■■■

フそ満
6

’
一
一
『 以 ■■■■

一

一 9
「
一
一
一
『

ー

フ ﾐ満
9

一
一
一
『 以 ■■■■二12

一
一
一
■

ー

フそ満
12月以上

5

6

7

8

9

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

13

14

15

16

17

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

4

3月ラ 奇
3兵 以 ー二6兵

ー

フそ満
6

一
一
一
■ 以 ー

一

一 9
一
一
一
■

ー

フそ満
9

一
一
一
『 以 ー =12月未満
12月以上

9

10

11

12

13

9

10

11

12

13

5

6

7

8

9

17

18

19

20

21

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

5

3月ラ罰滝
3天 以 ■■■ 二6兵

ー

フご満
6 ノ

一
二
二
■ 以 ー 一一 9 ノ

一
二
酉
■

ー

フそ満
9j

一
一
一
白 以 ー二12 ノ ﾖ未満
12月以上

13

14

15

16

17

13

14

15

16

17

9

10

11

12

13

21

22

23

24

25

1

2

3

4

5

1

1

1

1

1

6

3天
■■■■

フ 萄
3兵 以 ー二6天

ー

フ ﾐ満
6兵 必 、一二9兵

q■■■

フそ満
9

’
一
一
『 以 ー二12月未満

12月以上

17

18

19

20

21

17

18

19

20

21

13

14

15

16

17

25

26

27

28

29

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

7

3天
■■■

フ 蒟
3

一
一
一
『 以 ー 二6

一
一
一
『

■■■■

フ乏満
6 ノ

一
二
一
■ 必 0－ 一一 9 ノ

一
一
二
『

ー

フそ満

9月以一二12月未満
12月以上

21

22

23

24

25

21

22

23

24

25

17

18

19

20

21

29

30

31

32

33

9

10

11

12

13

5

6

7

8

9

8

3兵
ニ

ノ罰奇
3

二
二
一
口 以 I■■■

一

一 6
一
車
ご
ｑ

ー

フそ満
6

一
一
一
『 以 一で9 〆

ご
垂
重
。

■■■■

フ ﾐ満

9月以一二12 ノ 3未満
12月以上

25

26

27

28

29

25

26

27

28

29

21

22

23

24

25

33

34

35

36

37

13

14

15

16

17

9

10

11

12

13

9

3天
q■■■

フ

ｑ
ｑ
、
■

二
、 蒜

3
一
一
一
『 以

一

一 6
一
一
二
■

■■■■

フそ満
6

一
一
国
ｑ 以 二9

一
二
・
■

■■■■

フ ﾐ満
9

一
一
二
日 以 二12 3未満
12月以上

29

30

31

32

33

29

30

31

32

33

25

26

27

28

29

37

38

39

40

41

17

18

19

20

21

13

14

15

16

17

10

3兵
ー

フ 蒜
3 ノ

一
一
一
■ 以 一二6

『
二
二
■

■■■■■

フそ満
6 〆

｜
『
一
■ 以 二9

一
二
一
『

ー

フそ満

9月以上12月未満
12月以上

33

34

35

36

37

33

34

35

36

37

29

30

31

32

33

41

42

43

44

45

21

22

23

24

25

17

18

19

20

21

3兵
3

】
一
一
句

6
一
二
一
『

■■■■

フ ﾐﾈ

以 ■■■

必 、ー

蒜
二6

三
国
一
■

I■■■

フ ﾐ満
二9

一
一
一
『

q■■■

フ竜満

37

38

39

37

38

39

33

34

35

45

46

47

25

26

27

21

22

23

9月以一
一

一 12 ﾖ未満 40 40 36 48 28 24
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’
一
一

○
九

22

IユーノJ乙へ-』一

I oo I Ub l ｲb l 93 1 73 1 69 1

◆

12

3
二
二
『
■

ー

フそ満

3兵 以 ■■■■

一

一 6
一
一
一
句

－

フそ活
6 ノ可以一二9 ノ

一
一
一
『

q■■■

フ忌演
9月ユ上12月ラ ；
12天 以上

41

42

43

44

45

41

42

43

44

45

37

38

39

40

41

49

50

51

52

53

29

30

31

32

33

25

26

27

28

29

13

3 〆
一
一
一
■

q■■■

フ 可
3

一
一
一
『 久 ■■■■二6兵

－

フ ﾐ活
6兵 久 ■■■■二9兵

ー

フ ﾐ流
9月‘〆上12月ラ罰 ；
12/ 以上

45

46

47

48

49

45

46

47

48

49

41

42

43

44

45

53

54

55

56

57

33

34

35

36

37

29

30

31

32

33

14

3 ノ
一

一

一

口

ニ

ノ ﾐ満
3

’
一
一
『 弘 1■■■

一

一 6 〆
一
一
一
『

■■■■

フ

一
口
も
■
■
■
■

6兵 弘上9 ノ
一
一
一
句

q■■■

フ蔀 i
9月，〆上12天 ニ

ノ

一、

くY蒜
12天 以 － 一一

49

50

51

52

53

49

50

51

52

53

45

46

47

48

49

57

58

59

60

61

37

38

39

40

41

33

34

35

36

37

15

3兵
ー

フそ満

3兵 以 ■■■■

一

一 6
一
一
一
『

一

フ ﾐ満
6月以上9月ラそ満
9月．沃上12天

q■■■

フ ﾐ満
12 ノ

一
『
一
旬 以 ■■■■

一
一

53

54

55

56

57

53

54

55

56

57

49

50

51

52

53

61

62

63

64

65

41

42

43

44

45

37

38

39

40

41

16

3
一
口
』
■

一

フ ﾐ満
3

一
一
一
句 以 ー

■■■■、

■■■■■、 6
一
二
一
句

Ⅱ■■■

フ司蒜
6月以上9月ラ罰蒜
9天 弘上12/

■■■■

フ
ー、

、‘ I 奇
12

’
一
一
『 以 4■■■■

一
一

57

58

59

60

61

57

58

59

60

61

53

54

55

56

57

65

66

67

68

69

45

46

47

48

49

41

42

43

44

45

17

3兵
4■■■

フ ﾐｫ 三１
3兵 以 ■■■■■ 息6月ラそ満
6月以上9月ラそ満
9天 〆 一二12天

－

フそ満
12

一
一
一
■ 以 ー 一一

61

62

63

64

65

61

62

63

64

65

57

58

59

60

61

69

70

71

72

73

49

50

51

52

53

45

46

47

48

49

18

3だ
q■■■

フ そ＃ 奇
3兵 以 ー二6天

ー

フ ﾐ満
6月久上9天

ー

フ ﾐ満
9兵 弘 ー =12 ノ

一
』
』
。

ニ

ノ ﾐ満
12 ノ

一
一
一
『 以 一 一一

65

66

67

68

69

65

66

67

68

69

61

62

63

64

65

73

74

75

76

77

53

54

55

56

57

49

50

51

52

53

19

3兵
ー

フ 可

3兵 〆 ー二6月ラ ﾐ満
6月久上9月ラそ満
9兵 ユ ー二12

’

一

一

『

1■■■

フ ﾐ満
12

一
一
一
口 以 ー 一一

69

70

71

72

73

69

70

71

72

73

65

65

66

66

67

77

78

79

80

81

57

58

59

60

61

53

54

55

56

57

20

3
一
一
一
■ 未術 5
3児 以上6月ラ ﾐ活
6月以上9月ラ ﾐ浦

ｂ
Ｉ

9兵
ｌ
グ弘 1■■■■

一
一 12 ノ

一
一
二
『

ー

フ 奇
12

’
一
一
『 以 ー 一一

73

74

75

76

77

73

74

75

76

77

67

67

68

68

69

81

82

83

84

85

61

62

63

64

65

57

58

59

60

61

21

3兵 未満

3月以上6兵
■■■■

フ ﾐ満
6月以上9兵

■■■■

フそ満
9兵 弘 ー

■■■■b

■■■■■h 12
二
一
一
『

ー

フ ﾐ満
12 ノ

一

一

一

『 以 ー 一一

77

78

79

80

81

77

78

79

80

81

69

70

71

72

73

85

86

87

88

89

65

66

67

68

69

61

62

63

64

65
3夫 未満 81 81 73 89 69 65
3児 以上6月ラ ﾐ満 82 82 73 90 70 66
6月以上9兵

ー

フ乏満 83 83 74 91 71 67
9兵 以 。■■■

一
一 12

｜
｛
一
句

■■■■

フ ﾐ満 84 84 74 92 72 68
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一
一
一

○

23

3
二
』
車
ｑ

ー

フ ﾐ満
3

一
一
一
口 ら 、ー 一一 6

『
一
一
『

ー

フ ﾐ満
6 ノ

一
一
己
■ 弘 Ⅱ■■■二9月ラそ満
9月‘弘上12月ラ

一

て
ｂ
ｌ
■ 茜

12浜 以上

85

86

87

88

89

85

86

87

88

89

75

75

76

76

77

93

94

95

96

97

73

74

75

76

77

69

69

69

69

69

24

3兵
q■■■

フ ﾐ満

3天 以 一 一一 6
一
一
一
『

一

フ ﾐ満
6 〆

’
一
一
『 以 ■■■■言9月ラそ満
9月〆上12月ラ乏演
12/ 以上

89

90

91

92

93

89

90

91

92

93

77

77

78

78

79

97

98

99

100

101

77

78

79

80

81

25

3兵
q■■■

フ乏満

3兵 必 、一二6
一
室
二
『

q■■■

フそ満
6 〆

一
一
一
『 以 －二9兵

1■■■

フ ﾐ満
9月弘上12月ラそ満
12兵 以上

93

94

95

96

97

93

94

95

96

97

79

79

80

80

81

101

102

103

104

105

81

82

83

84

85

26

3 ノ
一
一
一
●

ー

フ ﾐ満

3兵 以 ■■■■

一
一 6 ノ

一
一
一
百

1■■■

フ そ術
き
Ｉ

6児 以 ー二9 ノ
一
一
一
■

■■■■

フ乏満
9月弘上12月ラそ満
12夫 以上

97

98

99

100

101

97

98

99

100

101

81

82

83

84

85

105

106

107

108

109

85

86

87

88

89

27

3
’
一
一
『

■■■■

フそ満

3兵 以 ■■■■二6天
一

フ
き
Ｉ

6 ノ

’
一
一
『 以 ■■■■二9兵

ー

フそ満
9月以上12月ラそ満
12月以上

101

,102

103

104

105

101

102

103

104

105

85

85

86

86

87

109

110

111

112

113

89

90

91

92

93

28

3
一
二
『
■

■■■■

フ ﾐ1 雨
3兵 以 ■■■■二6月ラ ﾐ淵

き
Ｉ

6兵 以上9月ラそ満
9月‘久上12/

4■■■

フそ満
12兵 以上

105

106

107

108

109

105

106

107

108

109

87

87

88

88

89

113

114

115

116

117

29

3月ラご満

3兵 以 ー二6 ノ
一
一
一
『

ー

フ ﾐ満
6月以一二9 ﾖラそ満
9月」〆上12夫

ニ

ノ己満
12R 以上

109

110

111

112

113

109

110

111

112

113

89

90

91

92

93

117

118

119

120

121

30

3兵
一

フ ﾐ満

3夫 以上6 ノ
一
』
』
■

－

フ

一、

ごY
：

’

凸
由
●
■
■
■
■

6月以上9月ラ 蒟
9月〆上12天

■■■■

フそ満
12兵 以 ー 一一

113

114

115

116

117

113

114

115

116

117

93

93

94

94

95

121

122

123

124

125

31

3天
ー

フ ﾐｫ 可
3

一
』
｜
『 以 ■■■■二6

】
一
色
■

q■■■

フ ﾐﾈ 茜
6

一
二
二
■ 以上9月ラ 蒟
9兵 以上12夫

q■■■

フそ満
12

一
一
一
『 以上

117

118

119

120

121

117

118

119

120

121

95

95

96

96

97

125

126

127

128

129

32

3兵
ー

フ ﾐ満

3兵 以上6 ダ
｜
｜
』
『

■■■■

フ

一、

劃笥
6月以上9月ラ

一、

豆Y 蒜
9月以上12兵

4■■■

フ ﾐ満
12兵 以 ■■■■

一
一

121

121

121

121

121

121

122

123

124

125

33

3 ノ

一
一
一
■

■■■■

フ ﾐ満

3兵 以 ■■ﾛ■■

一
一 6

’
一
一
『

－

フそ満
6兵 以上9月ラ乏満
9月以上12天 二

／

一、

くY 汚
12天 以 一 一一

125

126

127

128

129



玉記N哉給料表の滴用を弓ける国会職昌の新号絆ノ､

国
会
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
規
程

一
一
一
一

’ 11

'八ムノーフ･と人-｣一 nl l 4

旧号給 霊這蒻藺 旦逢 1級 2級 3級 4級 5級 6級 7級 8級

1

3兵 未術 可
3月以上6月ラ ﾐ満
6天 以 一二9天

ー

フ乏満
9兵 以 ｡■■■二12

一
二
』
『

ー

フ乏満
12 3必 、－．

一
一

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

17

18

19

20

21

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

2

3兵 未術 奇
3月以上6月ラ乏満
6児 以 ー二9天

ー

フ ﾐ満
9

一
一
一
『 以 ■■■■

一

一 12
一
一
早
■

■■■■

フそ満
12 ノ 3必

｜
・
」
一
一

1

2

3

4

5

13

14

15

16

17

5

6

7

8

9

5

6

7

8

9

21

22

23

24

25

5

6

7

8

9

5

6

7

8

9

5

6

7

8

9

3

3兵
ー

フそ満

3月以上6月ラ ﾐ満
6兵 以 ー二9天

1■■■

フ ﾐ満
9兵

ｌ
ザ〆 ー 二12 〆

』
二
二
口

■■■■

フ ﾐ満
12天 以上

5

6

7

8

9

17

18

19

20

21

9

10

l1

12

13

9

10

11

12

13

25

26

27

28

29

9

10

11

12

13

9

10

11

12

13

9

10

11

12

13

4

3兵 未満

3月以上6月ラ ﾐ満
6兵 以 ー二9兵 ニノ ﾐ満
9兵 以 ー 一一 12 ノ

一
一
』
令

■■■■

フ ﾐ満
12月以上

9

10

1l

12

13

21

22

23

24

25

13

14

15

16

17

13

14

15

16

17

29

30

31

32

33

13

14

15

16

17

13

14

15

16

17

13

14

15

16

17

5

3月未満

3月以上6天
ー

フ ﾐ満
6天 以 ー二9兵

一

フそ満
9天 以 ー 一一 12

一
ロ
ロ
●

Ⅱ■■■

フそ満
12月以上

13

14

15

16

17

25

26

27

28

29

17

18

19

20

21

17

18

19

20

21

33

34

35

36

37

17

18

19

20

21

17

18

19

20

21

17

18

19

20

21

6

3月未満

3夫 以 ■■■■二6天
■■■■

フ ﾐ満
6

一

一

一

『 以 ー二9天
ー

フ ﾐ満
9兵 以 一 一一 12 ノ

一
一
一
『 未満

12月以上

17

17

17

18

18

29

30

31

32

33

21

22

23

24

25

21

22

23

24

25

37

38

39

40

41

21

22

23

24

25

21

22

23

24

25

21

22

23

24

25

7

3月ラ
■
心
・
己
■
Ⅱ
０

一

て 奇

3兵 以 二6天
ー

フ ﾐ満
6 ノ

’
一
一
『 以 ー 一一 9 ノ

一
一
一
『

q■■■

フそ満
9兵 以 ■■■■■二12月未満
12円以上

18

18

19

19

19

33

34

35

36

37

25

26

27

28

29

25

26

27

28

29

41

42

43

44

45

25

26

27

28

29

25

26

27

28

29

25

26

27

28

29

8

3月ラ ﾐ活
3兵 以 ■■■■二6兵

ー

フ

b

6天 以 1■■■■二9兵
二

／

9 ノ
一
一
一
剣 以 1■■■■二12月未術 5
12月以上

19

20

20

20

21

37

38

39

40

41

29

30

31

32

33

29

30

31

32

33

45

46

47

48

49

29

30

31

32

33

29

30

31

32

33

29

30

31

32

33

9

3月ラ己4 蒜

3兵 以 ー
一

一 6
一
己
』
。

ー

フ ﾐ満
6 〆

一
一
一
『 以 1■■■■

一
一 9 ノ

一
一
一
『

I■■■

フ乏満
9月以上12月未満
12月以上

21

21

22

22

23

41

42

43

44

45

33

34

35

36

37

33

34

35

36

37

49

50

51

52

53

33

34

35

36

37

33

34

35

36

37

33

34

35

36

37

10

3月ラ奇 両
3兵 以 一二6兵

ー

フ ﾐ満
6 ノ

二
・
・
■ 弘 一二9兵

■■■■

フ ﾐ満
9兵 弘 ー二12月未満
12兵 以上

23

23

24

24

25

45

46

47

48

49

37

38

39

40

41

37

38

39

40

41

53

54

55

56

57

37

38

39

40

41

37

38

39

40

41

37

38

39

40

41
3月ラ

一、

ごY 扇 49 41 41 57 41 41 41
3兵 以 q■■■ 二6兵

ー

フ ﾐ満 50 42 42 58 42 42 42
6 」

’
一
一
『 以 一二9夫

Q■■■

フ ﾐ満 51 43 43 59 43 43 43
9 ノ

一
一
一
『 以 ■■■■二12月未満 52 44 44 60 44 44 44



程

口
一
一
一
一
一

22

'12月以上 | 89 1 75 1 105 1 ’ 77 1

/上

12

3
一
二
一
■

■■■■

フそ満
3兵 以 4■■■

一
一 6

一
一
一
『

ー

フそ満

6月以上9月ラそ満

9兵 以 ー=12R
ニ

ノ ﾐ満
12

一
一
一
『 必 、上

53

54

55

56

57

45

46

47

48

49

45

46

47

48

49

61

62

63

64

65

45

46

47

48

49

45

46

47

48

49

45

46

47

48

49

13

3 」
一
二
一
■

ー

フ竜満
3

一
一
一
口

ｌ
ｆ〆 ■■■■

一
一 6 ヨ

■■■■

フ

6月弘上9月ラそ浦
9兵 〕ユ 一二12兵

ー

フ 奇
12

一
一
一
『 以上

57

58

59

60

61

49

50

51

52

53

49

50

51

52

53

65

66

67

68

69

49

50

51

52

53

49

50

51

52

53

49

50

51

52

53

14

3
’
一
一
句

ー

フそ満

3兵 以 ■■■■

一

一 6
】
二
二
■

■■■■

フ ﾐ満
6兵 以上9月ラそ満
9兵 以 一 =12E

4■■■

フ ﾐ満
12

一
一
一
『 以上

61

62

63

64

65

53

54

55

56

57

53

54

55

56

57

69

70

71

72

73

53

54

55

56

57

53

54

55

56

57

53

54

55

56

57

15

3
一
一
一
『 未満
3

一
一
一
『 以上6兵

■■■■

フ ﾐ満
6月以上9月ラ乏満
9兵 以 4■■■■二12兵

。■■■

フ ﾐ浦
12

一
一
国
■ 必 、一 一一

65

65

65

65

65

57

58

59

60

61

57

57

58

58

59

73

74

75

76

77

57

58

59

60

61

57

58

59

60

61

57

58

59

60

61

16

3兵 未＃ ；
3兵 以 ■■■■二6提

■■■■

フそ満

6月以上9月ラ ﾐ満
9

一
一
一
『 以 ー=12R

ー

フ ﾐ満
12 ﾖ以一 一一

61

62

63

64

65

59

59

60

60

61

77

78

79

80

81

61

62

63

64

65

61

62

63

64

65

61

62

63

64

65

17

3月ラそ満
3月以上6月ラそ満

6月以上9月ラそ満
9兵 以 ー二12天

ニ

ノ乏満
12 3以一 一一

65

66

67

68

69

61

62

63

64

65

81

82

83

84

85

65

66

67

68

69

65

66

67

68

69

65

66

67

68

69

18

3月未満

3月以上6月ラ罰荷
6兵 以上9月ラ司滝
9兵 以 1■■■■二12兵

■■■■

フ ﾐ満
12 可ら 、一 一一

69

70

71

72

73

65

65

66

66

67

85

86

87

88

89

69

70

71

72

73

69

70

71

72

73

69

70

71

72

73

19

3
一
一
一
ｑ 未満

3月以上6月ラそ満
6夫 以 ■■■■二9月ラそ満
9兵 以 ー二12天

q■■■

フそ満
12 ノ

’
一
一
『 必 、ー 一一

73

74

75

76

77

67

67

68

68

69

89

90

91

92

93

73

74

75

76

77

73

74

75

76

77

20

3 E
■ 未満

3月以上6月ラそ満
6兵 以上9天

■■■■

フそ満
9兵 以 ■■■■二12 ノ

一
一
国
ｑ

ニ

ノご満
12

一
一
一
■ 以 ■■■■

一
一

77

78

79

80

81

69

69

70

70

71

93

94

95

96

97

77

78

79

80

81

77

77

77

77

77

21

3兵 未満

3月〆上6月ラﾐ満
6兵 〆上9月ラ乏満
9兵 」ユ ー二12兵

■■■■

フ ﾐ満
12兵 以 q■■■

一
一

81

82

83

84

85

71

71

72

72

73

97

98

99

100

101

81

82

83

84

85

77

77

77

77

77

3 ノ

一
一
一
口 未満

3月以上6月ラ
－，.

可奇
6兵 以上9兵

－

フ可蒜

85

86

87

73

73

74

101

102

103

77

77

77

9兵 以 ー 一一 12
’
一
一
『

ー

フ ﾐ満 88 74 104 77



国
会
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
規
程

一
一
一
一
一
一

23

3
’
一
一
『

ー

フ薪 奇
3

一
一
一
口 以 一二6月ラ乏満
6月訣上9月ラそ満

9兵 」及上12兵
ニ

ノ司奇
12

一
一
一
『 以 ー 一一

89

90

91

92

93

75

75

76

76

77

105

106

107

108

109

77

77

77

77

77

24

3
一
一
一
『

ニ

ノ ﾐ流

3兵 以上6 ノ
卓
一
一
コ

■■■■

フ ﾐ満

6月以上9月ラ乏満
9兵 以 ー二12天

■■■■

フそ満
12

一
一
』
『 必 上

93

94

95

96

97

77

78

79

80

81

25

3
’
一
一
『

ー

フ 奇
3

一
一
一
口 〆 ー二6

一
重
一
■

ー

フ奇閥
■■■■

《
凸
■
Ⅱ
■
●

6月〆上9月ラ司蒜

9兵 」〆 ■■■■=12L
■■■■

フ ﾐ満
12

一
一
一
『 以上

97

98

99

100

101

81

82

83

84

85

26

3
二
』
草
□

■■■■

フ そ術 奇

3兵 以 ■■■■二6夫
q■■■

フそ満

6月以上9月ラそ満
9兵 以 一二12兵

■■■■

フ乏満
12

’
一
一
『 以 d■■■

一

一

101

102

103

104

105

85

86

87

88

89

27

3兵 未満
3兵 以上6月ラそ満
6月以上9月ラそ満
9兵 以 ー =12R

一

フ ﾐ満

12月以一 一一

105

106

107

108

109

89

90

91

92

93

28

3兵 未満
3月以上6月ラ乏満

6月以上9月ラそ満
9兵 以 ー=12/

■■■■

フ ﾐ満
12 可必 、‘..．

一
一

109

110

111

112

113

29

3兵 未満

3月以上6月ラそ満
6兵 以 ■■■■二9天

ー

フ ﾐ満
9兵 以 ■■■■二12兵

ー

フ ﾐ満
12R 以 一 一一

113

113

113

113

113



三二

国
会
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
規
程

一

一

一

囚

’ 11 '12月以上 ’ 41 1 41 1 41 1 53 1 37 1 33 1 33 1

旧号給 1級 2級 3級 4級 5級 6級 7級

1

3月ラ
＝、

、。 蒜

3兵 以 二6天
ー

フご満
6 ノ

一
一
一
。 必 、 ‘ 二9

一
一
一
。

ー

フ ﾐ満

9月以． 二12月ラそ満

12月以上

1

1

1

1

1

9

10

11

12

13

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

3月ラ
可
も
、
。

一

く 茜

3天 以 二6兵
■■■■

フ ﾐ満
6

一
二
一
ｑ 必 、‘

一

一 9
一
一
一
句

■■■■

フ ﾐ満
9j

一
一
一
『 必 、ー二12／

一
一
一
『

ニ

ノで満

12月以上

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

13

14

15

16

17

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

3月ラ司 鵠

3天 以 ■■■二6兵
■■■■

フ ﾐ満
6 ノ

二
一
一
『 必 、ー 一一 9

二
一
字
句

■■■■

フ ﾐ満

9月以上12月未満
12月以上

5

6

7

8

9

5

6

7

8

9

5

6

7

8

9

17

18

19

20

21

1

2

3

4

5

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

4

3月ラ罰滝
3兵 以 二6兵

ニ

ノそ満
6天 必 、一二9兵

ニ

ノ蔀
上
司
り

9月以上12月未満
12月以上

9

10

l1

12

13

9

10

11

12

13

9

10

11

12

13

21

22

23

24

25

5

6

7

8

9

1

2

3

4

5

1

2

3

4

5

5

3月ラﾐﾈ埼
3

】
一
一
■ 以 ー二6兵

■■■■

フ ﾐ満
6

一
一
一
『 以 ー二9兵

ー

フそ満

9月以上12月未満
12月以上

13

14

15

16

17

13

14

15

16

17

13

14

15

16

17

25

26

27

28

29

9

10 ク
６

l1

12

13

5
』

6

7

8

9

5

6

7

8

9

6

3天
ニ

ノ 滝
3兵 以 ー二6夫

ー

フ ﾐ満
6兵 以 ー二9兵

ー

フそ満

9月以上12月未満

12月以上

17

18

19

20

21

17

18

19

20

21

17

18

19

20

21

29

30

31

32

33

13

14

15

16

17

9

10

11

12

13

9

10

11

12

13

7

3提
■■■■

フ司蒜
3天 以 ■■■二6夫

■■■■

フ
七
列
郡

6兵 以 1■■ 二9兵
■■■■

フ可
上
前
リ

9月以上12月未満
12月以上

21

22

23

24

25

21

22

23

24

25

21

22

23

24

25

33

34

35

36

37

17

18

19

20

21

13

14

15

16

17

13

14

15

16

17

8

3天
ー

フ割滝
3

一
一
一
『 以 1■■■ 二6

一
一
一
『

■■■■■

フそ満
6

’
一
一
■ 以 ■■■ 二9

一
一
一
■

。■■■

フそ満

9月以上12月未満
12月以上

25

26

27

28

29

25

26

27

28

29

25

26

27

28

29

37

38

39

40

41

21

22

23

24

25

17

18

19

20

21

17

18

19

20

21

9

3兵
ニ

ノ司蒜
3

一
一
一
『 以 q■■■

一

一 6 ノ
一
二
一
■

■■■■

フ ﾐ満
6

一

一

一

国 以 q■■■

一

一 9 ノ
一
邑
一
ｑ

I■■■■

フそ満
9月以上12月未満
12月以上

29

30

31

32

33

29

30

31

32

33

29

30

31

32

33
町

一

41

42

43

44

45

25

26

27

28

29

21

22

23

24

25

21

22

23

24

25

10

3兵
■■■■

フそ満
3

一
一
一
旬 以 一

一

一 6
一

一

一

■

q■■■

フ ﾐ満
6

一
一
一
『 必 bー 一一 9

二
二
二
■

ー

フ ﾐ満

9月以上12月未満
12月以上

33

34

35

36

37

33

34

35

36

37

33

34

35

36

37

45

46

47

48

49

29

30

31

32

33

25

26

27

28

29

25

26

27

28

29

3天
3

二
一
一
句

6 ノ

一
二
二
■

9月

■■■■

フ

一、

ごY茜
以 ー 二6 ノ

』
二
二
■

ー

フ ﾐ満

以 ■■■

■■■■b

一 9
一
二
二
句

q■■■

フ忌満
以上12月未満

37

38

39

40

37

38

39

40

37

38

39

40

49

50

51

52

33

34

35

36

29

30

31

32

29

30

31

32



国
会
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
規
程

’
一

一

一

薪

22

'12月以上 ’ 85 1 85 1 85 1 97 1 81 1 77 1 77 1

12

3
’
一
一
『

ー

フ罰蒜
3

一

一

二

■ 以 ー二6
一
一
一
■

■■■■

フ ﾐ満
6兵 以 一二9月ラ ﾐ満

9月以上12月ラ 蒜

12天 以上

41

42

43

44

45

41

42

43

44

45

41

42

43

44

45

53

54

55

56

57

37

38

39

40

41

33

34

35

36

37

33

34

35

36

37

13

3
一
一
一
■

1■■■

フ ﾐ満
3天 以 ■■■■

一
一 6

一
一
口
■

q■■■

フそ満
6月以一二9月ラご満
9月以上12月ラﾐ満
12L 以上

45

46

47

48

49

45

46

47

48

49

45

46

47

48

49

57

58

59

60

61

41

42

43

44

45

37

38

39

40

41

37

38

39

40

41

14

3兵
4■■■

フ ﾐ満

3月以一
一

一 6
二
二
二
■

■■■■

フ 蒜
6月以上9月ラ罰茜
9夫 以上12兵

一

フ ﾐ満
12 ノ

一
一
一
『 以上

49

50

51

52

53

49

50

51

52

53

49

50

51

52

53

61

62

63

64

65

45

46

47

48

49

41

42

43

44

45

41

42

43

44

45

15

3兵
ー

フ罰 奇
3天 以 一二6兵

■■■■

フ ﾐ橘
6月以上9月ラそ活
9提 以上12天

ー

フ

一

て1

12兵 以 ■■■■

一
一

53

54

55

56

57

53

54

55

56

57

53

54

55

56

57

65

66

67

68

69

49

50

51

52

53

45

46

47

48

49

45

46

47

48

49

16

3月ラご満
3

一
『
一
■ 以 ■■■■二6兵

■■■■

フそ満
6月以上9月未1蒟
9夫 以 q■■■二12夫

4■■■

フ 葡
12

一
一
一
● 以 ■■■■

一
一

57

58

59

60

61

57

58

59

60

61

57

58

59

60

61

69

70

71

72

73

53

54

55

56

57

49

50

51

52

53

49

50

51

52

53

17

3兵
1■■■

フ ﾐ満
3

一

一

一

● 以 4■■■二6天
ー

フそ満

6月以上9月ラそ満
9天 以 4■■■二12兵

ー

フそ満
12 ノ

一
一
一
句 以 ー 一一

61

62

63

64

65

61

62

63

64

65

61

62

63

64

65

73

74

75

76

77

57

58

59

60

61

53

54

55

56

57

53

54

55

56

57

18

3天 未満

3月以上6月ラﾐ満
6月以上9天

一

フご満
9兵 以 ー二12天

q■■■

フ乏満

12月以一 一一

65

66

67

68

69

65

66

67

68

69

65

66

67

68

69

77

78

79

80

81

61

62

63

64

65

57

58

59

60

61

57

58

59

60

61

19

3兵 未満
3兵 以上6月ラそ満
6月以上9月ラそ満
9天 以 '■■■二12兵

ー

フ ﾐ満
12兵 以 1■■■■

一
一

69

70

71

72

73

69

70

71

72

73

69

70

71

72

73

81

82

83

84

85

65

66

67

68

69

61

62

63

64

65

61

62

63

64

65

20

3兵 未満

3月以上6月ラ ﾐ満
6提 以 q■■■二9兵

ニ

ノご満

9月以一 二12
一
一
一
。

1■■■

フ ﾐ満
12兵 以 ー 一一

73

74

75

76

77

73

74

75

76

77

73

74

75

76

77

85

86

87

88

89

69

70

71

72

73

65

66

67

68

69

65

66

67

68

69

21

3兵 未満

3月以上6月ラ乏満
6兵 以 ー二9兵

■■■■

フそ満
9 ノ

一
一
一
コ 以 一 一一 12

一
一
一
■

■■■■

フ ﾐ満
12月以一 一一

77

78

79

80

81

77

78

79

80

81

77

78

79

80

81

89

90

91

92

93

73

74

75

76

77

69

70

71

72

73

69

70

71

72

73

3兵 未満

3月以上6月未満
6兵 以 ■■■■二9兵

ニ

ノ乏満
9天 以 4■■■■

一
一 12

一
一
一
『

q■■■

フ ﾐ満

81

82

83

84

81

82

83

84

81

82

83

84

93

94

95

96

77

78

79

80

73

74

75

76

73

74

75

76



国
会
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
規
程

、

’
一
一
一
一
ハ

33

'12月以上 ’ 123 1 129 1

23

3
一
一
一
『

■■■■

フそ満
3

二
二
国
■ 以 ー 一一 6

・
二
国
■

■■■■

フそ満

6月以上9月ラ ﾐ満

9天 以 ー二12天
ー

フ ﾐ満
12

一
一
一
■ 以 ー 一一

85

86

87

88

89

85

86

87

88

89

85

85

86

86

87

97

98

99

100

101

81

82

83

84

85

77

78

79

80

81

24

3 ノ

一
一
一
■

■■■■

フ ﾐ満

3兵 以 q■■■二6 ノ
弓
一
一
『

■■■■

フそ流

6月以上9月ラﾐ流

9天 以 ー二12兵
ー

フ そ希
ｒ
筐
前
印

12
一
一
一
■ 以 ■ﾛ■■

一
一

89

90

91

92

93

89

90

91

92

93

87

87

88

88

89

101

102

103

104

105

85

86

87

88

89

81

82

83

84

85

25

3
一
一
一
□

ニ

ノそ浦
《
凸
Ｑ
■
■
■
■

3兵 必 bー二6兵
■■■■

フご満
6月以上9月ラご満

9兵 以 ー二12兵
ー

フそ満
12

一
一
一
■ 以 ー 一一

93

94

95

96

97

93

94

95

96

97

89

90

91

92

93

105

106

107

108

109

89

90

91

92

93

26

3兵
■ﾛ■■

フそ満
3 ノ

一
一
一
『 以 一二6

一
一
二
■

1■■■

フご満
6月以上9月ラそ満
9兵 以 ■■■■二12兵

ニ

ノ ﾐ満
12 3以一 一一

97

98

99

100

101

97

98

99

100

101

93

94

95

96

97

109

110

111

112

113

93

93

93

93

93

27

3兵
1■■■

フそ満
3兵 以 ー二6天

－

フそ活
6月以上9月ラﾐ流
9兵 以 ■■■■二12兵

1■■■

フ 乏漏
筐
可
リ

12
一
一
一
■ 以 4■■■

一
一

101

102

103

104

105

101

102

103

104

105

97

98

99

100

101

113

114

115

116

117

28

3天
ー

フ ﾐW 奇
3兵 以 ー二6月ラそ満
6月以上9月ラご満
9兵 以 ー二12兵

ニ

ノ ﾐ満
12 ノ

一
一
一
■ 以 － 一一

105

106

107

108

109

105

106

107

108

109

101

102

103

104

105

29

3
】
垂
』
■ 未術5
3

一
一
一
『 以 ー二6天

ニ

ノそ満

6月以上9月ラﾐ満
9兵 以 一二12兵

ニ

ノ ﾐ満
12 ﾖ以一 一一

109

109

110

110

111

109

110

111

112

113

105

105

106

106

107

30

3月未満

3月以上6月ラ ﾐ満
6浜 以上9兵

■■■■

フ ﾐ満
9兵 以 ー二12兵

。■■■

フ ﾐ満
12 ﾖ以一 一一

111

111

112

112

113

113

114

115

116

117

107

107

108

108

109

31

3月未満

3月以上6月未満
6天 以上9兵

q■■■

フそ流

9月以一 z12月ラ蔀
12月以一 一一

113

114

115

116

117

117

118

119

120

121

32

3
一
重
】
■ 未満

3月以上6月ラ己満
6族 以上9兵

■■■■

フ ﾐ満
9兵 以 ■■■■二12兵

ー

フそ満
12

一
一
一
『 以 ■■■■

一
一

117

118

119

120

121

121

122

123

124

125

3
一
一
一
句 未＃奇
3 ﾖ以一二6月ラそ満
6月以上9月ラご満

9月以一二12兵
ー

フそ満

121

121

122

122

125

126

127

128



国
会
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
規
程

一

一

一

-+了

34

3
』
一
一
『

一

フそ満
3

一
一
国
屯 以 '■■■

一
一 6

一
一
一
『

ー

フそ流

6月以上9月ラ ﾐ橘
9兵 以 1■■■■二12兵

■■■■

フそ希
き
Ｉ

12
二
一
】
弓 以 － 一一

123

123

124

124

125

129

130

131

132

133

35

3
一
一
一
『 未満
3

一

一

一

口 以上6兵
■■■■

フ忌満

6月以上9月ラﾐ満

9兵 以 ■■■■二12兵
ニ

ノそ満
12 ノ ﾖ以一 一一

125

125

126

126

127

133

134

135

136

137

36

3兵 未＃ 5

3月以一二6月ラ忌満
6提 以上9天

■■■■

フ ﾐ満
9兵 以 4■■■二12天

I■■■

フそ満
12 ノ

二
画
｝
屯 以 ー 一一

127

127

128

128

129

37

3 ﾖ未満
3月以上6月未満
6提 以 1■■■二9天

ー

フ ﾐ満
9兵 以 －=12L

q■■■

フそ満
12

一
一
一
『 以 ー 一一

129

130

131

132

133

38

3
一
一
一
『 未満
3月以上6月未満
6浜 以 ■■■二9月ラ乏満
9 ノ

一
一
一
『 以 ｨ■■■=12

ｌ
－
－
Ｑ

q■■■

フそ満

12月以上

133

134

135

136

137



附則別表第三旧級がこれに対応する附則別表第一の新級欄に二の職務の級が掲げられて
いる職務の級である国会職員の号給の切替表（附則第七条関係）

の11級である国会職員の新号綻
国
会
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
規
程

二
一
八

|日号給 9級 10級
口

1

3月ラ ﾐ満

3月以一二6月ラ罰蒟

6月以一二9月ラ乏満

9月以一二12月ラ ﾐ満

12月以一 一一

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

3月ラ罰 ；

3月以上6月ラそ満

6月以一二9月ラそ満

9月以一 一一 12月ラ ﾐ満

12月以上

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

3

3月ラ ﾐ満

3月以一二6月ラ 笥

6月以一二9月未満

9月以上12月未満

12月以上

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

4

3月ラそ満

3月以一二6月ラ ﾐ満

6月以一二9月ラ ﾐ満

9月以一二12月ラ乏満

12月以上

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

5

3月ラ ﾐ満

3月以上6月ラ ﾐ満
6月以一二9月未満

9月以上12月未満

12月以一 一一

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

6

3兵
■■■■

フ ﾐ満

3月以上6月未満

6月以一二9月ラ乏満

9月以一二12月ラ ﾐ満

12月以上

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

7

3月ラ 奇

3月以一二6月ラ ﾐ満

6月以一二9月ラそ満

9月以一
』

一
一 12月ラ ﾐ満

12月以上

1

2

3

4

5

1

1

1

1

1

8

3月ラ <Yi 奇

3月以一二6月未満

6兵 以 ー二9月ラ竜満

9月以一 一一 12月ラ ﾐ満

12月以上

5

6

7

8

9

1

1

1

1

1

9

3月ラそ満

3月以上6月ラ ﾐ満

6月以一二9月ラ忌満

9月以一二12月未満

12月以上

9

10

11

12

13

1

1

1

1

1

3月ラ ﾐ満

3月以一二6月ラ乏満

6月以一二9月ラ罰蒟

13

14

15

1

1

1

9月以一 一一 12月ラ ﾐ満 16 1



国
会
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
規
程

昼

表の適用

第七条関

ノー

一

一

一

九

11

3月ラ罰 奇

3月以一二6月ラ ﾐ満

6月以一二9月ラそ満

9月以一二12月ラ ﾐ満

12月以一 一一

17

18

19

20

21

1

1

1

1

1

12

3月未満

3月以上6月ラﾐ満

6月以一二9月ラそ満

9月以一=12月未満

12月以一 一一

21

22

23

24

25

1

2

3

4

5

13

3月ラそ満

3月以上6月ラそ満

6月以一二9月ラ ﾐ満

9月以一 一一 12月ラ乏満

12月以一 一一

25
｡ ＝

26

27

ｰ
28

29

5

6

7

8

9

14

3月ラ 奇

3月以一 二6月ラ ﾐ満

6月以一二9月未満

9月以一 一一 12月ラ ﾐ満

12月以一
一

一

29

30

31

32

33

9

10

11

12

13

15

3月ラそ満

3月以上6月ラそ満

6月以一二9月ラそ満

9月以一二12月ラ ﾐ満

12月以上

33

34

35

36

37

13

13

13

14

14

旧号給 新号給

1から4まで 1

5 2

6 3

7 4

F ”

8 5

9 6

10 7

11 8



附
則
（
平
成
二
十
一
年
十
一
月
三
十
日
）

（
施
行
期
旦

第
一
条
こ
の
規
程
は
、
平
成
二
十
一
年
十
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ

し
、
第
二
条
、
第
三
条
及
び
第
五
条
の
規
定
は
、
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日

か
ら
施
行
す
る
。

（
平
成
二
十
一
年
十
二
月
に
支
給
す
る
期
末
手
当
に
関
す
る
特
例
措
置
）

第
二
条
平
成
二
十
一
年
十
二
月
に
支
給
す
る
期
末
手
当
の
額
は
、
第
一
条
の

規
定
に
よ
る
改
正
後
の
国
会
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
規
程
第
七
条
の
三
第

二
項
（
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

及
び
第
四
項
か
ら
第
六
項
ま
で
（
育
児
短
時
間
勤
務
国
会
職
員
等
に
つ
い
て

の
国
会
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
規
程
等
の
特
例
に
関
す
る
規
程
（
平
成
十

九
年
五
月
九
日
両
院
議
長
決
定
）
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用

す
る
場
合
を
含
む
。
）
又
は
第
十
四
条
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
へ
こ
れ
ら
の
規

定
（
国
会
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
規
程
第
十
四
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り

そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
等
の

一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
一
年
法
律
第
八
十
六
号
）
附
則
第
三
条

の
規
定
を
除
く
。
）
に
よ
り
算
定
さ
れ
る
期
末
手
当
の
額
（
以
下
こ
の
項
に
お

い
て
「
基
準
額
」
と
い
う
。
）
か
ら
次
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額
（
以
下
こ
の
項

に
お
い
て
「
調
整
額
」
と
い
う
。
）
に
相
当
す
る
額
を
減
じ
た
額
と
す
る
。
こ

の
場
合
に
お
い
て
、
調
整
額
が
基
準
額
以
上
と
な
る
と
き
は
、
期
末
手
当
は
、

支
給
し
な
い
。

一
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
（
同
月
二
日
か
ら
同
年
十
二
月
一
日
ま
で
の

間
に
国
会
職
員
（
国
会
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
規
程
第
十
五
条
に
規
定

す
る
国
会
職
員
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
以
外
の
者
又
は

国
会
職
員
で
あ
っ
て
適
用
さ
れ
る
給
料
表
並
び
に
そ
の
職
務
の
級
及
び
号

国
会
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
規
程

I

給
が
そ
れ
ぞ
れ
次
の
表
の
給
料
表
欄
、
職
務
の
級
欄
及
び
号
給
欄
に
掲
げ

る
も
の
で
あ
る
も
の
か
ら
こ
れ
ら
の
国
会
職
員
以
外
の
国
会
職
員
（
以
下

こ
の
項
に
お
い
て
「
減
額
改
定
対
象
国
会
職
屋
と
い
う
。
）
と
な
っ
た
者

（
同
年
四
月
一
日
に
減
額
改
定
対
象
国
会
職
員
で
あ
っ
た
者
で
任
用
の
事

情
を
考
慮
し
て
両
議
院
の
議
長
が
協
議
し
て
定
め
る
も
の
を
除
く
。
）
に
あ

っ
て
は
、
そ
の
減
額
改
定
対
象
国
会
職
員
と
な
っ
た
日
（
当
該
日
が
二
以

上
あ
る
と
き
は
、
当
該
日
の
う
ち
両
議
院
の
議
長
が
協
議
し
て
定
め
る
且
）

に
お
い
て
減
額
改
定
対
象
国
会
職
員
が
受
け
る
べ
き
給
料
、
扶
養
手
当
、

給
料
の
特
別
調
整
額
、
業
務
調
整
手
当
初
任
給
調
整
手
当
、
地
域
手
当
、

広
域
異
動
手
当
、
住
居
手
当
及
び
単
身
赴
任
手
当
（
同
規
程
第
七
条
第
一

項
の
規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
一
般
職
の
職
員
の
給
与

に
関
す
る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
九
十
五
号
）
第
十
二
条
の
二
第

二
項
に
規
定
す
る
人
事
院
規
則
で
定
め
る
額
を
除
く
。
）
の
月
額
の
合
計
額

に
百
分
の
○
・
二
四
を
乗
じ
て
得
た
額
に
、
同
月
か
ら
こ
の
規
程
の
施
行

の
日
（
以
下
こ
の
号
に
お
い
て
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
の
属
す
る
月
の
前

月
ま
で
の
月
数
（
同
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
日
の
前
日
ま
で
の
期
間
に
お

い
て
、
在
職
し
な
か
っ
た
期
間
、
給
料
を
支
給
さ
れ
な
か
っ
た
期
間
、
減

額
改
定
対
象
国
会
職
員
以
外
の
国
会
職
員
で
あ
っ
た
期
間
そ
の
他
の
両
議

院
の
議
長
が
協
議
し
て
定
め
る
期
間
が
あ
る
国
会
職
員
に
あ
っ
て
は
、
当

該
月
数
か
ら
当
該
期
間
を
考
慮
し
て
両
議
院
の
議
長
が
協
議
し
て
定
め
る

月
数
を
減
じ
た
月
数
）
を
乗
じ
て
得
た
額

給
料
表

行
政
職
給
料
表
Ｈ

職
務
の
級
号
給

一
級
一
号
給
か
ら
五
十
六
号
給
ま
て

級
一
号
給
か
ら
二
十
四
号
給
ま
て

三
級
一
号
給
か
ら
八
号
給
ま
て

一

一

一

一

○



二
平
成
二
十
一
年
六
月
一
日
に
お
い
て
減
額
改
定
対
象
国
会
職
員
で
あ
っ

た
者
（
任
用
の
事
情
を
考
慮
し
て
両
議
院
の
議
長
が
協
議
し
て
定
め
る
者

を
除
く
。
）
に
同
月
に
支
給
さ
れ
た
期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
の
合
計
額
に

百
分
の
○
・
二
四
を
乗
じ
て
得
た
額

２
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
同
年
十
二
月
一
日
ま
で
の
問
に
お
い
て
一

般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
の
適
用
を
受
け
る
者
そ
の
他
両
議
院
の

議
長
が
協
議
し
て
定
め
る
者
で
あ
っ
た
者
か
ら
引
き
続
き
新
た
に
国
会
職
員

と
な
っ
た
者
で
任
用
の
事
情
を
考
慮
し
て
両
議
院
の
議
長
が
協
議
し
て
定
め

る
も
の
に
関
す
る
前
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
次
に
掲
げ

る
額
」
と
あ
る
の
は
、
「
次
に
掲
げ
る
額
及
び
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す

る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
九
十
五
号
）
の
適
用
を
受
け
る
者
そ
の
他

両
議
院
の
議
長
が
協
議
し
て
定
め
る
者
と
の
権
衡
を
考
慮
し
て
両
議
院
の
議

長
が
協
議
し
て
定
め
る
額
」
と
す
る
。

（
両
院
議
長
協
議
決
定
へ
の
委
任
）

第
三
条
前
条
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
規
程
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事

項
は
、
両
議
院
の
議
長
が
協
議
し
て
定
め
る
。

附
則
（
平
成
二
十
二
年
十
一
月
二
十
六
且
（
抄
）

国
会
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
規
程

葹
行
期
且

第
一
条
こ
の
規
程
は
、
平
成
二
十
二
年
十
二
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ

し
、
第
二
条
及
び
第
四
条
並
び
に
附
則
第
四
条
及
び
第
五
条
の
規
定
は
、
平

成
二
十
三
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

（
平
成
二
十
二
年
十
二
月
に
支
給
す
る
期
末
手
当
に
関
す
る
特
例
措
置
）

第
二
条
平
成
二
十
二
年
十
二
月
に
支
給
す
る
期
末
手
当
の
額
は
、
第
一
条
の

規
定
に
よ
る
改
正
後
の
国
会
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
規
程
第
七
条
の
三
第

二
項
（
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）

及
び
第
四
項
か
ら
第
六
項
ま
で
会
自
児
短
時
間
勤
務
国
会
職
員
等
に
つ
い
て

の
国
会
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
規
程
等
の
特
例
に
関
す
る
規
程
（
平
成
十

九
年
五
月
九
日
両
院
議
長
決
定
）
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用

す
る
場
合
を
含
む
。
）
、
第
十
四
条
又
は
附
則
第
四
項
の
規
定
に
か
か
わ
ら
ず
、

こ
れ
ら
の
規
定
（
国
会
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
規
程
第
十
四
条
第
一
項
の

規
定
に
よ
り
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す

る
法
律
等
の
一
部
を
改
正
す
る
法
律
（
平
成
二
十
二
年
法
律
第
五
十
三
号
）

附
則
第
三
条
の
規
定
を
除
く
。
）
に
よ
り
算
定
さ
れ
る
期
末
手
当
の
額
（
以
下

こ
の
項
に
お
い
て
「
基
準
額
」
と
い
う
。
）
か
ら
次
に
掲
げ
る
額
の
合
計
額
（
以

下
こ
の
項
に
お
い
て
「
調
整
額
」
と
い
う
。
）
に
相
当
す
る
額
を
減
じ
た
額
と

す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
調
整
額
が
基
準
額
以
上
と
な
る
と
き
は
、
期

末
手
当
は
、
支
給
し
な
い
。

一
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
（
同
月
二
日
か
ら
同
年
十
二
月
一
日
ま
で
の

間
に
国
会
職
員
（
国
会
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
規
程
第
十
五
条
に
規
定

す
る
国
会
職
員
を
除
く
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
以
外
の
者
又
は

国
会
職
員
で
あ
っ
て
適
用
さ
れ
る
給
料
表
並
び
に
そ
の
職
名
若
し
く
は
職

務
の
級
及
び
号
給
が
そ
れ
ぞ
れ
次
の
表
の
給
料
表
欄
、
職
名
又
は
職
務
の

一
一
一
一
一

議
院
警
察

給
料
表

職

速
記
職
給
料
表

行
政
職
給
料
表
口

一

一

一

級

一
一

級

一

級

一

一

一

級

一
一

級

一

級

一
一

級

－

級

｜
号
給
か
ら
十
六
号
給
ま
で

一
号
給
か
ら
三
十
二
号
給
ま
で

一
号
給
か
ら
五
十
二
号
給
ま
で

一
号
給
か
ら
八
号
給
ま
で

一
号
給
か
ら
二
十
四
号
給
ま
で

一
号
給
か
ら
四
十
四
号
給
ま
で

一
号
給
か
ら
三
十
二
号
給
ま
で

｜
号
給
か
ら
六
十
八
号
給
ま
で



級
欄
及
び
号
給
欄
に
掲
げ
る
も
の
で
あ
る
も
の
（
第
一
条
の
規
定
に
よ
る

改
正
後
の
国
会
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
規
程
附
則
第
四
項
の
規
定
が
施

行
さ
れ
て
い
た
と
し
た
場
合
に
お
い
て
も
同
項
の
規
定
の
適
用
を
受
け
ず
、

か
つ
、
国
会
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
（
平

成
十
七
年
十
月
二
十
八
日
両
院
議
長
決
定
）
附
則
第
十
一
条
の
規
定
の
適

用
を
受
け
な
い
国
会
職
員
に
限
る
Ｊ
か
ら
こ
れ
ら
の
国
会
職
員
以
外
の
国

会
職
員
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
減
額
改
定
対
象
国
会
職
巨
星
と
い
う
。
）

と
な
っ
た
者
（
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
に
減
額
改
定
対
象
国
会
職
員
で

あ
っ
た
者
で
任
用
の
事
情
を
考
盧
し
て
両
議
院
の
議
長
が
協
議
し
て
定
め

る
も
の
を
除
く
。
）
に
あ
っ
て
は
、
そ
の
減
額
改
定
対
象
国
会
職
員
と
な
っ

た
日
（
当
該
日
が
二
以
上
あ
る
と
き
は
、
当
該
日
の
う
ち
両
議
院
の
議
長

が
協
議
し
て
定
め
る
且
）
に
お
い
て
減
額
改
定
対
象
国
会
職
員
が
受
け
る

べ
き
給
料
、
扶
養
手
当
、
給
料
の
特
別
調
整
額
、
業
務
調
整
手
当
、
初
任

給
調
整
手
当
、
地
域
手
当
、
広
域
異
動
手
当
、
住
居
手
当
及
び
単
身
赴
任

手
当
（
国
会
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
規
程
第
七
条
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
そ
の
例
に
よ
る
こ
と
と
さ
れ
る
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律

（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
九
十
五
号
）
第
十
二
条
の
二
第
二
項
に
規
定
す

る
人
事
院
規
則
で
定
め
る
額
を
除
く
。
）
の
月
額
の
合
計
額
に
百
分
の
○
・

二
八
を
乗
じ
て
得
た
額
に
、
同
月
か
ら
こ
の
規
程
の
施
行
の
日
（
以
下
こ

の
号
に
お
い
て
「
施
行
日
」
と
い
う
。
）
の
属
す
る
月
の
前
月
ま
で
の
月
数

（
同
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
日
の
前
日
ま
で
の
期
間
に
お
い
て
、
在
職
し

な
か
っ
た
期
間
、
給
料
を
支
給
さ
れ
な
か
っ
た
期
間
、
減
額
改
定
対
象
国

会
職
員
以
外
の
国
会
職
員
で
あ
っ
た
期
間
そ
の
他
の
両
議
院
の
議
長
が
協

議
し
て
定
め
る
期
間
が
あ
る
国
会
職
員
に
あ
っ
て
は
、
当
該
月
数
か
ら
当

該
期
間
を
考
慮
し
て
両
議
院
の
議
長
が
協
議
し
て
定
め
る
月
数
を
減
じ
た

国
会
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
規
程

■■■■■■■■■■■■■

月
数
）
を
乗
じ
て
得
た
額

■■■■■■■■■■■■

■I■■■■■■■■■■

一
一
一
一
一
一

Ｈ
弓
必
陀
圭
圭

■■■■■■■■■■■■

速
記
職
給

料
表

行
政
職
給

料
表
口

行
政
職
給

料
表
Ｈ

特
別
給
料

表

f

給
料
表

六
級
五
級
四
級 級

一
一

級

一

級
五
級
四
級

一

一

一

級

一
一

級

一

級
七
級

■

六
級
五
級
四
級
三

級

一
一

級

一

級
各
議
院
事
務
局
の
議

長
又
は
副
議
長
の
秘

書
事
務
を
つ
か
さ
ど

る
参
事

職
名
又
は
職
務
の
級

一
号
給
か
ら
九
号
給
ま
で

一
号
給
か
ら
十
六
号
給
ま
で

一
号
給
か
ら
二
十
三
号
給
ま
で

一
号
給
か
ら
四
十
八
号
給
ま
で

一
号
給
か
ら
六
十
四
号
給
ま
で

一
号
給
か
ら
六
十
五
号
給
ま
で

一
号
給
か
ら
二
十
号
給
ま
で

一
号
給
か
ら
三
十
六
号
給
ま
で

一
号
給
か
ら
六
十
四
号
給
ま
で

一
号
給
か
ら
七
十
二
号
給
ま
で

一
号
給
か
ら
百
八
号
給
ま
で

一
号
給
か
ら
四
号
給
ま
で

一
号
給
か
ら
十
六
号
給
ま
で

一
号
給
か
ら
二
十
四
号
給
ま
で

一
号
給
か
ら
三
十
二
号
給
ま
で

一
号
給
か
ら
四
十
八
号
給
ま
で

一
号
給
か
ら
六
十
四
号
給
ま
で

一
号
給
か
ら
九
十
三
号
給
ま
で

一
号
給
か
ら
五
号
給
ま
で

号
給



二
平
成
二
十
二
年
六
月
一
日
に
お
い
て
減
額
改
定
対
象
国
会
職
員
で
あ
っ

た
者
（
任
用
の
事
情
を
考
慮
し
て
両
議
院
の
議
長
が
協
議
し
て
定
め
る
者

を
除
く
。
）
に
同
月
に
支
給
さ
れ
た
期
末
手
当
及
び
勤
勉
手
当
の
合
計
額
に

百
分
の
○
・
二
八
を
乗
じ
て
得
た
額

２
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
か
ら
同
年
十
二
月
一
日
ま
で
の
間
に
お
い
て
一

般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す
る
法
律
の
適
用
を
受
け
る
者
そ
の
他
両
議
院
の

議
長
が
協
議
し
て
定
め
る
者
で
あ
っ
た
者
か
ら
引
き
続
き
新
た
に
国
会
職
員

と
な
っ
た
者
で
任
用
の
事
情
を
考
慮
し
て
両
議
院
の
議
長
が
協
議
し
て
定
め

る
も
の
に
関
す
る
前
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
次
に
掲
げ

る
額
」
と
あ
る
の
は
、
「
次
に
掲
げ
る
額
及
び
一
般
職
の
職
員
の
給
与
に
関
す

る
法
律
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
九
十
五
号
）
の
適
用
を
受
け
る
者
そ
の
他

両
議
院
の
議
長
が
協
議
し
て
定
め
る
者
と
の
権
衡
を
考
慮
し
て
両
議
院
の
議

長
が
協
議
し
て
定
め
る
額
」
と
す
る
。

（
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
前
に
五
十
五
歳
に
達
し
た
国
会
職
員
に
関
す
る

読
替
え
）

第
三
条
平
成
二
十
二
年
四
月
一
日
前
に
五
十
五
歳
に
達
し
た
国
会
職
員
に
対

す
る
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
国
会
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
規
程

附
則
第
四
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
当
該
特
定
国
会
職
員

が
五
十
五
歳
に
達
し
た
日
後
に
お
け
る
最
初
の
四
月
一
日
」
と
あ
る
の
は
「
国

会
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
規
程
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
（
平
成
二
十

国
会
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
規
程

二
年
十
一
月
二
十
六
日
両
院
議
長
決
定
）
の
施
行
の
日
」
と
、
「
五
十
五
歳
に

達
し
た
日
後
に
お
け
る
最
初
の
四
月
一
日
後
」
と
あ
る
の
は
「
同
日
後
」
と

す
る
。
（
平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
に
お
け
る
号
給
の
調
整
）

第
四
条
平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
に
お
い
て
四
十
三
歳
に
満
た
な
い
国
会
職

員
（
同
日
に
お
い
て
、
そ
の
職
務
の
級
に
お
け
る
最
高
の
号
給
を
受
け
る
国

会
職
員
及
び
特
別
給
料
表
指
定
職
給
料
表
又
は
特
定
任
期
付
職
員
の
給
与

の
特
例
に
関
す
る
規
程
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
給
料
表
の
適
用
を
受
け

る
国
会
職
員
を
除
く
。
）
の
う
ち
、
平
成
二
十
二
年
一
月
一
日
に
お
い
て
国
会

職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
規
程
第
一
条
第
八
項
の
規
定
に
よ
り
昇
給
し
た
国

会
職
員
（
同
日
に
お
け
る
昇
給
の
号
給
数
の
決
定
の
状
況
を
考
慮
し
て
両
議

院
の
議
長
が
協
議
し
て
定
め
る
国
会
職
員
を
除
く
。
）
そ
の
他
当
該
国
会
職
員

と
の
権
衡
上
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
と
し
て
両
議
院
の
議
長
が
協

議
し
て
定
め
る
国
会
職
員
の
平
成
二
十
三
年
四
月
一
日
に
お
け
る
号
給
は
、

こ
の
項
の
規
定
の
適
用
が
な
い
も
の
と
し
た
場
合
に
同
日
に
受
け
る
こ
と
と

な
る
号
給
の
一
号
給
上
位
の
号
給
と
す
る
。

２
国
会
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
百
八
号
）

第
十
三
条
に
規
定
す
る
育
児
短
時
間
勤
務
国
会
職
員
に
対
す
る
前
項
の
規
定

の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
と
す
る
」
と
あ
る
の
は
、
「
と
す
る
も
の
と

し
、
そ
の
者
の
給
料
月
額
は
、
当
該
号
給
に
応
じ
た
額
に
、
育
児
短
時
間
勤

務
国
会
職
員
等
に
つ
い
て
の
国
会
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
規
程
等
の
特
例

に
関
す
る
規
程
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
国
会
職
員
の
勤
務

時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
程
（
平
成
六
年
六
月
二
十
三
日
両
院
議
長
決
定
）

第
三
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
そ
の
者
の
勤
務
時
間

を
同
項
本
文
に
規
定
す
る
勤
務
時
間
で
除
し
て
得
た
数
を
乗
じ
て
得
た
額
と

一
一
一
一
一
一
一

六
級
五
級
四
級

一

一

一

級

一
一

級

一
号
給
か
ら
十
六
号
給
ま
で

一
号
給
か
ら
二
十
四
号
給
ま
で

一
号
給
か
ら
三
十
二
号
給
ま
で

一
号
給
か
ら
五
十
六
号
給
ま
で

一
号
給
か
ら
七
十
二
号
給
ま
で



す
る
」
と
す
る
。

３
前
項
の
規
定
は
、
国
会
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
法
律
第
十
八
条
の

規
定
に
よ
り
育
児
短
時
間
勤
務
の
例
に
よ
る
短
時
間
勤
務
を
し
て
い
る
国
会

職
員
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

４
国
会
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
法
律
第
十
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る

任
期
付
短
時
間
勤
務
国
会
職
員
に
対
す
る
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て

は
、
同
項
中
「
と
す
る
」
と
あ
る
の
は
、
「
と
す
る
も
の
と
し
、
そ
の
者
の
給

料
月
額
は
、
当
該
号
給
に
応
じ
た
額
に
、
育
児
短
時
間
勤
務
国
会
職
員
等
に

つ
い
て
の
国
会
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
規
程
等
の
特
例
に
関
す
る
規
程
第

六
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
国
会
職
員
の
勤
務
時
間
休
暇
等
に

関
す
る
規
程
（
平
成
六
年
六
月
二
十
三
日
両
院
議
長
決
定
）
第
三
条
第
一
項

た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
そ
の
者
の
勤
務
時
間
を
同
項
本
文
に

規
定
す
る
勤
務
時
間
で
除
し
て
得
た
数
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
」
と
す
る
。

（
人
事
評
価
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
五
条
附
則
第
一
条
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
規
定
の
施
行
の
日
後
一
年
間
に

お
い
て
行
わ
れ
る
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
国
会
職
員
の
給
与
等
に

関
す
る
規
程
第
一
条
第
八
項
の
規
定
に
よ
る
昇
給
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
日

塁
削
一
年
間
」
と
あ
る
の
は
「
期
間
」
と
、
「
同
日
の
」
と
あ
る
の
は
「
当
該

期
間
の
末
日
の
」
と
す
る
。

２
附
則
第
一
条
た
だ
し
書
に
規
定
す
る
規
定
の
施
行
の
日
か
ら
起
算
し
て
三

年
間
は
、
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
国
会
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る

規
程
第
七
条
の
四
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
人
事
評

価
」
と
あ
る
の
は
、
「
人
事
評
価
又
は
そ
の
他
の
能
力
の
実
証
」
と
す
る
。

（
両
院
議
長
協
議
決
定
へ
の
委
任
）

第
六
条
附
則
第
二
条
か
ら
前
条
ま
で
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
規
程
の

国
会
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
規
程

施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
両
議
院
の
議
長
が
協
議
し
て
定
め
る
。

附
則
（
平
成
二
十
六
年
十
一
月
十
二
且
（
抄
）

葹
行
期
日
等
）

第
一
条
こ
の
規
程
は
平
成
三
十
六
年
十
一
月
十
九
日
か
ら
施
行
す
る
。
た

だ
し
、
第
二
条
及
び
第
四
条
並
び
に
附
則
第
五
条
か
ら
第
八
条
ま
で
、
第
十

条
及
び
第
十
二
条
の
規
定
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
第
一
条
の
規
定
（
国
会
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
規
程
別
表
第
一
の
改
正

規
定
及
び
同
規
程
別
表
第
三
か
ら
別
表
第
五
ま
で
の
改
正
規
定
に
限
る
。
附

則
第
四
条
に
お
い
て
同
じ
Ｊ
に
よ
る
改
正
後
の
国
会
職
員
の
給
与
等
に
関
す

る
規
程
の
規
定
及
び
第
三
条
の
規
定
（
特
定
任
期
付
職
員
の
給
与
の
特
例
に

関
す
る
規
程
第
二
条
第
一
項
の
表
の
改
正
規
定
に
限
る
。
附
則
第
四
条
に
お

い
て
同
じ
Ｊ
に
よ
る
改
正
後
の
特
定
任
期
付
職
員
の
給
与
の
特
例
に
関
す
る

規
程
の
規
定
は
、
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

（
適
用
日
に
お
け
る
特
定
任
期
付
職
員
に
係
る
最
高
の
号
給
を
超
え
る
給
料

月
額
の
切
替
え
）

第
二
条
平
成
二
十
六
年
四
月
一
日
（
以
下
「
適
用
日
」
と
い
う
。
）
の
前
日
に

お
い
て
特
定
任
期
付
職
員
の
給
与
の
特
例
に
関
す
る
規
程
第
二
条
第
三
項
の

規
定
に
よ
る
給
料
月
額
を
受
け
て
い
た
国
会
職
員
の
適
用
日
に
お
け
る
給
料

月
額
は
、
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
特
定
任
期
付
職
員
の
給
与
の
特

例
に
関
す
る
規
程
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
給
料
表
に
掲
げ
る
号
給
の
給

料
月
額
及
び
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
国
会
職
員
の
給
与
等
に
関
す

る
規
程
の
指
定
職
給
料
表
八
号
給
の
額
と
の
権
衡
を
考
慮
し
て
両
議
院
の
議

長
が
協
議
し
て
定
め
る
。

（
適
用
日
前
の
異
動
者
の
号
給
の
調
整
）

第
三
条
適
用
日
前
に
職
務
の
級
を
異
に
し
て
異
動
し
た
国
会
職
員
及
び
両
議

一

一

一

一

四



院
の
議
長
が
協
議
し
て
定
め
る
こ
れ
に
準
ず
る
国
会
職
員
の
適
用
日
に
お
け

る
号
給
に
つ
い
て
は
、
そ
の
者
が
適
用
日
に
お
い
て
職
務
の
級
を
異
に
す
る

異
動
等
を
し
た
も
の
と
し
た
場
合
と
の
権
衡
上
必
要
と
認
め
ら
れ
る
限
度
に

お
い
て
、
両
議
院
の
議
長
が
協
議
し
て
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
必
要
な
調

整
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

（
給
与
の
内
払
）

第
四
条
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
国
会
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
規

程
又
は
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
特
定
任
期
付
職
員
の
給
与
の
特
例

に
関
す
る
規
程
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
第
一
条
の
規
定
に

よ
る
改
正
前
の
国
会
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
規
程
又
は
第
三
条
の
規
定
に

よ
る
改
正
前
の
特
定
任
期
付
職
員
の
給
与
の
特
例
に
関
す
る
規
程
の
規
定
に

基
づ
い
て
支
給
さ
れ
た
給
与
は
、
そ
れ
ぞ
れ
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後

の
国
会
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
規
程
又
は
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後

の
特
定
任
期
付
職
員
の
給
与
の
特
例
に
関
す
る
規
程
の
規
定
に
よ
る
給
与
の

内
払
と
み
な
す
。

（
切
替
日
に
お
け
る
特
定
任
期
付
職
員
に
係
る
最
高
の
号
給
を
超
え
る
給
料

月
額
の
切
替
え
）

第
五
条
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
（
以
下
「
切
替
日
」
と
い
う
。
）
の
前
日
に

お
い
て
特
定
任
期
付
職
員
の
給
与
の
特
例
に
関
す
る
規
程
第
二
条
第
三
項
の

規
定
に
よ
る
給
料
月
額
を
受
け
て
い
た
国
会
職
員
の
切
替
日
に
お
け
る
給
料

月
額
は
、
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
特
定
任
期
付
職
員
の
給
与
の
特

例
に
関
す
る
規
程
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
給
料
表
に
掲
げ
る
号
給
の
給

料
月
額
及
び
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
国
会
職
員
の
給
与
等
に
関
す

る
規
程
の
指
定
職
給
料
表
八
号
給
の
額
と
の
権
衡
を
考
慮
し
て
両
議
院
の
議

長
が
協
議
し
て
定
め
る
。

国
会
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
規
程

（
切
替
日
前
の
異
動
者
の
号
給
の
調
整
）

第
六
条
切
替
日
前
に
職
務
の
級
を
異
に
し
て
異
動
し
た
国
会
職
員
及
び
両
議

院
の
議
長
が
協
議
し
て
定
め
る
こ
れ
に
準
ず
る
国
会
職
員
の
切
替
日
に
お
け

る
号
給
に
つ
い
て
は
、
そ
の
者
が
切
替
日
に
お
い
て
職
務
の
級
を
異
に
す
る

異
動
等
を
し
た
も
の
と
し
た
場
合
と
の
権
衡
上
必
要
と
認
め
ら
れ
る
限
度
に

お
い
て
、
両
議
院
の
議
長
が
協
議
し
て
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
必
要
な
調

整
を
行
う
こ
と
が
で
き
る
。

（
給
料
の
切
替
え
に
伴
う
経
過
措
置
）

第
七
条
切
替
日
の
前
日
か
ら
引
き
続
き
同
一
の
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
国

会
職
員
で
、
そ
の
者
の
受
け
る
給
料
月
額
が
同
日
に
お
い
て
受
け
て
い
た
給

料
月
額
に
達
し
な
い
こ
と
と
な
る
も
の
（
両
議
院
の
議
長
が
協
議
し
て
定
め

る
国
会
職
員
を
除
く
。
）
に
は
、
平
成
三
十
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
給

料
月
額
の
ほ
か
、
そ
の
差
額
に
相
当
す
る
額
（
国
会
職
員
の
給
与
等
に
関
す

る
規
程
附
則
第
四
項
の
表
の
給
料
表
欄
に
掲
げ
る
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る

国
会
職
員
（
再
任
用
職
員
及
び
同
項
に
規
定
す
る
両
議
院
の
議
長
が
協
議
し

て
定
め
る
国
会
職
員
を
除
く
。
）
の
う
ち
、
そ
の
職
務
の
級
が
同
項
の
表
の
職

務
の
級
欄
に
掲
げ
る
職
務
の
級
以
上
で
あ
る
者
（
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
「
特

定
国
会
職
目
星
と
い
う
。
）
に
あ
っ
て
は
、
五
十
五
歳
に
達
し
た
日
後
に
お
け

る
最
初
の
四
月
一
日
（
特
定
国
会
職
員
以
外
の
者
が
五
十
五
歳
に
達
し
た
日

後
に
お
け
る
最
初
の
四
月
一
日
後
に
特
定
国
会
職
員
と
な
っ
た
場
合
に
あ
っ

て
は
、
特
定
国
会
職
員
と
な
っ
た
且
以
後
、
当
該
額
に
百
分
の
九
十
八
・

五
を
乗
じ
て
得
た
額
）
を
給
料
と
し
て
支
給
す
る
。

２
切
替
日
の
前
日
か
ら
引
き
続
き
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
国
会
職
員
（
前

項
に
規
定
す
る
国
会
職
員
を
除
く
。
）
に
つ
い
て
、
同
項
の
規
定
に
よ
る
給
料

を
支
給
さ
れ
る
国
会
職
員
と
の
権
衡
上
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、

一

一

一

一

万



当
該
国
会
職
員
に
は
、
両
議
院
の
議
長
が
協
議
し
て
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

同
項
の
規
定
に
準
じ
て
、
給
料
を
支
給
す
る
。

Ｓ
切
替
日
以
降
に
新
た
に
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
こ
と
と
な
っ
た
国
会
職

員
に
つ
い
て
、
任
用
の
事
情
等
を
考
慮
し
て
前
二
項
の
規
定
に
よ
る
給
料
を

支
給
さ
れ
る
国
会
職
員
と
の
権
衡
上
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
と
き
は
、

当
該
国
会
職
員
に
は
、
両
議
院
の
議
長
が
協
議
し
て
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、

前
二
項
の
規
定
に
準
じ
て
、
給
料
を
支
給
す
る
。

第
八
条
前
条
の
規
定
に
よ
る
給
料
を
支
給
さ
れ
る
国
会
職
員
に
関
す
る
国
会

職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
規
程
第
七
条
の
三
第
五
項
（
同
規
程
第
七
条
の
四

第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
場
合
及
び
育
児
短
時
間
勤
務
国
会
職
員
等
に
つ

い
て
の
国
会
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
規
程
等
の
特
例
に
関
す
る
規
程
（
平

成
十
九
年
五
月
九
日
両
院
議
長
決
定
）
第
二
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て

適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
以
下
こ
の
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
規
定
の
適
用
に

つ
い
て
は
、
国
会
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
規
程
第
七
条
の
三
第
五
項
中
「
給

料
月
額
」
と
あ
る
の
は
、
「
給
料
月
額
と
国
会
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
規
程

等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
（
平
成
二
十
六
年
十
一
月
十
二
日
両
院
議
長
決

定
）
附
則
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
給
料
の
額
と
の
合
計
額
」
と
す
る
。

２
前
条
の
規
定
に
よ
る
給
料
を
支
給
さ
れ
る
国
会
職
員
に
関
す
る
特
定
任
期

付
職
員
の
給
与
の
特
例
に
関
す
る
規
程
第
二
条
第
四
項
の
規
定
の
適
用
に
つ

い
て
は
、
同
項
中
「
給
料
月
額
」
と
あ
る
の
は
、
「
給
料
月
額
と
国
会
職
員
の

給
与
等
に
関
す
る
規
程
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
（
平
成
二
十
六
年
十
一

月
十
二
日
両
院
議
長
決
定
）
附
則
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
給
料
の
額
と
の
合

計
額
」
と
す
る
。

（
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
間
に
お
け
る
昇
給
に
関
す
る
特
例
）

第
九
条
平
成
二
十
七
年
三
月
三
十
一
日
ま
で
の
問
に
お
け
る
国
会
職
員
の
給

国
会
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
規
程

与
等
に
関
す
る
規
程
第
一
条
第
九
項
会
月
児
短
時
間
勤
務
国
会
職
員
等
に
つ

い
て
の
国
会
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
規
程
等
の
特
例
に
関
す
る
規
程
第
二

条
及
び
第
五
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
て
適
用
す
る
場
合
を
含
む
。
）
の
規

定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
四
号
給
」
と
あ
る
の
は
「
三
号
給
」
と
、

「
三
号
給
」
と
あ
る
の
は
三
号
給
」
と
す
る
。

（
非
常
勤
職
員
の
給
与
に
関
す
る
経
過
措
置
）

第
十
条
第
二
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
国
会
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
規

程
第
十
五
条
第
一
項
に
定
め
る
国
会
職
員
で
、
同
項
の
規
定
に
よ
り
支
給
さ

れ
る
手
当
の
額
が
勤
務
一
日
に
つ
き
三
万
四
千
二
百
円
を
超
え
三
万
四
千
九

百
円
以
下
で
あ
る
も
の
に
対
す
る
国
会
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
規
程
第
十

五
条
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
平
成
三
十
年
三
月
三
十
一
日
（
当

該
国
会
職
員
が
同
日
前
に
離
職
を
し
た
場
合
に
あ
っ
て
は
、
当
該
離
職
を
し

た
日
）
ま
で
の
間
は
、
同
項
中
「
三
万
四
千
二
百
円
」
と
あ
る
の
は
、
「
三
万

四
千
九
百
円
」
と
す
る
。

（
両
院
議
長
協
議
決
定
へ
の
委
任
）

第
十
一
条
附
則
第
二
条
か
ら
前
条
ま
で
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
規
程

の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、
両
議
院
の
議
長
が
協
議
し
て
定
め
る
。

附
則
（
平
成
二
十
八
年
一
月
二
十
且
（
抄
）

（
施
行
期
日
等
）

第
一
条
こ
の
規
程
は
、
平
成
二
十
八
年
一
月
二
十
六
日
か
ら
施
行
す
る
。
た

だ
し
、
第
二
条
、
第
三
条
及
び
第
五
条
並
び
に
附
則
第
五
条
の
規
定
は
、
同

年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
国
会
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
規
程

（
以
下
「
改
正
後
の
給
与
規
程
」
と
い
う
。
）
の
規
定
及
び
第
四
条
の
規
定
に

よ
る
改
正
後
の
特
定
任
期
付
職
員
の
給
与
の
特
例
に
関
す
る
規
程
（
以
下
「
改

一
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正
後
の
特
定
任
期
付
職
員
給
与
特
例
規
程
」
と
い
う
。
）
の
規
定
は
、
平
成
二

十
七
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

（
特
定
任
期
付
職
員
に
係
る
最
高
の
号
給
を
超
え
る
給
料
月
額
の
切
替
え
）

第
二
条
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
（
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
切
替
日
」
と

い
う
。
）
の
前
日
に
お
い
て
特
定
任
期
付
職
員
の
給
与
の
特
例
に
関
す
る
規
程

第
二
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
給
料
月
額
を
受
け
て
い
た
国
会
職
員
の
切
替

日
に
お
け
る
給
料
月
額
は
、
改
正
後
の
特
定
任
期
付
職
員
給
与
特
例
規
程
第

二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
給
料
表
に
掲
げ
る
号
給
の
給
料
月
額
及
び
改
正
後

の
給
与
規
程
の
指
定
職
給
料
表
八
号
給
の
額
と
の
権
衡
を
考
慮
し
て
両
議
院

の
議
長
が
協
議
し
て
定
め
る
。

（
給
与
の
内
払
）

第
三
条
改
正
後
の
給
与
規
程
又
は
改
正
後
の
特
定
任
期
付
職
員
給
与
特
例
規

程
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前

の
国
会
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
規
程
の
規
定
に
基
づ
い
て
支
給
さ
れ
た

給
与
（
国
会
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
規
程
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程

（
平
成
二
十
六
年
十
一
月
十
二
日
両
院
議
長
決
定
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て

「
平
成
二
十
六
年
改
正
規
程
」
と
い
う
。
）
附
則
第
七
条
の
規
定
に
基
づ
い

て
支
給
さ
れ
た
給
料
を
含
む
。
）
又
は
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
特

定
任
期
付
職
員
の
給
与
の
特
例
に
関
す
る
規
程
の
規
定
に
基
づ
い
て
支
給

さ
れ
た
給
与
（
平
成
二
十
六
年
改
正
規
程
附
則
第
七
条
の
規
定
に
基
づ
い
て

支
給
さ
れ
た
給
料
を
含
む
。
）
は
、
そ
れ
ぞ
れ
改
正
後
の
給
与
規
程
の
規
定

に
よ
る
給
与
（
平
成
二
十
六
年
改
正
規
程
附
則
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
給
料

を
含
む
。
）
又
は
改
正
後
の
特
定
任
期
付
職
員
給
与
特
例
規
程
の
規
定
に
よ

る
給
与
（
平
成
二
十
六
年
改
正
規
程
附
則
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
給
料
を
含

む
。
）
：
の
内
払
と
み
な
す
。

国
会
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
規
程

（
両
院
議
長
協
議
決
定
へ
の
委
任
）

第
四
条
前
二
条
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
規
程
の
施
行
に
関
し
必
要
な

事
項
は
、
両
議
院
の
議
長
が
協
議
し
て
定
め
る
。

附
則
（
平
成
二
十
八
年
十
一
月
十
六
日
）
（
抄
）

（
施
行
期
日
等
）

第
一
条
こ
の
規
程
は
、
平
成
二
十
八
年
十
一
月
二
十
四
日
か
ら
施
行
す
る
。

た
だ
し
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
規
定
は
、
当
該
各
号
に
定
め
る
日
か
ら
施
行

す
る
。

一
〔
略
〕

二
第
二
条
及
び
第
五
条
の
規
定
平
成
二
十
九
年
四
月
一
日

２
第
一
条
の
規
定
（
国
会
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
規
程
（
以
下
「
給
与
規

程
」
と
い
う
。
）
第
七
条
の
三
第
二
項
の
改
正
規
定
、
給
与
規
程
第
七
条
の
四

第
二
項
の
改
正
規
定
及
び
給
与
規
程
附
則
第
七
項
の
改
正
規
定
を
除
く
。
次

条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
よ
る
改
正
後
の
給
与
規
程
（
次
条
に
お
い
て
「
改
正

後
の
給
与
規
程
」
と
い
妄
ｚ
）
の
規
定
及
び
第
四
条
の
規
定
（
特
定
任
期
付
職

員
の
給
与
の
特
例
に
関
す
る
規
程
（
以
下
「
特
定
任
期
付
職
員
給
与
特
例
規

程
」
と
い
う
。
）
第
三
条
第
二
項
の
改
正
規
定
を
除
く
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）

に
よ
る
改
正
後
の
特
定
任
期
付
職
員
給
与
特
例
規
程
（
次
条
に
お
い
て
「
改

正
後
の
特
定
任
期
付
職
員
給
与
特
例
規
程
」
と
い
う
。
）
の
規
定
は
、
平
成
二

十
八
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

（
給
与
の
内
払
）

第
二
条
改
正
後
の
給
与
規
程
又
は
改
正
後
の
特
定
任
期
付
職
員
給
与
特
例
規

程
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
お
い
て
は
、
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前

の
給
与
規
程
の
規
定
に
基
づ
い
て
支
給
さ
れ
た
給
与
（
国
会
職
員
の
給
与
等

に
関
す
る
規
程
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
（
平
成
二
十
六
年
十
一
月
十
二

一
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日
両
院
議
長
決
定
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
平
成
二
十
六
年
改
正
規
程
」

と
い
う
。
）
附
則
第
七
条
の
規
定
に
基
づ
い
て
支
給
さ
れ
た
給
料
を
含
む
。
）

又
は
第
四
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
特
定
任
期
付
職
員
給
与
特
例
規
程
の

規
定
に
基
づ
い
て
支
給
さ
れ
た
給
与
（
平
成
二
十
六
年
改
正
規
程
附
則
第
七

条
の
規
定
に
基
づ
い
て
支
給
さ
れ
た
給
料
を
含
む
。
）
は
、
そ
れ
ぞ
れ
改
正
後

の
給
与
規
程
の
規
定
に
よ
る
給
与
（
平
成
二
十
六
年
改
正
規
程
附
則
第
七
条

の
規
定
に
よ
る
給
料
を
含
む
Ｊ
又
は
改
正
後
の
特
定
任
期
付
職
員
給
与
特
例

規
程
の
規
定
に
よ
る
給
与
（
平
成
二
十
六
年
改
正
規
程
附
則
第
七
条
の
規
定

に
よ
る
給
料
を
含
む
。
）
の
内
払
と
み
な
す
。

（
両
院
議
長
協
議
決
定
へ
の
委
任
）

第
四
条
前
二
条
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
規
程
の
施
行
に
関
し
必
要
な

事
項
は
、
両
議
院
の
議
長
が
協
議
し
て
定
め
る
。

附
則
（
平
成
二
十
九
年
十
二
月
八
且
（
抄
）

（
施
行
期
日
等
）

第
一
条
こ
の
規
程
は
、
平
成
二
十
九
年
十
二
月
十
五
日
か
ら
施
行
す
る
。
た

だ
し
、
第
二
条
及
び
第
四
条
並
び
に
附
則
第
三
条
第
五
条
及
び
第
六
条
の

規
定
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

２
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
国
会
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
規
程

（
次
条
及
び
附
則
第
三
条
第
一
項
に
お
い
て
「
改
正
後
の
給
与
規
程
」
と
い

う
。
）
の
規
定
及
び
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
特
定
任
期
付
職
員
の
給

与
の
特
例
に
関
す
る
規
程
（
次
条
及
び
同
項
に
お
い
て
「
改
正
後
の
特
定
任

期
付
職
員
給
与
特
例
規
程
」
と
い
う
。
）
の
規
定
は
、
平
成
二
十
九
年
四
月
一

日
か
ら
適
用
す
る
。

（
給
与
の
内
払
）

第
二
条
改
正
後
の
給
与
規
程
又
は
改
正
後
の
特
定
任
期
付
職
員
給
与
特
例
規

国
会
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
規
程

程
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
は
、
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
国
会

職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
規
程
の
規
定
に
基
づ
い
て
支
給
さ
れ
た
給
与
（
国

会
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
規
程
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
（
平
成
二
十

六
年
十
一
月
十
二
日
両
院
議
長
決
定
。
以
下
こ
の
条
に
お
い
て
「
平
成
二
十

六
年
改
正
規
程
」
と
い
う
。
）
附
則
第
七
条
の
規
定
に
基
づ
い
て
支
給
さ
れ
た

給
料
を
含
む
Ｊ
又
は
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
特
定
任
期
付
職
員
の

給
与
の
特
例
に
関
す
る
規
程
の
規
定
に
基
づ
い
て
支
給
さ
れ
た
給
与
（
平
成

二
十
六
年
改
正
規
程
附
則
第
七
条
の
規
定
に
基
づ
い
て
支
給
さ
れ
た
給
料
を

含
む
。
）
は
、
そ
れ
ぞ
れ
改
正
後
の
給
与
規
程
の
規
定
に
よ
る
給
与
（
平
成
二

十
六
年
改
正
規
程
附
則
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
給
料
を
含
む
Ｊ
又
は
改
正
後

の
特
定
任
期
付
職
員
給
与
特
例
規
程
の
規
定
に
よ
る
給
与
（
平
成
二
十
六
年

改
正
規
程
附
則
第
七
条
の
規
定
に
よ
る
給
料
を
含
む
。
）
の
内
払
と
み
な
す
。

（
平
成
三
十
年
四
月
一
日
に
お
け
る
号
給
の
調
整
）

第
三
条
平
成
三
十
年
四
月
一
日
に
お
い
て
三
十
七
歳
に
満
た
な
い
国
会
職
員

（
同
日
に
お
い
て
、
そ
の
職
務
の
級
に
お
け
る
最
高
の
号
給
を
受
け
る
国
会

職
員
及
び
改
正
後
の
給
与
規
程
別
表
第
一
に
規
定
す
る
特
別
給
料
表
国
会

職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
規
程
別
表
第
二
に
規
定
す
る
指
定
職
給
料
表
又
は

改
正
後
の
特
定
任
期
付
職
員
給
与
特
例
規
程
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す
る
給

料
表
の
適
用
を
受
け
る
国
会
職
員
を
除
く
。
）
の
う
ち
、
平
成
二
十
七
年
一
月

一
日
に
お
い
て
国
会
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
規
程
第
一
条
第
八
項
の
規
定

に
よ
り
昇
給
し
た
国
会
職
員
（
同
日
に
お
け
る
昇
給
の
号
給
数
の
決
定
の
状

況
を
考
慮
し
て
両
議
院
の
議
長
が
協
議
し
て
定
め
る
国
会
職
員
を
除
く
。
以

下
こ
の
項
に
お
い
て
「
昇
給
抑
制
国
会
職
自
尽
と
い
う
。
）
そ
の
他
昇
給
抑
制

国
会
職
員
と
の
権
衡
上
必
要
が
あ
る
と
認
め
ら
れ
る
も
の
と
し
て
両
議
院
の
§

議
長
が
協
議
し
て
定
め
る
国
会
職
員
の
平
成
三
十
年
四
月
一
日
に
お
け
る
号

二
二
八



給
は
、
こ
の
項
の
規
定
の
適
用
が
な
い
も
の
と
し
た
場
合
に
同
日
に
受
け
る

こ
と
と
な
る
号
給
の
一
号
給
上
位
の
号
給
と
す
る
。

２
国
会
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
百
八
号
）

第
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
育
児
短
時
間
勤
務
国
会
職
員
に
対
す
る
前
項

の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
同
項
中
「
と
す
る
」
と
あ
る
の
は
、
「
と
す
る

も
の
と
し
、
国
会
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第

百
八
号
）
第
十
三
条
第
一
項
に
規
定
す
る
育
児
短
時
間
勤
務
国
会
職
員
の
給

料
月
額
は
、
当
該
号
給
に
応
じ
た
額
に
、
育
児
短
時
間
勤
務
国
会
職
員
等
に

つ
い
て
の
国
会
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
規
程
等
の
特
例
に
関
す
る
規
程

（
平
成
十
九
年
五
月
九
日
両
院
議
長
決
定
）
第
三
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替

え
ら
れ
た
国
会
職
員
の
勤
務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
程
（
平
成
六
年
六

月
二
十
三
日
両
院
議
長
決
定
）
第
三
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
定

め
ら
れ
た
そ
の
者
の
勤
務
時
間
を
同
項
本
文
に
規
定
す
る
勤
務
時
間
で
除
し

て
得
た
数
を
乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
」
と
す
る
。

３
前
項
の
規
定
は
、
国
会
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
法
律
第
十
八
条
の

規
定
に
よ
り
育
児
短
時
間
勤
務
の
例
に
よ
る
短
時
間
勤
務
を
し
て
い
る
国
会

職
員
に
つ
い
て
準
用
す
る
。

４
国
会
職
員
の
育
児
休
業
等
に
関
す
る
法
律
第
十
九
条
第
二
項
に
規
定
す
る

任
期
付
短
時
間
勤
務
国
会
職
員
に
対
す
る
第
一
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て

は
、
同
項
中
「
と
す
る
」
と
あ
る
の
は
、
「
と
す
る
も
の
と
し
、
国
会
職
員
の

育
児
休
業
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
三
年
法
律
第
百
八
号
）
第
十
九
条
第
二

項
に
規
定
す
る
任
期
付
短
時
間
勤
務
国
会
職
員
の
給
料
月
額
は
、
当
該
号
給

に
応
じ
た
額
に
、
育
児
短
時
間
勤
務
国
会
職
員
等
に
つ
い
て
の
国
会
職
員
の

給
与
等
に
関
す
る
規
程
等
の
特
例
に
関
す
る
規
程
（
平
成
十
九
年
五
月
九
日

両
院
議
長
決
定
）
第
六
条
の
規
定
に
よ
り
読
み
替
え
ら
れ
た
国
会
職
員
の
勤

国
会
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
規
程

務
時
間
、
休
暇
等
に
関
す
る
規
程
（
平
成
六
年
六
月
二
十
三
日
両
院
議
長
決

定
）
第
三
条
第
一
項
た
だ
し
書
の
規
定
に
よ
り
定
め
ら
れ
た
そ
の
者
の
勤
務

時
間
を
同
項
本
文
に
規
定
す
る
勤
務
時
間
で
除
し
て
得
た
数
を
乗
じ
て
得
た

額
と
す
る
」
と
す
る
。

（
両
院
議
長
協
議
決
定
へ
の
委
任
）

第
四
条
前
二
条
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
規
程
の
施
行
に
関
し
必
要
な

事
項
は
、
両
議
院
の
議
長
が
協
議
し
て
定
め
る
。

附
則
（
平
成
三
十
年
十
一
月
二
十
八
且

（
施
行
期
日
等
）

第
一
条
こ
の
規
程
は
、
平
成
三
十
年
十
一
月
三
十
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ

し
、
第
二
条
及
び
第
四
条
の
規
定
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行

す
る
。

２
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
国
会
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
規
程

（
次
条
に
お
い
て
「
改
正
後
の
給
与
規
程
」
と
い
う
。
）
．
の
規
定
及
び
第
三
条

の
規
定
に
よ
る
改
正
後
の
特
定
任
期
付
職
員
の
給
与
の
特
例
に
関
す
る
規
程

（
次
条
に
お
い
て
「
改
正
後
の
特
定
任
期
付
職
員
給
与
特
例
規
程
」
と
い
一
え
）

の
規
定
は
、
平
成
三
十
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

（
給
与
の
内
払
）

第
二
条
改
正
後
の
給
与
規
程
又
は
改
正
後
の
特
定
任
期
付
職
員
給
与
特
例
規

程
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
は
、
第
一
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
国
会

職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
規
程
又
は
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
特
定

任
期
付
職
員
の
給
与
の
特
例
に
関
す
る
規
程
の
規
定
に
基
づ
い
て
支
給
さ
れ

た
給
与
は
、
そ
れ
ぞ
れ
改
正
後
の
給
与
規
程
又
は
改
正
後
の
特
定
任
期
付
職

員
給
与
特
例
規
程
の
規
定
に
よ
る
給
与
の
内
払
と
み
な
す
。

（
両
院
議
長
協
議
決
定
へ
の
委
任
）

一

一

一

一

力，



第
三
条
前
条
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
こ
の
規
程
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事

項
は
、
両
議
院
の
議
長
が
協
議
し
て
定
め
る
。

国
会
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
規
程
／
給
料
表
の
適
用
範
囲
に
関
す
る
件

（
総
則
）

第
一
条
国
会
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
二
十
二
年
十
月
十
六
日

両
院
議
長
決
定
）
別
表
第
二
か
ら
別
表
第
五
ま
で
の
そ
れ
ぞ
れ
の
給
料
表
の

適
用
に
つ
い
て
は
、
本
件
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

（
指
定
職
給
料
表
の
適
用
範
囲
）

第
二
条
指
定
職
給
料
表
は
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
国
会
職
員
に
適
用
す
る
。

一
各
議
院
事
務
局
の
事
務
次
長
、
各
議
院
法
制
局
の
法
制
次
長
、
国
立
国

会
図
書
館
の
副
館
長
及
び
衆
議
院
事
務
局
の
調
査
局
長

二
裁
判
官
訴
追
委
巨
昊
云
の
事
務
局
長
及
び
裁
判
官
弾
劾
裁
判
所
の
事
務
局

長
三
各
議
院
事
務
局
の
憲
法
審
査
会
事
務
局
長

四
国
立
国
会
図
書
館
の
調
査
及
び
立
法
考
査
局
長

五
各
議
院
事
務
局
、
各
議
院
法
制
局
及
び
国
立
国
会
図
書
館
の
部
長
及
び

こ
れ
ら
の
部
長
又
は
前
各
号
に
掲
げ
る
国
会
職
員
に
準
ず
る
国
会
職
員
で
、

衆
議
院
の
事
務
局
及
び
法
制
局
の
職
員
並
び
に
裁
判
官
訴
追
委
員
会
事
務

局
の
職
員
に
つ
い
て
は
衆
議
院
議
長
参
議
院
の
事
務
局
及
び
法
制
局
の

○
給
料
表
の
適
用
範
囲
に
関
す
る
件

（
昭
和
三
十
二
年
十
一
月
十
一
日
両
院
議
長
協
議
決
定
）

改
正

グ
Ｔ
１
凸
Ｊ
Ｌ

昭
三
五
年
六
月
九
日

昭
三
九
年
一
二
月
二
○
日

昭
五
五
年
二
月
二
九
日

平
一
○
年
一
月
一
二
日

平
一
八
年
三
月
三
一
日

平
二
一
年
六
月
二
日

昭
三
六
年
一

昭
四
三
年
一

昭
六
○
年
一

平
一
二
年

平
一
九
年

平
二
三
年

一

一

一

一

一

○
一
月

二
月
一

二
月
一

一
月
一

二
月
五
月
一

｜
日

二
・
日

一
○
日

一
○
日

七
日
八
日
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馴冬ん東

第
一
条
国
会
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
二
十
二
年
十
月
十
六
日
両
院
議
長
決
定
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正

す
る
。

を
「
百
分
の
百
十
七
・
五
」
に
改
め
、
同
号
ロ
中
「
百
分
の
九
十
七
・
五
」
を
「
百
分
の
百
二
・
五
」
に
改
め
、
同
項
第
二

号
ロ
中
「
百
分
の
五
十
」
を
「
百
分
の
五
十
五
」
に
改
め
る
。

（
国
会
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
改
正
）

第
七
条
の
四
第
二
項
第
一
号
イ
中
「
百
分
の
九
十
二
・
五
」
を
「
百
分
の
九
十
七
・
五
」
に
、
「
百
分
の
百
十
二
・
五
」

第
七
条
の
三
第
二
項
中
「
百
分
の
百
六
十
七
・
五
」
を
「
百
分
の
百
七
十
二
・
五
」
に
改
め
る
。

別
表
第
三
か
ら
別
表
第
五
ま
で
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

別
表
第
一
給
料
月
額
の
欄
中
「
二
六
四
、
五
○
○
円
」
を
「
二
六
四
、
七
○
○
円
」
に
改
め
る
。

国
会
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
規
程
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
案

と

〈

一



別表第三行政職給料表（第一条関係）

イ行政職給料表（一）

円 間

408， 100 458，400

410，500 461，500

413,000 1464,500

415－400 467－500

偶

32,900

35,50C

37,900

70－50C

偶

34,200

66,00C

67,80C

69－90〔

H

46,100

47,200

48,40C

49－50C

膀
０
０
０
６

０
Ｏ
Ｏ
Ｏ

一
コ
８
１
氏
３
フ
］

1,'/00

4，600

7，700

3－800

9，700

91,900

94,000

9600C

3，Z00

1，400

3,700

5－900

Jb，b00

97，300

99,100

00．900

),60C

1,70C

2,80C

3－90C

J,50C

3,50C

6,50C

9．60C

3,900

3，200

3,70C

1－ 10C

O2

04

0f

07

400

20C

OOC

gOC

37，600

39,300

40，800

42．400

600

40C

20C

20C

６
０
６
ｔ

０
０
０
０

Ｊ
０
２
２

3，100

0,10C

2,30C

4500

』，40C

4,90C

7,20C

3－70C

/，30C

9,60C

1,70C

3－90C

uC

O2

04

C
30C

30C

60C

]OC

09，400

11,200

13,000

14－800

43，b00

45,000

46,600

47．900

3,200

1,200

3,10C

5－000

3,90C

3,00C

],10C

2．20C

２
便
』
８
Ｊ

８
８
８
Ｑ

４
４
４
４

Jt

3E

1C

lOU

400

600

900

36，400

38,60C

40,60C

42．80C

8Z，10〔

84,80[

87，40〔

90－ 10〔

300

400

400

500

43，b00

45,30C

47,10C

49－00C

3 lb0， 100

4 1 161,600

5 1 163,100

3 164．700

ぅ，ZOC

3,00C

),70C

1 －500

49，40［

50,80C

52, 10C

53．50C

000

900

800

600

5,00C

7, 10C

3,300

1－400

44，600

46,60C

48,60C

50．600

32，bOC

94,80C

97,00C

99．40C

3，900

5,70C

7,70C

9－70C

０
０
０
０

０
０
０
０

，
”
〆
〕
Ｐ
（
、
〕
『
蔵
司
〕
回
■
■

J， ､ｨ0U

2, 100

3,400

4－50C

86

9C

コリ

ｔ
８
１

９
９
０

列
士
４
士
一
う

／ l6b，900

8 167，400

9 168，900

0 170－400

3，20C

4,900

3,500

3－ 10C

０
０
０
０

０
０
０
０

０
５
２
０

ａ
ａ
＆
０

－
コ
』
．
二
コ
【
３

J4，400

96,400

38，500

30－500

3，30C

5,30C

7,30C

9－30C

０
０
０
０

０
０
０
０

３
３
１
０

401

403

405

4OG

ZOO 441，60C

200 1443,40C

100. |445,20C

900 446－90〔

J3

04

0G

O7

300

300

70C

30C

400

300

100

500

○
1，700

4，400

7,000

9．600

3，500

1,200

2,800

4－400

61，60C

53,300

64,90C

3650C

400

500

50C

300

咽
旧
Ｅ
Ｅ

Ｏ
Ｏ
Ｏ
０

９
８
８
７

２
４
６
８

Ｊ
３
３
，

’

６

６

ｆ

０
０
０
０

Ｊ
１
１
２

408，800

410，600

412,400

414－300

448，700

450,200

451,600

453， 10C

J8,70C

10, 100

11,60C

1310C

ZOC

90C

500

200

b，400

6，900

3,300

3－500

う8，40C

70,200

71,900

73．600

J，300

2，400

4，400

3－400

38，60C

40,50C

42,40C

44－30C

d'I， ./00

59，600

71，600

73－60C

｡，’00

7，600

9,100

0700

bOO

800

100

300

00

00

00

00

88

90

コリ

/oC

40C

200

300

40，700

41，900

42,900

44－ 100

7b，300

77，000

78，800

90300

3，10C

),10C

2,20C

4300

45，900

47,800

49，700

ﾖ1－500

､/b，100

76,900

78,700

90－300

2，300 469，30C

3,600 1460,000

4,900 1460,800

6－100 461．500

8， ．/00

9，600

0，500

1．400

一
一

職員
の区

分

、鱸
号給

1 級

給料月額

2 級

給料月額

3 級

給料月額

4 級

給料月額

5 級

給料月額

6 級

給料月額

7 級

給料月額

8 級

給料月額

9 級

給料月額

10 級

給料月額



522,200

523,100

523,800

524,300

462,200

463,000

463,700

464,300

427,300

428,600

429,900

431, 100

382， 100

383,500

385，000

386,600

325,500

327,500

329,400

331,500

353,400

355,200

357,000

358,700

281,800

283,700

285,500

287,400

245,400

246,400

247,600

248,900

33

34

35

36

195，500

196,900

198，400

199，900

464,800

465,400

466,000

466,600

525,000

525,600

526,400

527,000

432,300

433,100

433,900

434,700

388,000

389,200

390,400

391,500

360，100

361，400

362，800

364，200

289,000

290,700

292,500

294,300

333,400

335,300

337,300

339,200

37

38

39

40

201，200

202，500

203，700

205，000

249,800

251,100

252,300

253,600

435,300

436,000

436,700

437,400

467, 100

467,600

468,000

468,300

527,500392，600

393，800

395,000

396,100

41

42

43

44

206，300

207，600

208，900

210，200

255,000

256,400

257,600

258,800

295,800

297,500

299,000

300,600

341,100

343,000

344,800

346,700

365,500

366,400

367,500

368,600

ぐ
45

46

47

48

211，300

212，600

213，900

215,200

260,000

261,200

262,500

263,600

302,200

303,900

305,500

307,200

348,200

349,600

351, 100

352,600

369,400

370,300

371,200

372, .100

396,800

397,500

398,200

398,900

438,200

439,000

439,400

440,100

468,600

49

50

51

52

216，300

217，400

218，400

219，500

264,700

265,800

267, 100

268,400

308, 100

309，600

311, 100

312，700

354,200

355,000

356,200

357,200

373,000

373，800

374，600

375，400

399，500

400, 100

400，600

401,000

440,600

441，000

441，400

441,800

53

54

55

56

220，600

221，600

222，500

223，500

269,400

270,500

271,800

273, 100

314，300

315，900

317,500

319,000

358, 100

359,200

360,100

361,200

376, 100

376,800

377,500

378,200

401,400

401,700

402,000

402,300

442,200

442,600

443,000

443,300

〈
57

58

59

60

223,800

224,600

225，400

226，100

274,000

275,000

275,900

277,000

320,500

321，700

322,900

324，100

362,100

362,800

363,500

364,200

378,700

379，300

379，900

380，600

402,600

402，900

403,200

403,500

443,600

444,000

444,300

444,600

61

62陰

63

64

226，800

227，800

228，600

229，400

278，100

279，100

280,000

281，000

324，800

325，700

326，500

327,300

364,600

365,200

365,900

366,600

381,000

381，700

382，300

382,900

403,800

404,100

404,400

404,700

444,900

任

ﾖ職

以
の
員 65

66

67

68

230,100

230，800

231，700

232，700

281，500

282，400

283,100

284，000

328，200

328,600

329，300

330， 100

366,900

367,600

368,300

369,000

383,300

383，900

384,500

385，100

405，000

405，300

405，600

405，900

一
一
一



100500

000

500

100

385，

386，

386，

387，

369,300

369,900

370,600

371,200

330，900

331,600

332，300

333,000

285,000

285,800

286,600

287,400

233,400

234,000

234,500

235,200

69

70

71

72

3.400

3，700

〕7.000

]7.200387，

387，

388，

388，

400

800

200

600

371,500

372,100

372,800

373,400

333,500

334, 100

334,600

335,200

236,000

236,600

237,200

237,700

288，200

288，700

289，100

289，600

73

74

75

76

]7．500

37．800

]8，000

〕8．200373，800

374，300

374，900

375，400

388，

389，

389，

389，

900

200

500

800

335，500

336，000

336，400

336，900

77

78

79

80

238，400

239，100

239，800

240,300

289，800

290，100

290，300

290，700

38．500

08．800

39．000

〈i
09．200375,900

376,500

377,000

377,300

390，

390，

390,

390,

000

300

600

800

337，300

337,800

338,300

338，800

81

82

83

84

240,800

241,500

242,200

242,900

290，900

291,100

291，500

291,800

〕9．500

]9．800

]､000

〕,200377,700

378,200

378,600

379,000

391,

391，

391,

391，

000

300

600

800

85

86

87

88

243，500

244,200

244，900

245，600

292,100

292，400

292，700

293，100

339, 100

339，500

340,000

340,400

379,400

379,900

380,300

380,700

392，

392，

392，

392．

000

300

600

800

89

90

91

92

246,100

246,600

246,900

247,300

293，400

293，800

294，100

294，500

340,700

341， 100

341，600

342,000

C
93

94

95

96

247,600 294,700

294,900

295,200

295,600

381，000 393 000342，200

342，600

343，100

343,500 4

卯
兜
卵
血

295,800

296，100

296，500

296，900

343，700

344，100

344，500

344,800

'01

102

103

104

297，100

297，400

297，800

298，100

345,100

345,500

345,900

346,300

四

‐



46,800

47,200

47,60C

48－000

J8

98

nn

j00

300

30C

30C

Jb

O6

07

0R

39,50C

99,90C

30,30C

]O60C

46

48

AC

bOO

90C

200

500

00

01

01

01

80C

OOO

300

70C

1 （

』
、
』

ぐ
０
０
０
０

JOO

lOC

40C

700

ｎ
ｌ
Ｕ
Ｒ
ｌ
ｌ
Ｕ
内
１
１
〕
Ｒ
ｌ
山

lOC

300

600

900

備考（－） この表は、他の給料表の適用を受けない全ての国会職員に適用する。ただし、第十五条に規定する国会職員を除
く。

（二） 2級の1号給を受ける国会職員のうち、新たにこの表の適用を受けることとなった国会職員で両議院の議長が協
議して定めるものの給料月額は、この表の額にかかわらず、 186,700円とする。

〔

五

測任

In風

風
187．700 215，200 255，200 274.600 289．700 315， 100 356，800 389.900 441．000 521．400



ロ行政職給料表（二）

腰

300

300

500

200

隈

1,500

2，700

3，800

4－900

、 卜L

200

400

800

100

腰

300

100

600

000

性
０
０
０
０

０
０
０
０

Jb

36

07

0g

JU

86

88

000

600

200

ROC

う，800

7,000

3,10C

9－30C

]，400

1，800

3，200

4600

』00

700

100

400

JO

OC

OC

OC

38

90

m1

C

33

95

96

98

j00

100

300

60C

6C

61

62

6R

400

200

400

60C

j，900

7，500

9,100

0－500

34，800

95，800

97, 100

98．20C

39,90C

40,90C

41,90C

43－00［

JC

O1

03

04

O00

700

30C

gOC

うO0

300

500

40C

1,700

3,200

4,70C

6－00C

43，800

44，800

45,800

46－80C

40U

500

600

70C

｡4

35

66

67

JC

O1

02

jOO

900

50C

20C

400

500

500

90C

う，900

7，600

8,50C

9－50C

600

700

700

700

47，900

49，200

50，400

51．60C

J3

04

05

0f

。O

39

7C

C 一

』，200

3，600

5，000

3－50C

j00

200

200

300

0，300

1,800

3,10C

4－200

J7

08

09

1C

j00

700

30C

30C

J00

90C

10C

30C

/，600

9， 100

0，500

1．90C

,，800

3，900

3，000

9－ 100

う，600

3，900

8，200

9－50C

l, 'IOU

2,600

3,300

4－20C

う7，400

38,900

30,400

31－90C

3，500

4,70C

6，000

7－200

30，000

81,10C

82, 10C

83－ 10C

300

500

30C

90C

JO

00

OO

OO

一
ハ

80（4h llIⅡ』‐ （】（

職員

の区

分

髄
諦

1 級

給料月額

2 級

給料月額

3 級

給料月額

4 級

給料月額

5 級

給料月額



329，200

330，300

331，400

284，700

285，600

286，700

246，200

247，300

248，500

220，000

221，100

222，300

170，900

172,700

174,500

34

35

36

332，500

333，600

334，600

335，600

287,300

288,200

289， 100

290，000

249，800

250，800

252， 100

253,400

222，800

223，900

225, 100

226， 100

176，200

177,900

179，600

181,300

37

38

39

40

336，600

337,600

338,600

339,600

290,600

291，600

292，600

293，500

254，400

255，600

256，500

257，800

226，900

228， 100

229， 100

230，200

41

42

43

44

182,800

184,200

185,5Q0

186,900

294，200

295, 100

296，000

296，900

340，500

341，500

342，500

343，500

258，600

259，600

260，700

261，600

231，300

232，200

233，300

234,300

45

46

47

48

188，400

189,700

191， 100

192，500

く

297，600

298，200

298，900

299，700

344，400

345，300

346，200

347，000

235，300

236，300

237，300

238，300

262，800

263，800

264，900

265，600

49

50

51

52

193，800

194，900

196,000

197，200

347，800

348，600

349，400

350, 100

53

54

55

56

266，500

267，600

268，800

270，000

300，300

301, 100

301，800

302，500

198,300

199,400

200，300

201，400

239，400

240，400

241, 100

241，800

57

58

59

60

202，500

203，500

204，500

205，500

242，700

243，600

244，500

245，200

270，800

271，800

272，900

273，900

303，200

303，900

304，700

305，400

350，800

351，600

352，400

353, 100 〈

61

62

63

64

274，900

276，000

276，800

277，900

306，000

306，700

307，400

308， 100

206，600

207，500

208，400

209，300

246，000

246，900

247，800

248，700

353，800

354，500

355，200

355，900

65

66

67

68

210,000

210,800

211,500

212，300

278，700

279，500

280，300

281，100

308,600

309,100

309，700

310，300

249，500

250,300

251， 100

251，800

356，500

357，000

357，500

358，000

七
69

70

71

72

再任

用職

員以

外の

212，700

213，300

213，600

214，000

310，900

311,300

311，800

312，300

252，500

253，100

253，500

253，900

281，700

282，500

283，300

284，000

358,400



職員

312,600

313，100

313，600

314,000

284,800

285,500

286,300

287, 100

254，100

254，500

255，000

255，500

214,200

214，600

215,100

215,700

73

74

75

76

314，200

314，500

314,800

315, 100

287，700

288，200

288，700

289，100

255，800

256，200

256，700

257，200

215，900

216，600

217，100

217,600

77

78

79

80

315，，400

315,700

316，000

316，300

289，500

289，900

290，400

290,900

257，500

257，800

258， 100

258，400

218，300

218,600

219，200

219,900

81

82

83

84

C
316，500

316,900

317，200

317,400

291,300

291,900

292，500

293， 100

220，500

220，900

221,300

222，000

258，600

258，800

259，100

259，400

85

86

87

88

317，600

317，900

318，200

318，500

293，400

293，900

294，400

294，800

222，500

223,000

223，500

223,900

259，600

259，800

260，200

260，400

89

90

91

92

318，700

319，000

319，300

319，500

295，200

295，700

296，200

296，700

224，300

224,700

225,100

225，400

260，700

261，100

261，400

261,700

93

94

95

96

319，700

320，000

320，300

320，500

297，000

297，400

297，900

298，400

225,700

226，200

226，700

227，200

261，900

262，200

262，400

262，700

７
８
９
帥

９
９
９
１

C

I

320，700298,800

299，200

299,500

299，800

101

102

103

104

227，600

228,100

228，700

229,300

263，000

263，200

263，500

263，800

300,100

300，500

300,900

301,300

105

106

107

108

229，700

230，200

230，500

230，900

264，000

264，200

264，500

264，700

八

301，600

302，000

109

110

231，100

231，500

265，000

265，300



」

300

200

500

700

ｎ
い
Ｕ
ｎ
ｒ
Ｕ
〔
Ⅲ
Ｕ
、
Ⅲ
し

JOU

300

500

70C

2,600

3,100

3,600

410C

JU

56

66

5G

300

200

500

700

4,400

4,80C

5,20C

5－60C

州
〕
【
【
〕
【
〔
〕
【
【
』

０
０
０
０

０
０
０
０

、
ブ
，
】
声
。
弓
Ｉ

と
．
Ｆ
Ｌ
Ｅ
Ｌ
に
皿

咽
Ｊ
、
』
ヘ
Ｊ
ｎ
Ｊ

】

く

０
０
０
０

０
０
０
０

３
２
５
７

39, 100

39，300

39,600

39－90C

Ｊ
Ｏ
０
０

０
０
０
９

lOO

30C

300

300

J上

37

37

，7

０
０
０
０

０
０
０
０

Ｊ
ソ
可
〃
白
Ｐ
へ
』
７
Ｊ

lOO

300

60C

90C

】･ り('（

〈

備考この表は、機器の運転操作その他の庁務及びこれらに準ずる業務に従事する国会
職員で、両議院の議長が協議して定めるものに適用する。

九

再任

用職

員
193，600 204，700 223，200 244，000 274，700



別表第四速記職給料表（第一条関係）

H

400

70C

10C

50C

円

]9，300

11,600

13,80C

1610C

円

33，500

35，700

37，800

99－90C

門

l,500

3， 100

4,600

3．20C

円
叩
伽
卯
、

》
。
ｎ
Ｊ
９
１
〔
』

門

う0， 100

31,600

53， 100

84700

35

97

99

00

｡，b00

3，900

1, 100

3－50C

3，400

0，600

2,900

5－ 10C

JZ

94

96

98

JU

OO

OC

OO

37，600

39, 100

40,400

41－80C

]2

04

06

07

400

200

00C

ROC

j6，900

37，400

38,900

70－40C

C
j，709

7，800

3， 100

スー400

/，ZOO

9，400

1，600

3－80C

300

500

800

00C

JL

32

04

07

4Z，700

44,400

46,20C

47．70C

l,700

4，400

7，000

9－600

J9，400

11,200

13,00C

14－80C

35，800

38, 100

40，300

42－600

4，b00

3,800

9，000

1－400

J9, 100

11,400

13,600

15－900

5，200

3，000

9，700

1－50C

49，200

51，000

52，700

54．50C

z00

90C

50C

20C

.O0

500

40C

30C

7，800

3，100

2，300

4－50C

44，400

46，600

48，700

50－800

3,200

3，000

0,000

月－ 100

700

400

200

90C

j，ZOO

4,900

3，500

3－ 100

う，000

7，300

3，700

2－ 100

ぅ，500

3，600

],900

3－000

d00

300

000

90C

35

96

98

，，

500

900

400

900

3，500

lj200

2，800

4－40C

jOO

〕O0

00C

OOC

04

56

68

70
C

刎
剖
侭
Ｕ
・
飼
固
－

Ｒ
Ｊ
Ｑ
Ｊ
Ｑ
Ｊ
、

う1，000

33，400

35,800

68．200

d0U

800

20C

70C

rOO

900

90C

10C

OC

OO

OC

OC

j0C

うOC

70C

]OC

.，40U

3,800

3，100

3．200

43，300

45,400

47，600

49－700

J，b00

2，600

4,70C

6．80C

300

80C

90C

10C

]6

37

38

10

30C

60C

90C

20C

80， 100

82，000

84,000

R5700

40，600

41,80C

42,80C

44－00C

■
賭
〕
局
Ｊ
Ｏ
Ｆ
Ｌ

９
９
０

３
３
４

一

○77，800

78，800

30,000

81－200

画
１
４
お
割
」
４
白
。
〆
中
Ⅱ

０
０
０
０

４
４
４
４

/OU

700

30C

30C

4b，ZOO

46,100

47,200

48400

./，b00

39，600

31，600

93－700

300

60C

90C

200

員
区
職
の
分

魁
蹄

1 級

給料月額

2 級

給料月額

3 級

給料月額

4 級

給料月額

5 級

給料月額

6 級

給料月額



408，300

410,200

412，000

413，800

382，200

383，200

384,300

385，400

359,200

360,900

362,800

364,700

37

38

39

40

295,700

297，600

299，600

301，600

216，300

217，400

218，400

219，500

249,300

250，400

251，400

252，500

386,200

387,300

388，400

389，500

415,300

416,500

417,700

419,000

１
２
３
４

４
４
４
４

366，500

367,800

369，600

371,300

220，600

221，500

222，300

223，200

253，900

255，000

255，900

256,800

303，200

305,200

307,000

308，900

45

46

47

48

420，300

421，600

422，900

424,100

223，500

223，900

224，300

224，600

257，700

258，600

259，500

260,200

310,700

312，700

314,600

316,600

372，900

373,700

374,400

375,200

390， 100

391，000

391,900

392，800

49

50

51

52

225,000

225,400

225,600

225,800

260，800

261，400

262,200

263，000

317,800

319，600

321，400

323,300

375,900

376,500

377, 100

377，700

393，400

394，300

395，100

395，900

425，200

426，500

427,800

429,000

ぐ

53

54

55

56

226,000

226,200

226,500

226j700

263,700

264，300

265，100

265，900

325, 100

327，000

328，900

330，700

377,900

378,500

379,000

379,600

396，500

397,300

398,000

398，700

430， 100

430，900

431,700

432,500

57

58

59

60

226，900

227, 100

227，300

227,500

266,400

267，000

267,400

268,000

332,400

334，000

335,500

337, 100

379，900

380,500

381, 100

381,700

399，500

400，300

401, 100

401,900

433，200

433，900

434，600

435，300

再任

用職

員以

外の

職員 61

62

63

64

227,900

228,200

228,500

228,700

268，400

269,000

269,500

270,000

338，300

339，400

340,400

341,400

382，000

382，600

383，300

383『900

402,600

403，200

403,700

404，400

436,200

437，000

437，400

438， 100

〈
65

66

67

68

229， 100 270,200

270，600

271,100

271，700

342，400

343, 100

344,000

345,000

384，200

384，800

385，500

386, 100

404，800

405，300

405,800

406，300

438，700

439, 100

439，500

439，900

69

70

71

72

272，300

272，900

273，500

274， 100

345,900

346，700

347，600

348，500

386，600

387，200

387，900

388,500

406，800

407,200

407，600

407，900

440，400

440，800

441，200

441，500

73

74

75

76

274，500

274，800

275，200

275，600

349，400

350， 100

350，700

351，400

388,800

389，500

390， 100

390,500

408，200

408，600

409，000

409，200

441，900

442，300

442，600

442，900

一
一

77

78

275，900

276，100

351，800

352，400

390，900

391,500

409，500

409，900

443，300



410,300

410－50C

300

500

0,800

1，200

1,600

1－ROC

300

400

900

400

4,000

4,700

5,400

5－000

300

100

400

700

j3

92

Qj

30U

80C

40C

gOC

JOO

200

500

900

3，400

3,900

9，500

0－00C

39

3C

団1

/9

79

79

90

40C

うOC

70C

]OCC
－－

jO,400

30，800

31,300

31．700

33

94

95

96

300

500

300

100

IOU

700

200

300

j0U

300

30C

30C

９
月
〕
ｎ
口

お
狛
伽

54，000

64，500

65，000

65－500

j］

〕2

〕6

]4

.OU

70C

OOC

200

Jb

36

07

08

JOO

500

000

50C

33，b00

33，800

84, 10C

R4－30C

JU

66

67

67

G

34，60U

85,000

85,400

g5－70C

〕00 l 369－80C

一
一
一

備考この表は、速記に従事する国会職員で、両議院の議長が協議して定めるものに適用する。

再任

用職

員

182，800 209．800 279．400 309．400 338．500 371，400



ー

別表第五議院警察職給料表（第一条関係）

円

4，900

7，200

9，400

150C

門

47,600

49,800

52, 100

54－30C

H

30

3C

OC

OC

門
乢
Ⅸ
Ⅸ
Ⅸ

３
１
９
７

円

0，100

2,00C

4,000

5－90C

Ｈ
叩
叩
伽
伽

穴
句
Ｊ
内
内
〕
《
ｎ
Ｊ
戸
（
皿

95

97

99

01

400

50C

50C

600

400

200

800

500

J3

0E

O7

0c

ｲO0

70C

300

30C

０
０
０
０

０
０
０
０

戸
①
４
Ｚ
４
▲
『
３

〈600

90C

lOO

40C

4，b06

5,70C

3,70C

O‐90［

35，600

37，300

89, 100

90．90C

ｲ，400

9，200

1,000

1‐ROO

]，500

2,60C

4,800

3．90C

32，70C

35,000

97，300

99－600

34，60C

36,500

38,400

40－300

0，400

1,800

2，900

4200

3，90C

1,900

4,000

6－000

イ00

300

300

900

01

34

36

，9

4，900

6,300

7,700

9－000

7，80C

), 100

2，200

4－50C

０
０
０
ｔ

０
０
０
０

Ｊ
３
１
３

30，500

32,600

84,600

86－70C

80，300

81,500

82,80C

R4－30C

う，60C

3，700

0,900

3－00C

６
６
Ｏ
ｆ

０
０
０
０

Ｊ
９
７
９

88

9C

93

nE

700

900

100

200

1，400

3,200

5,000

3－800

Ｕ
Ｑ
Ｕ
ｎ
Ｕ

Ｊ
【
（
』
守
Ｉ

〔
， ./0U

),400

2,30C

4－ 10C

300

〕00

300

300

JO

30

0C

DC

4，80C

7,00C

9,00C

1－ 10C

r4，400

76，500

78,600

30－700

39/， 100

399,200

401，400

403－60C

5,800

7,60C

9,400

1－200

3，700

0,900

2，200

3．40C

』，800

ﾗ,000

3，900

3－ 100

０
０
０
０

０
０
０
０

７
８
９
９

40b

407

409

800

500

200

900

j3，900

35，200

36，400

37－500

０
２
４
６

Ｊ
，
，
３
１

50C

400

30C

100

JO

OO

OC

]0

０
０
０
０

０
０
０
０

Ｊ
６
２
３

一
一
一
一

39，100

40．900

職員

の区
分

魑
識

1 級

給料月額

2 級

給料月額

3 級

給料月額

4 級

給料月額

5 級

給料月額

6 級

給料月額



423,000

424,800

402,500

404,300

372,800

374，800

311，600

313，300

270,500
0

271,500

242,700

244,500

39

40

426，600

428，300

430，000

431,600

405，700

407,200

408,600

410，000

376，800

378，900

381，000

383，000

315，000

317，000

319， 100

321，200

272,900

274, 100

275，400

276，600

245，900

247，400

248，700

250, 100

41

42

43

44

433，000

434，300

435,700

437，000

411,500

413，200

414，800

416，500

384，700

386,500

388，200

390，000

322,900

324,900

326,900

328,800

277，900

279，400

280，800

282，300

251,400

252，700

253，900

255， 100

45

46

47

48

438，000

438，900

439，800

440，600

418,000

419,100

420，200

421，200

391，400

393，000

394，600

396，200

330，400

332，200

333，900

335，900

284，200

286，000

287,600

289，000

49

50

51

52

256，200

257，400

258，400

259，500

C
441,600

442，000

442，200

442，500

422,000

422,900

423，800

424，600

398， 100

399，700

401，300

403，000

337，500

339，400

341，200

343，200

290,700

292，400

294， 100

295，700

３
４
５
６

５

５

５

５

260,100

261,200

262，300

263,400

442，800

443, 100

443，400

443,700

425，200

425，700

426，400

427，200

404，800

406, 100

407,500

408,800

344，400

346，400

348，300

350，200

57

58

59

60

264,200

265，400

266，400

267，500

297，200

298，900

300，700

302，500

427，600

428，200

428，700

429，200

443，900

444，300

444，700

445， 100

409,800

410，900

412，000

413， 100

352，000

354，200

356，400

358，600

268，700

269，500

270，900

272， 100

304，000

305,800

307,600

309，300

61

62

63

64

~

445，300

445，600

446,000

446，200

413，800

414,800

415，800

416，700

429，700

430，300

430，700

431，200

360,500

362,600

364,600

366,700

65

66

67

68

273，100

274，600

275，800

277，200

310，600

312，300

313,700

315,400
C

446,400

446，700

447, 100

447，400

431,400

431，700

432，000

432，300

417,500

418，000

418,600

419, 100

368,400

369，900

371,300

372,800

278，800

280，400

281，700

283，200

316，800

318，300

319，700

321,300

69

70

71

72

再
用
員

外0

職 432，700

433，000

433，300

433，600

447,600

447，800

448,200

448，500

419，700

420, 100

420，600

421, 100

73

74

75

76

284，600

285，800

287,200

288，400

322，200

323，800

325，300

327,000

374，000

375，200

376,500

377，800

一

448，700

448，900

449，300

449，600

433，900

434，200

434，500

434，800

421，500

422，000

422,600

423, 100

289，900

291，400

293，000

294，600

328，800

330，500

332，100

333，700

379， 100

380，400

381,700

383,000

77

78

79

80

四

449，800435， 100423，30081 295，800 335，400 384，100



450,000

450,400

450,700

435，300

435,600

435，800

423,900

424,400

424,600

385,400

386，600

387，900

337，100

338，700

340，400

297,200

298,700

300,200

82

83

84

450，900436,100

436，300

436，600

436，800

424,800

425,300

425,600

425,900

389, 100

389，900

390，600

391，400

341,800

343，300

344，800

346，300

301,100

302，600

303，800

305，300

85

86

87

88

437， 100

437，300

437，600

437，800

426,200

426,600

427,000

427,400

392，000

392，700

393，400

394， 100

347,500

348，700

350,000

351，300

306，600

308，000

309，100

310,500

89

90

91

92

438, 100427，700394,700

395，200

395,800

396，300

311，400

312,900

314，200

315,700

352，800

354，300

355，800

357,300

93

94

95

96 ぐ

396，900

397，300

397，900

398，400

ｗ
肥
”
Ⅷ

317，200

318,700

320， 100

321,600

358，600

359,800

360,900

362, 100

398，900

399，300

399，800

400,200

101

102

103

104

322,900

324,200

325，600

326，900

363， 100

364，200

365，300

366，500

328， 100

329，400

330,700

332，000

400，500

400,900

401，400

401，700

105

106

107

108

367，600

368, 100

368，700

369,300

402，200

402,700

403，200

403,700

'09

110

111

112

333,400

334，300

335，400

336，600

369，900

370，400

370,900

371,400

く

３
４
５
６

１
１
１
１

１
１
１
１

403，900

404，400

404,900

405，400

337，700

338，800

339,800

340，900

371，900

372，300

372,900

373,400

~

117

118

119

120

342, 100

343, 100

344,100

345,000

373，800

374，300

374,900

375，300

405，600

406, 100

406,600

407，100一

五
121

122

123

124

345，900

346，800

347，800

348，800

375,500

376,000

376，400

376，700

407，400

407，900

408，300

408，800



j00

800

30C

gOO

49

5C

5C

300

300

90C

50C

r9

79

3C

8C

０
０
０
０

０
０
０
０

■
■
■
昼
局
《
Ⅱ
》
○
Ｈ
１
▲
〔
へ
１

00

200

700

100

80，900

81,400

81,800

82．200

b0U

900

40C

80C

400

500

300

400

C 39

40

600

100

50C

900

3，’00

3,500

3100C

3．500

300

300

800

300

可(】I

C

備考この表は、議院警察に従事する国会職員で、両議院の議長が協議して定めるものに適用する。

一
一
ハ

再任

用職

員

253，200 258，200 285， 100 309，800 327．500 354．200



第
二
条
国
会
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
三
条
特
定
任
期
付
職
員
の
給
与
の
特
例
に
関
す
る
規
程
（
平
成
十
九
年
十
一
月
二
十
六
日
両
院
議
長
決
定
）
の
一
部
を
次

分
の
百
十
五
」
に
改
め
、
同
号
ロ
中
「
百
分
の
百
二
・
五
」
を
「
百
分
の
百
」
に
改
め
、
同
項
第
二
号
ロ
中
「
百
分
の
五
十

五
」
を
「

百
分
の
五
十
・

五
」
に
改
め
る
。

の
よ
う
に
改
正
す
る
。

（
特
定
任
期
付
職
員
の
給
与
の
特
例
に
関
す
る
規
程
の
一
部
改
正
）

第
七
条
の
三
第
二
項
中
「
百
分
の
百
七
十
二
・
五
」
を
「
百
分
の
百
七
十
」
に
改
め
る
。

第
七
条
の
四
第
二
項
第
一
号
イ
中
「
百
分
の
九
十
七
・
五
」
を
「
百
分
の
九
十
五
」
に
、
「
百
分
の
百
十
七
・
五
」
を
「
百

第
一

一
条
第
一
項
の
表
を
次
の
よ
う
に
改
め
る
。

ぐ

《

一

七

号給 給料月額

１
２
３
４
５
６
７

円

375,000

422,000

472,OOO

533,OOO

60S,OOO

710,OOO

830,OOO



第
四
条
特
定
任
期
付
職
員
の
給
与
の
特
例
に
関
す
る
規
程
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。

第
一
条
こ
の
規
程
は
、
令
和
元
年
十
一
月
子
一
百
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二
条
及
び
第
四
条
の
規
定
は
、
令
和
二
年

２
第
一
条
の
規
定
（
国
会
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
規
程
（
以
下
「
給
与
規
程
」
と
い
う
。
）
第
七
条
の
三
第
二
項
の
改
正

四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。

条
に
お

規
定
及
び
給
与
規
程
第
七
条
の
四
第
二
項
の
改
正
規
定
を
除
く
。
次
条
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
よ
る
改
正
後
の
給
与
規
程
（
次

す
る
規
程
（
以
下
「
特
定
任
期
付
職
員
給
与
特
例
規
程
」
と
い
う
。
）
第
三
条
第
二
項
の
改
正
規
定
を
除
く
。
次
条
に
お
い

例
規
程
」
と
い
う
。
）
の
規
定
は
、
平
成
三
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
適
用
す
る
。

て
同
じ
。
）
に
よ
る
改
正
後
の
特
定
任
期
付
職
員
給
与
特
例
規
程
（
次
条
に
お
い
て
「
改
正
後
の
特
定
任
期
付
職
員
給
与
特

（
施
行
期
日
等
）

第
三
条
第
二
項
中
「
百
分
の
百
六
十
七
・
五
」
を
「
百
分
の
百
七
十
二
・
五
」
に
改
め
る
。

第
三
条
第
二
項
中
「
百
分
の
百
七
十
二
・
五
」
を
「
百
分
の
百
七
十
」
に
改
め
る
。

附

い
て
「
改
正
後
の
給
与
規
程
」
と
い
う
。
）
の
規
定
及
び
第
三
条
の
規
定
（
特
定
任
期
付
職
員
の
給
与
の
特
例
に
関

則

ゐ
よ
〃
召

、
、
ノ
↓

ｒ
－
ｆ
隠
購
、
）

○

一

八



第
二
条
改
正
後
の
給
与
規
程
又
は
改
正
後
の
特
定
任
期
付
職
員
給
与
特
例
規
程
の
規
定
を
適
用
す
る
場
合
に
は
、

第
三
条

規
定
に
よ
る
改
正

る
給
与
の
内
払
と
み
な
す
。

い
て
支
給
さ
れ
た
給
与
は
、
そ
れ
ぞ
れ
改
正
後
の
給
与
規
程
又
は
改
正
後
の
特
定
任
期
付
職
員
給
与
特
例
規
程
の
規
定
に
よ

（
給
与
の
内
払
）

（
両
院
議
長
協
議
決
定
へ
の
委
任
）

前
条
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、

一
別
の

給
与
規
程
又
は
第
三
条
の
規
定
に
よ
る
改
正
前
の
特
定
任
期
付
職
員
給
与
特
例
規
程
の
規
定
に
基
づ

くこ
の
規
程
の
施
行
に
関
し
必
要
な
事
項
は
、

〈
両
議
院
の
議
長
が
協
議
し
て
定
め
る
。

一

九
第
一
条
の



●

国
会
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
規
程
等
の
一
部
を
改
正
す
る
規
程
等
兼
新
旧
対
照
表

○
国
会
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
二
十
二
年
十
月
十
六
日
両
院
議
長
決
定
）

挿
尿
七
痘
弄
α
’
一

②
期
末
王

国
会
職
昌

《
夢
一
事
覇
を
陰

③
～
⑥
（
略
）

第
七
条
の
四
（
略

②
勤
勉
手
当
の
額

と
す
る
。

｜
と
す
る
。

孔
曇
隅
巳

一

1

７
」
串

升
の
各
絆

DC

昌
咽
辻
砲
仰
自
己 ｙ

」
串

行
政
聯
給
料
表
仁
の
適
用
を
受
け
る
匡
会
墹

上
で
あ
る
も
の
並
び
に
同
表
及
び
指
定
職
給

江
受
け
る
国
会
職
員
で
そ
の
職
務
の
複
雑
、
閑

相
当
す
る
も
の
（
こ
れ
ら
の
国
会
職
員
の
う

』
定
め
る
ヨ
会
職
員
を
津
く
。
次
条
第
二
項
に

0 ，

ぐ
Ｚ
土
信
グ

茎 I

⑥
～
⑥
（
月

第
七
条
の
四

③
（
同
上
）

深
七
条
ぴ

②
期
圭

乳
虐
凶
固

＄
（
第
一
条
関
係
）

Z) "

〈７
」
詔

岸
眉
グ

・
行
政
聯
給
料
表
信
の
適
用
を
受
け
る
匡
会
墹

上
で
あ
る
も
の
並
び
に
同
表
及
び
指
定
職
給

江
受
け
る
国
会
職
員
で
そ
の
職
務
の
複
雑
、
困

紺
当
す
る
も
の
（
こ
れ
ら
の
国
会
職
員
の
う

』
定
め
る
ヨ
会
職
員
を
簾
く
。
次
条
第
二
項
に

〆
二

可
［
下

座
の

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

乳
士
信
グ

汁
の
一
王

殿
ョ
。

-1-

改
正

業
Ⅷ
樅

現
行



I

務
総
長
、
各
議
院
法
制
局
の
法
制
局
長
、
国
立
国
会
図
書
館
の
館
長
、
裁
判
官

弾
劾
裁
判
所
の
裁
判
長
及
び
裁
判
官
訴
追
委
員
会
の
委
員
長
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）
が
両
議
院
の
議
長
が
協
議
し
て
定
め
る
基
準
に
従
っ
て
定
め
る
割
合
を

乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
本
属
長
が
支
給
す
る
勤
勉
手

当
の
額
の
、
そ
の
者
に
所
属
す
る
次
の
各
号
に
掲
げ
る
国
会
職
員
の
区
分
ご
と

の
総
額
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
額
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
。

一
前
項
の
国
会
職
員
の
う
ち
再
任
用
職
員
以
外
の
国
会
職
員
次
に
掲
げ

る
国
会
職
員
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
額

イ
ロ
に
掲
げ
る
国
会
職
員
以
外
の
国
会
職
員
当
該
国
会
職
員
の
勤
勉

手
当
基
礎
額
に
当
該
国
会
職
員
が
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
基
準
日
現
在
（
退
職

し
、
又
は
死
亡
し
た
国
会
職
員
に
あ
っ
て
は
、
退
職
し
、
又
は
死
亡
し
た

日
現
在
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
お
い
て
受
け
る
べ
き
扶
養
手
当
の

月
額
並
び
に
こ
れ
に
対
す
る
地
域
手
当
及
び
広
域
異
動
手
当
の
月
額
の

合
計
額
を
加
算
し
た
額
に
司
州
利
叫
刈
刊
何
刈
到
（
特
定
管
理
職
員
に
あ
っ

て
は
、
司
州
洲
割
引
河
口
１
封
）
を
乗
じ
て
得
た
額
の
総
額

ロ
指
定
職
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
国
会
職
員
当
該
国
会
職
員
の
勤

勉
手
当
基
礎
額
に
司
州
洲
判
引
引
１
到
を
乗
じ
て
得
た
額
の
総
額

二
前
項
の
国
会
職
員
の
う
ち
再
任
用
職
員
次
に
掲
げ
る
国
会
職
員
の
区

分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
額

イ
（
略
）

ロ
指
定
職
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
国
会
職
員
当
該
国
会
職
員
の
勤

勉
手
当
基
礎
額
に
百
分
の
五
十
五
を
乗
じ
て
得
た
額
の
総
額

③
．
④
（
略
）

●

イ
（
同
上
）

ロ
指
定
職
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
国
会
職
員
当
該
国
会
職
員
の
勤

勉
手
当
基
礎
額
に
司
州
洲
到
判
制
を
乗
じ
て
得
た
額
の
総
額

③
．
④
（
同
上
）

イ
ロ
に
掲
げ
る
国
会
職
員
以
外
の
国
会
職
員
当
該
国
会
職
員
の
勤
勉

手
当
基
礎
額
に
当
該
国
会
職
員
が
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
基
準
日
現
在
（
退
職

し
、
又
は
死
亡
し
た
国
会
職
員
に
あ
っ
て
は
、
退
職
し
、
又
は
死
亡
し
た

日
現
在
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
お
い
て
受
け
る
べ
き
扶
養
手
当
の

月
額
並
び
に
こ
れ
に
対
す
る
地
域
手
当
及
び
広
域
異
動
手
当
の
月
額
の

合
計
額
を
加
算
し
た
額
に
司
州
創
判
羽
Ｈ
コ
ー
五
（
特
定
管
理
職
員
に
あ
っ

て
は
、
司
州
洲
割
引
回
斗
１
五
）
を
乗
じ
て
得
た
額
の
総
額

ロ
指
定
職
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
国
会
職
員
当
該
国
会
職
員
の
勤

勉
手
当
基
礎
額
に
司
州
洲
判
判
利
口
叩
到
を
乗
じ
て
得
た
額
の
総
額

二
（
同
上
）

一
（
同
上
）

や
Ｑ
も
む
Ｕ
い
ｃ
〃
／
‐

、
全く

－2－



別
表
第
一

特
別
給
料
表
（
第
一
条
関
係
）

く

別
表
第
一

特
別
給
料
表
（
第
一
条
関
係
）

〔

－3－

各
議
院
事
務
局
の
議
長
又
は

副
議
長
の
秘
書
事
務
を
つ
か

さ
ど
る
参
事

-へ

略
ー

（
略
）

職
名

二三’四五六七八九十十十
号号号号号号号号号一二
給給給給給給給給給号号

給給

二二三三四四四四五五五

七九二六○三六九二五八
三五六二○六三三五五六
、 、 、 、 、 、 、 、 、 、 、

三二四二七○四九五五二
○○○○○○○○○○○
○○○○○○○○○○○

円円円円円円円円円円円

｜
号
給

一

一
一

ハ
四
、
七
○
○
円

へ

略
…

（
略
）

給
料
月
額

各
議
院
事
務
局
の
議
長
又
は

副
議
長
の
秘
書
事
務
を
つ
か

さ
ど
る
参
事

（
同
上
）

（
同
上
）

職
名

四五六七八九十十十
号号号号号号号一一
給給給給給給給号号

給給

三三四四四四五五五

二六○三六九二五八

六二○六三三五五六
、 、 、 、 、 、 、 、 、

四二七○四九五五二
○○○○○○○○○
○○○○○○○○○
円円円円円円円円円

《
三
号
給
二
九
五
、
二
○
○
円

二
号
給
二
七
三
、
三
○
○
円

一
号
給
。
利
川
副
封
ｄ
ｄ
剛

（
同
上
）

（
同
上
）

給
料
月
額



イ行政職給料表(一）

『薑開嘉閑臺ﾖ臺司＝監除
H

ﾗ8,400

〕1,500

ぅ4,500

う7,500

70,50C

73,50C

76,50C

79,60C

32,30〔

35,40〔

38,40〔
ﾖ1－50『

H

1,700

1,600

7,700

),800

3,90C

3,200

3,700
1-100

偶

ｦ,200

1,400

3,70C

う,90C

3,10C

D,10C

2,30C

1,50C

5,40（

3,60〔

0,60（
2-80［

円

16,100

17,200

18,400

19,500

ﾗ0,600

ﾗ1,700

ﾗ2,800

ﾗ3,900

う4,900

ﾗ6,300

ﾗ7,600

58,900

30,100

51,600

33,100

34,700

55,900

57,400

68,900

70,400

71,70C

74,400

77;00C

79,60C

82,200

83,90C

85,500

87,20C

88,700

90,400

92,20C

93,90C

95,50C

96090C

98,40C

99,90C

O1,20C

O2,50C

O3,70C

O5．000

H

〕,200

1,400

3,70C

5,900

3,10C

D,10［

2,30C
4g0『

円

'0,000

11,600

13,100

'4,700

16,100

17,800

19,300

10,900

12,100

13,600

15,200

16,600

18,100

19,600

ﾗ0,900

ﾗ2,300

ﾗ3,800

ﾗ5,400

ﾗ7，100

ﾗ8,900

30,500

32,300

54,000

35,700

57,600

59,500

71,300

73,100

74,800

76,70C

78,60C

80,30C

81,800

83,700

85,50C

87,40C

89,00C

90,70C

92,50C

94－30C

H

〕4,000

〕5,800

〕7,600

〕9,400

〕0,900

〕2,700

M,500

06,300

07,900

09,700

11,500

13,30C

l4,70C

l6,50C

l8,20C
'0－OOC

08,100

10,500

13,000

15,400

17,300

19,600

21,700

23,900

25,900

28,00C

30,100

32,20C

33D90C

35,70C

37,70C

39,70C

41,60C

43,40C

45,20C

46,90C

48,70〔

50,20［

51,60〔

53,10〔

54,50〔

55,80〔

57,10（
5R_30〔

j2,900

う5,500

37,900

70,500

72,400

74,900

77,200

79,700

ｮ2,100

34,800

37,400

30,100

92,500

94,80C

97,000

99,400

01,20C

O3,200

05,lOC
OG900

35,500

97,300

99,100

00,900

02,400

04,200

06,000

07,800

09,400

11,200

13,000

14,800

16,200

18,000

19,700

21,500

23,200

24,900

26,500

28,100

29,50C

31,20C

32,800

34,400

35,40C

36,900

38,300

39,500

40,70C

41,900

42,900

44,100

45,400

46,400

47,60C

48,90C

49,800

51,10C

52,300

53－600

j8,400

うl,500

ぅ4,500

37,500

70,500

73,500

76,500

79,600

ﾖ2,30C

35,400

38,400
91Ron

]8，100

10，500

13，000

15,400

17,300

19,600

21,700

23,900

25,900

28,000

30,100

32,200

33,900

35,700

37,700

39,700

41,600

43,400

45,200

46,900

48,700

50,200

51,600

53,100

54,500

55,800

57,100

58,300

59,300

60,000

60,800

61,500

62,200

63,000

63,70C

64,300

64,800

65,40C

66,000

66.600

jZ29UO

i5,500

i7,900

70,500

r2,400

74,900

77,200

79,700

32,100

34,800

37,400

ｦ0,100

ｦ2,50C

〕4,80C

ﾖ7，000

ｦ9,400

01,20C
O3,20C

O5,lOC
O6－90C

38,900

ｼ1，100

〕3,400

ｦ5,500

37,400

99,700

02,000

04,200

06,100

08,400

10,60C
11－qOO

う3,000

34,900

56,700

58,800

70,500

72,400

74,300
76,400

78,400

80,400

82,500

84,500

86,50C

88,600

90,60C

92,600

94,400

96,40C

98,500
00_ROC

'4，100

'5,200

16,400

17,500

18,600

19,700

i0,800

i1,900

i3,000

i4,400

i5,700
i7,000

ﾗ8,300

ﾗ9,800

う1,300

う2,900

う4,200

う5,700

37,200

38,700

70,100

72,800

75,400

78,000

80,70C

82,40C

84,000

85,70C

87,20C

88,90C

90,70C
q2-40f

r1,600

73,400

75,200

77,200

79,200

31,200

33,100

35,000

37,000

38,900

ﾖ0,800

ﾖ2,600

94,400

96,400

98,500

00,500

02,400

04,500

06,50C

O8,600

10,300

12,40C

l4,40C

l6,400

18,10C

20,100

22,200

24,30C

25,50C

27,50C

29,400

31,50C

33,40C

35,30C

37,30C

39－20C

j,900

3，200

3,700

1,100

3,500

ﾗ,300

7,100

9,000

0,700

2,100

3,400

4,500

5,800

6,800

7,700

8,60C

9局、

13，50U

15,000

16,600

17,900

19,400

ﾗ0,800

ﾗ2,100

53,500

ﾖ5,000

ﾖ6,500

う8,200

30,000

51,600

53,300

M,900

56,50C

58,400

70,200

71,90C

73,600

75,300

77,000

78,800

80,30C

81,80C

33,700

35,500

87,400

89,00C

90,70C

92,50C

94－30C

l5jOOO

l7,'00

19,300

21,400

23,300

25,300

27,300

29,300

31,00C

33,100

35,10C

37,20C

38,600

10,500

42,40C

M,30C

45,90C

47,80C

49,70C

51,50C

53,40C

55,20C

57,00C

58,700

60,10C

61,40C

52,80C

54-20C

14，bUU

l6,600

凪,600

ﾗq,600

ﾗ2,300

ﾗ4,300

ﾗ6,100

ﾗ8,000

ﾗ9,900

ぅ1,800

33,800

う5,700

37,700

59,600

71,600

73,600

75,100

76,900

78,700

30,300

32,100

33,500

85,00C

86,60C

88,00C

89,20C

90,400

91-500

l

寺

’J3，200

M,600

06,100

07,500

08,700

10,100

11,600

13,100

14,200

15,30C

16,50C

l7,700

18,70C

l9,60C

20,50C

21,40C

22,20C

23,10C

23,80C

24,30C

25,00C

25,60C

26,40C

2700f

22

23

24

5,100

7,60C

9,10C

O,700

2,30C

3,60C

4,90C

3,10C

7,30C

3,60C

3，90C

l,lOC

2,300

3,10C

3,90C

1．700

25

26

27

28０
０

１

６
９
１

可
ク
ヨ
珀
己
ロ
己
“
■
一
■
■
■

〕,300

2,400

1,400

3,400

3,100

0,100

2,200

4,300

5,50C

7,50C

9,40C

1,50C

3,40C

5,30C

7,30C

9.20C

j8,600

10,500

12,400

14,300

15,900

17,800

19,700

う1,500

ﾗ3,400

ﾗ5,200

57,000

ﾗ8,70C

30,100

31,40C

32,80C

34－200

lDUUU

ﾗ,500

3,900

3,200

3,500

3,700

1,700

2,900

4,200

5,300

6,50C

7,80C

8,70C

O,lOC

1,50C

，q0C

rb0lUU

76,900

78,70C

80,300

82,10C

83,5OC

B5,00C

86,600

88,00C

89,200

90,400

91500

3，~ｨUU

〕,600

〕,500

1,400

2,200

3,100

3,800

1,30C

う,000

ﾗ,600

],400

7.000

〕6－3001 Zb5－OOOl Z9b､8001 341－1001 36b－bUUl 39Z_6001 435－3001 467－1001 5Z7－50〔］M,8001 254.3001 295..8001 341,1001 365．5001 392．6001 435‘3001 467,1001 527,5UC

C 0

● ●

現 行 改 正 案ｲI と

、蟻 1級 2級 3級 4級 5級 6級 7級 8級 9級 10級

号給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額



ゾし

‘136,000

436,700

437,400

‘138,200

439,000

439,400

440,100

4‘'0,600

441,000

441,400

441,800

‘142,200

4'12,600

443,000

4′13,300

4‘13,600

4“,000

444,300

'1‘14,600

444,900

467,600

468,000

'168,300

468,600

393,800

395,000

396,100

396,800

397,500

398,200

398,900

399,500

400,100

400,600

401,000

'101,400

401,700

'102,000

402,300

402,600

402,900

‘103,200

403,500

ｲ03,800

40‘1,100

404,400

40'1,700

405,000

405,300

405,600

‘105,900

406,100

‘106,400

‘106,700

407,000

‘107,200

407,500

407,800

408,000

408,200

‘108,500

408,800

409,000

409,200

409,500

409,800

410,000

410,200

366,400

367,500

368,600

369,‘100

370,300

371,200

372,100

373,000

373,800

374,600

375,400

376,100

376,800

377,500

378,200

378,700

379,300

379,900

380,600

381,000

381,700

382,300

382,900

383,300

383,900

38‘1,500

385,100

385,500

386,000

386,500

387,100

387,400

387,800

388,200

388,600

388,900

389,200

389,500

389,800

390,000

390,300

390,600

390,800

391,000

391,300

391,600

391,800

297,500

299,000

300,600

302,200

303,900

305,500

307,200

308,100

309,600

311,100

312,700

314,300

315,900

317,500

319,000

320,500

321,700

322,900

324,100

324,800

325,700

326,500

327,300

328,200

328,600

329,300

330,100

330,900

331,600

332,300

333,000

333,500

33‘1，100

33‘1,600

335,200

335,500

336,000

336,400

336,900

337,300

337,800

338,300

338,800

339,100

339,500

340,000

3'10,400

3‘13,000

34‘1,800

3‘16,700

3‘18,200

349,600

351,100

352j600

354,200

355,000

356,200

357,200

358,100

359,200

360,100

361,200

362,100

362,800

363,500

364,200

364,600

365,200

365,900

366,600

366,900

367,600

368,300

369,000

369,300

369,900

370,600

371,200

371,500

372,100

372,800

373,400

373,800

374,300

374,900

375,‘100

375,900

376,500

377,000

377,300

377,700

378,200

378,600

379,000

207,600

208,900

210,200

211,300

212,600

213,900

215,200

216,300

217,‘100

218,400

219,500

220,600

221,600

222,500

223,500

223,800

224,600

225,‘100

226,100

226,800

227,800

228,600

229,‘100

230,100

230,800

231,700

232,700

233,400

23‘1,000

234,500

235,200

236,000

236,600

237,200

237,700

238,400

239,100

239,800

2‘10,300

2‘10,800

2‘11,500

242,200

242,900

2‘13,500

2‘1‘1,200

2‘M,900

2‘15,600

256,‘'00

257,600

258,800

260,000

261,200

262,500

263,600

26‘1,700

265,800

267,100

268,‘100

269,400

270,500

271,800

273,100

27'1,000

275,000

275,900

277,000

278,100

279,100

280,000

281,000

281,500

282,ｲ00

283,100

284,000

285,000

285,800

286,600

287,400

288,200

288,700

289,100

289,600

289,800

290,100

290,300

290,700

290,900

291,100

291,500

291,800

292,100

292,400

292,700

293,100

42

‘13

4‘1

'136,000

‘136,700

437,400

‘138,200

439,000

439,400

4‘10,100

440,600

441,000

“1,400

‘1‘11,800

442,200

442,600

443,000

443,300

443,600

4“,000

4“,300

4M,600

444,900

467,600

468,000

468,300

‘168,600

343,000

3‘l′1,800

3'16,700

348,200

349,600

351,'00

352,600

354,200

355,000

356,200

357,200

358,100

359,200

360,100

361,200

362,100

362,800

363,500

364,200

364,600

365,200

365,900

366,600

366,900

367,600

368,300

369,000

369,300

369,900

370,600

371,200

371,500

372,100

372,800

373,400

373,800

374,300

374,900

375,400

375,900

376,500

377,000

377,300

377,700

378,200

378,600

379,000

366,400

367,500

368,600

369,400

370,300

371,200

372,100

373,000

373,800

37‘1,600

375,ｲ00

376,100

376,800

377,500

378,200

378,700

379,300

379,900

380,600

381,000

381,700

382,300

382,900

383,300

383,900

384,500

385,100

385,500

386,000

386,500

387,100

387,400

387,800

388,200

388,600

388,900

389,200

389,500

389,800

390,000

390,300

390,600

390,800

391,000

391,300

391,600

391,800

393,800

395,000

396,100

396,800

397,500

398,200

398,900

399,500

400,100

‘100,600

401,000

401,′100

401,700

402,000

‘102,300

402,600

402,900

403,200

403,500

403,800

404,100

404,400

404,700

‘105,000

405,300

405,600

405,900

406,100

406,400

406,700

407,000

'107,200

407,500

407,800

′108,000

408,200

408,500

408,800

409,000

409,200

409,500

409,800

‘110,000

410,200

230,700

231,700

232,400

233,100

233,700

234,500

235,300

236,000

236,700

237,300

238,000

238,800

239,600

240,300

240,800

241,500

242,200

242,900

243,500

244,200

244,900

245,600

255,700

257,100

258,400

259,600

260,900

262,300

263,600

264,700

265,800

267,100

268,‘100

269,400

270,500

271,800

273,100

274,000

275,000

275,900

277,000

278,100

279,100

280,000

281，000

281,500

282,400

283，100

284,000

285，000

285,800

286,600

287,400

288,200

288,700

289,100

289,600

289,800

290,100

290,300

290,700

290,900

291,100

291,500

291,800

292,100

292,400

292,700

293,100

297,500

299,000

300,600

302,200

303,900

305,500

307,200

3080100

309,600

311,100

3'2,700

314,300

315,900

317,500

319，000

320,500

321,700

322,900

324,100

324,800

325,700

326,500

327,300

328,200

328,600

329,300

330，100

330,900

331,600

332,300

333,000

333,500

334,100

33'1,600

335,200

335,500

336,000

336,400

336,900

337,300

337,800

338,300

338,800

339,100

339,500

3‘10,000

3'10，400

42

43

M

'15

46

‘17

48

‘15

46

47

48

９
０
１
２
３
４
５
６

４
５
５
５
５
５
５
５

９
０
１
２
３
４
５
６

４
５
５
５
５
５
５
５

７
８
９
０

５
５
５
６

57

58

59

60

61

62

63

6‘1

65

66

67

68

69

70

71

72

73

7‘1

75

76

77

78

79

80

61

62

63

64

iii任

川職

員以

外の

職員

任
職
以
の
員

口
●
・
’
１
１
，
１
１
ｌ
ｂ
』
ｂ
陣
夕
け

l

LO

l

65

66

67

68

９
０
１
２
３
４
５
６
７
８
９
０

６
７
７
７
７
７
７
７
７
７
７
８

！

81

82

83

84

81

82

83

8‘1

85

86

87

88

85

86

87

88



392,000

392,300

392,600

392,800

393,000

379,400

379,900

380,300

380,700

381,000

340,700

341,100

341,600

342,000

342,200

342,600

343,100

343,500

343,700

3“,100

344,500

344,800

345,100

345,500

345,900

346,300

346,800

347,200

347,600

348,000

348,500

348,900

349,200

349,500

350,000

293,400

293,800

294,100

294,500
294,700
294,900

295,200

295,600

295,800

296,100

296,500

296,900

297,100

297,400

297,800

298,'00

298,300

298,600

299,000

299,300

299,500

299,900

300,300

300,600

300,800

301,000
301,300

301,700

301,900

302,100

302,400

302,700

3031100

303,300

303,600

303,900

304.200

四
卯
別
兜
兜
弧
妬
妬
卯
兜
弱
皿
皿
皿
皿
皿
岻
恥
血
肥
噸
、
、
皿
嘔
皿
唖
岻
岬
叩
噸
脚
皿
哩
哩
皿

246,100

246,600

246,900

247,300

247,600
０
０
０
０
０
０
０
０

０
０
０
０
０
０
０
０

ロ
グ
ｒ
ゴ
や
、
Ｊ
・
■
■
昼
Ｐ
『
■
画
屯
〃
０
●
■
■
晶
戸
鹿
■
】
ｎ
瓦
囚

l

〔O

’
UC

Ol

O1

ml

一〃

125

備考（－） この表は、他の給料表の適用を受けない全ての国会職員に適用する。ただし、第十五条に規定

する国会職員を除く。

（二） 2級の1号給を受ける国会職員のうち、新たにこの表の適用を受けることとなった国会職員で

両識院の識長が協識して定めるものの給料月額は､この表の額にかかわらず､』86,700円とする。

備考（－） この表は、他の給料表の適用を受けない全ての国会職員に適用する。ただし、第十五条に規定

する国会職員を除く。

（二） 2級の1号給を受ける国会職員のうち、新たにこの表の適用を受けることとなった国会職員で

両議院の雛長が協議して定めるものの給料月額は､この表の額にかかわらず､185,200円とする。

･C

再任

用職

員

187,700 215,200 255,200 274,600 289,700 315,100 356,800 389,900 ‘141,000 521,400



』廷”
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現 行 改 正 案後

、獺 1級 2級 3級 4級 5級

号給 紛料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額



289,100

290,000

334,600

335,600

252,100

253,400

225,100

226,100

179,600

181,300

39

40

334,600

335,600

289,100

290,000

251,000

252,300

223,800

224,900

178,000

179,700

39

40

290,600

291,600

292,600

293,500

336,600

337,600

338,600

339,600

254,400

255,600

256,500

257,800

226,900

228,100

229,100

230,200

'82,800

184,200

185,500
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備考 この表は､機器の運転操作その他の庁務及びこれらに準ずる業務に従事する国会職員で、

両議院の議長が協議して定めるものに適用する。
備考 この表は､機器の運転操作その他の庁務及びこれらに準ずる業務に従事する国会職員で、

両議院の議長が協議して定めるものに適用する。
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227,500

399,500

400,300
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備考 この表は､速記に従事する国会職員で､両織院の議長が協議して定めるものに適用する。備考診’ この表は､速記に従事する国会職員で､両議院の議長が協議して定めるものに適用する。
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Jb,300

97，100
’9,20C

D1,500

,3,400
35,500

07,500
09,600

11,600

13,700

15,700

17,600

19,900

21,900

24,00C

26,000

27,80C
30,100

32,200

34,500

36,600
38,700

40,900

13,000

M,80C

47,000
19,00C

51,10C

52,800

55,000

56,900

59,100

60,500
62,500

64,400
66,500

68,500

70,700
72,800

74,800

76,800
78,900

31,000
93－000

『0,100

72,000
74,000
75,900

77,700

79,700

31,600

33,600

35,600

37,300
39,100

90,900

92,700

95,000

97,300

99,600

01,600

M,200
06,700

09,200

11,400

13,200

15,000

16,800

18,700

20,400
22,300

24,10C

25,800

27,600
29,40C

31,20C

32,80C

34,500

36,200
37,900

39,100

10,90C

42,700
14,500

45,900
47,40C

18,70C
50－10C

24,000

16,300

』8,700
)0,900

)2,900

35,100

)7,400

19,600

11,600

13,900
16,100
18,400

ﾗ0,500

ﾗ2,600

5'1,800
ﾗ6,900

ﾗ8,900

31,000
33,100
35,300

36,900
38,90C

70,700

72,800

74,'100

76,50C
78,60C

30,700

32,700

34,800
36,900

88,900

91,100
93,200

95,300
97,20C

98,90C
OO,80C

O2,50C
O4,300

05,70C

O7,200

08,60C
10－OOC

l･ｨ,60U

19,800

ﾗ2,100

ﾗ4,300

ﾗ6,300

ﾗ8,400

30,600

32,800

34,500

36,700

38,700

70,900

72,700

74,800

76,800
78,900

30,500

32,600
8′1,600

86,700

88,700

90,90C

93,10C

95,200

97,10C

99,200

01,‘100

03,60C

O5,500

07,500
09,400

11,300

13,000

14,60C

l6,200

17,800

19,40C

21,200

23,000
24,800

26,60C

28.30C

30,00C
R1－60C

19，600

i1,400

i3,200

i5,000

i6,700
i8,500
i0，100
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i3,100

i4,700
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う7,300

38,700

70,100

71,200

72,500

73,300

74,700

76,100

77,500

78,800
30,200

31,500

33,000

34,200

36,100

38,200

90,300

92,300
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96,100

98,000

99,700
01,60C

O3,600
05,50C

O7,20C

O9,30C

ll,ｨ00
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17,000

19,lOC
21.20C

J3，900
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J8,000
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〕4,400

,6,500

18,700

10,700

12,800
15,000

17,000

19,300

21,600

23,800
26,000

27,800

30,100

32,200

34,500

36,600
38,70C

40,90C

43,00C

44,80C

47,00C

49,00C

51，lOC

52,80C

55,00C
56,90C

59,10C

60,50C
62,50C

64,40C
66,50C

68,50C

70,70［

72,80（
74,80［

76,80〔

78,90〔

81,00〔
R乳00（

j7,900

う9,800

r1,800

73,700

75j600
r7,600
79,500

31,500

33,500

35,200
37,000

38,800

90,700

93,000

95,300
97,600

99,800
02,400

04,900

07,400

09,700

11,500
13,300

15,100

17,000

18,700
20,600

22,400

240100

25,900
27,700
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31,100
32,800

34,500
36,200

37,400
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44,200
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15,900
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21,700
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34,800
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47,400
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51,600

53,100

54,300
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現 行 改 正 案後

、獺 1級 2級 3級 4級 5級 6級

号給 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額 給料月額

職員

の区

分

、鷲蕊
号給

1級

給料月額

2級

給料月額

3級

給料月額

4級

給料月額

5級

給料月額

6級

給料月額



〕

411，500
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416,500

384,700

386,500

388,200

390,000

433,000

434,300

435,700
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435,700
437,000
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413,200

414,800
416,500

322,900

324,900
326,900
328,800

384』700

386,500

388,200

390,000

276,700

278,300

279,900
281,500

249,700

251,000

252,200
253,400

妬
媚
仰
把
娼
印
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弱
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418,000
419,100

420,200
421,200

6391,400
393,000

394,600
396,200

438,000
438,900

439,800
440,600

330,400
332,200

333,900
335,900

284,200
286,000

287,600
289,000

256,200

257,400

258,400
259,500

438,000

438,900

439,800
4‘10,600

418,000

419,100

420,200
421,200

330,400
332,200

333,900
335,900

391,400

393,000

394,600
396,200

283,400
285,200

287,000
288,500

254,500
255,700

256,800
257,900

422,000

422,900
423,800
424,600

441,600

442,000
442,200
442,500

398,100
399,700
401,300
403,000

337,500

339,400
341,200
343,200

290,700
292,400
294′100
295,700

260,100
261,200
262,300
263,400

‘141,600
442,000
442,200
“2,500

422,000
422,900
423,800
424,600

398,100
399,700
401,300
403,000

337,500
339,400

341,200
343,200

290,200

292,100
293,900
295,700

258,600
259,700

260,800
262,000

442,800
443,100
443,400
443,700

425,200
425,700

426,400
427,200

404,800
406,100

407,500
408,800

3“,400
346,400

348,300
350,200

297,200
298,900

300,700
302,500

264,200
265,400

266,400
267,500

442,800
443,100

443,400
443,700

404,800

406,100
407,500

408,800

425,200
425,700
426,400
427,200

344,400
346,400

348,300

350,200

297,200
298,900
300,700
302,500

262,900
264,100
265,100
266,200

443,900
444,300
444,700

445,100

427,600
428,200
428,700
429,200

409,800
410,900
412,000

413,100

352,000

354,200
356,400
358,600

304,000

305,800
307,600

309,300

268,700

269,500
270,900
272,100

427,600

428,200
428,700
429,200

443,900

444,300
“4,700
445,100

409,800

410,900
412,000

413,100

352,000

354,200
356,400

358,600

304,000
305,800
307,600
309,300

267,400

268,300

269,700
270,900

445,300
445,600
446,000
446,200

429,700

430,300
430,700
431,200

413,800

414,800
415,800
416,700

360,500

362,600
364,600
366,700

310,600
312,300
313,700
315,400

273,100
274,600

275,800
277,200

429,700
430,300
430,700
431,200

“5,300
445,600

446,000
446,200

413,800
414,800

415,800
416,700

360,500
362,600
364,600
366,700

310,600

312,300
313,700
315,400

271,900
273,500
274,900
276,400

“6,400
446,700
“7,100
447,400

431,400

431,700
432,000

432,300

368,400
369,900
371,300
372,800

417,500

418,000
418,600

419，100

316,800

318,300
319,700

321,300

278,800

280,400
281,700

283,200

446,400

446,700

447,100

447,400

417,500
418,000
418,600

419,100

431,400

431,700
432,000

432,300

368,400
369,900
371,300

372,800

316,800
318,300

319,700

321,300

278,000
279,600

281,200

282,700

再任
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員以

外の

職員

再任

用職

員以

外の

職員

〔p
門

432,700
433,000

433,300

433,600

447,600
447,800

448,200
448,500

419,700
420,100

420,600
421,100

374,000

375,200

376,500

377,800

322,200
323,800

325,300
327,000

284,600

285,800

287,200
288,400

432,700
433,000

433,300
433,600

447,600
“7,800

448,200
“8,500

419,700

420,100

420,600
421,100

374,000
375,200

376,500
377,800

322,200

323,800

325,300

327,000

284,100

285,500

287,000
288,400

ー

448,700

448,900
449,300

“9,600

421,500

422,000

422,600

423,100

4330900

434,200

434,500

434,800

328,800

330,500

332,100

333,700

379,100

380,400

381,700

383,000

289,900

291,400

293,000

294,600

433,900

434,200
434,500

434,800

“8,700

448,900
449,300

449,600

421,500

422,000
422,600

423,100

379,100

380,400
381,700

383,000

328,800

330,500
332,100
333,700

289,900

291,400

293,000

294,600

423,300

423,900
424,400

424,600

435,100

435,300

435,600

435,800

449,800

450,000
450,400
450,700

335,400

337,100
338,700

340,400

384,100

385,40Q
386,600

387,900

295,800

297,200
298,700

300,200

435,100
435,300

435,600

435,800

449,800

450,000
450,400

450,700

384,100
385,400

386,600
387,900

423,300

423,900

424,400

424,600

335,400

337,100

338,700

340,400

295,800

297,200

298,700

300,200

436,100

436,300
436,600

436,800

341,800

343,300

3“,800
346,300

389,100

389,900
390,600

391,400

424,800

425,300
425,600

425,900

450.900301,100
302,600

303,800
305,300

450.900389,100
389,900

390,600
391,400

424,800

425,300

425,600

425,900

436,100

436,300

436,600
436,800

341,800
343,300

344,800

346,300

301,100

302,600

303,800

305,300

347,500

348,700

350,000
351,300

392,000

392,700

393,400

394,100

306,600

308,000

309,100
310,500

426,200

426,600

427,000

427,400

437,100

437,300

437,600
437,800

437,100

437,300

437,600

437,800

392,000

392,700

393,400
394,100

426,200

426,600

427,000

427,400

347,500

348,700

350,000
351,300

306,600

308,000

309,100

310,500

352,800

354,300
355,800

357,300

394,700

395,200
395,800

396,300

427.700 438.100311,400

312,900

314,200

315,700

427,700 438.100352,800

354,300

355,800
357,300

394,700

395,200

395,800

396,300

311,400

312,900

314,200
315,700

396,900
397,300

397,900

398,400

317,200

318,700

320,100

321,600

358,600

359,800

360,900
362,100

358,600

359,800

360,900

362,100

396,900

397,300

397,900

398,400

317,200
318,700

320,100

321,600
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宰
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隼
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○
つ

一
つ
》
曙
・
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・
◎
や
、
○
つ

つ
。
》
＠
つ
つ

ロ
ー
マ
《
つ
つ

ロ
一
一
「
つ
つ

・
膳
・
唾
つ
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・
唾
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『
Ｃ
ｏ

ｐ
四
一
睡
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つ

つ
い
》
『
つ
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つ
い
》
＠
つ
つ

。
《
》
《
○
つ

ロ
、
一
》
の
。
。

。
、
や
《
つ
つ

ロ
、
》
の
○
つ

・
の
』
つ
つ

つ
の
画
の
◎
つ

つ
「
』
○
己

。
「
》
今
○
己

。
「
璋
嘩
つ
ら

・
函
》
嘩
○
ら

つ
塵
》
唾
○
ら

つ
、
』
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“
』
。
。

》
《
》
唾
・
つ

四
四
申
塵
つ
つ

唾
の
】
、
つ
ロ

四
司
一
α
○
つ

唾
“
』
つ
つ

四
唾
》
「
つ
つ

四
℃
》
函
。
□

四
℃
】
＠
つ
つ

『
。
》
二
つ
ロ

『
○
一
，
○
つ

『
一
一
一
つ
ロ

『
一
℃
唾
。
ロ

劃
曜
一
い
つ
つ

『
唾
一
＠
つ
つ

『
塵
ロ
ニ
Ｃ
ｏ

『
』
》
四
・
つ

『
《
一
匹
・
ロ

『
一
幸
唾
＠
つ

『
の
》
吟
。
ロ

『
の
■
、
。
つ

『
⑪
》
つ
つ
己

『
の
》
《
つ
つ

『
唾
》
割
つ
つ

『
『
一
四
つ
つ

『
「
》
唾
。
ｏ

『
唾
》
唾
。
つ

司
産
屯
唾
。
ｐ

『
○
参
一
つ
己

『
珍
守
②
。
□

唾
つ
』
つ
つ

唾
。
》
の
。
己

唾
○
口
④
○
つ

四
一
》
《
一
つ
己

唾
一
口
、
。
。

唾
嬉
一
膳
。
己

牽
唾
や
画
・
つ

唾
嘩
や
。
○
つ

唾
嘩
》
函
○
つ

唾
《
》
つ
○
つ

刃
量
‐
幸
つ
己

／
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露甫

曙
、
四
一
唾
。
。

曙
函
、
一
睡
。
。

塵
、
、
』
つ
つ

い
つ
ｃ
》
”
●
。

塵
唾
司
一
ｍ
。
◎

“
、
《
》
膳
。
。

『
一
『

一
一
一
雨
芦

篝甫

唾
、
唾
・
塵
Ｃ
○

唾
、
唾
》
唾
。
。

瞳
唾
、
》
一
○
つ

吟
。
。
》
唾
。
。

四
曙
「
』
、
。
。

四
ｍ
《
》
唾
。
。
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備考 この表は､雛院警察に従事する国会職員で､両議院の誌長が協識して定めるものに適用ずる。備考 この表はく議院警察に従事する国会職員で､両議院の雛長が協雛して定めるものに適用する。
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○
国
会
職
員
の
給
与
等
に
関
す
る
規
程
（
昭
和
二
十
二
年
十
月
十
六
日
両
院
議
長
決
定
）

策
七
々
牙
α
二

②
期
末
王

国
会
職
昌

参
事
を
陰

⑥
～
⑥
（
略
）

第
七
条
の
四
（
略

②
勤
勉
手
当
の
額

外
の
各
絆

一

1 寺0

匡

荊
呈
句

局
の

＞

フ
0

塁
ｒ
誰

｜
玉
工
皿
一
王

▽
・
巨
匡

園
室
溺
匡
江
〃

７
汗

Ｚ
士
仁
グ

で旧
表
及
ひ
指
定
墹
給
料
実

の
職
務
の
複
雑
、
困
難
Ｂ

の
国
会
職
員
の
う
ち
、
而

△
Ｆ

屋
胴
『
示
し
幸

Ｚ
退
山

策
七
条
α
一
一

②
期
末
王

国
会
職
邑

尋
麥
苛
牙
・
官
民
食

⑧
～
⑥

②簾
〃
〃
一
毎
便
戸
Ｈ
巳

I
（
第
二
条
関
係
）

升
元
各
絆

のり 拡
罷

〈「
三
■
■

叩
″
ジ
■
■

江
受
け
る
匡
会
墹
昌

相
当
す
る
も
の
（
｝

』
定
め
る
国
会
職
員

ｰ

フ 呈
嚇
疋
罪

0

可
［
乍

座
の

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

α
士
恒
グ

ｖ
る
国
会
畷

）
指
定
職
給

の
複
維
、
洞

脚
自
匡
〆

－19－

改
正
撲
祢
後

◆
。

現
行



弾
劾
裁
判
所
の
裁
判
長
及
び
裁
判
官
訴
追
委
員
会
の
委
員
長
を
い
う
。
以
下
同

じ
。
）
が
両
議
院
の
議
長
が
協
議
し
て
定
め
る
基
準
に
従
っ
て
定
め
る
割
合
を

乗
じ
て
得
た
額
と
す
る
。
こ
の
場
合
に
お
い
て
、
本
属
長
が
支
給
す
る
勤
勉
手

当
の
額
の
、
そ
の
者
に
所
属
す
る
次
の
各
号
に
掲
げ
る
国
会
職
員
の
区
分
ご
と

の
総
額
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
額
を
超
え
て
は
な
ら
な
い
。

一
前
項
の
国
会
職
員
の
う
ち
再
任
用
職
員
以
外
の
国
会
職
員
次
に
掲
げ
一
（
同
上
）

る
国
会
職
員
の
区
分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
額

イ
ロ
に
掲
げ
る
国
会
職
員
以
外
の
国
会
職
員
当
該
国
会
職
員
の
勤
勉
イ
ロ
に
掲
げ
る
国
会
職
員
以
外
の
国
会
職
員
当
該
国
会
職
員
の
勤
勉

手
当
基
礎
額
に
当
該
国
会
職
員
が
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
基
準
日
現
在
（
退
職
手
当
基
礎
額
に
当
該
国
会
職
員
が
そ
れ
ぞ
れ
そ
の
基
準
日
現
在
（
退
職

し
、
又
は
死
亡
し
た
国
会
職
員
に
あ
っ
て
は
、
退
職
し
、
又
は
死
亡
し
た
し
、
又
は
死
亡
し
た
国
会
職
員
に
あ
っ
て
は
、
退
職
し
、
又
は
死
亡
し
た

日
現
在
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
お
い
て
受
け
る
べ
き
扶
養
手
当
の
日
現
在
。
次
項
に
お
い
て
同
じ
。
）
に
お
い
て
受
け
る
べ
き
扶
養
手
当
の

月
額
並
び
に
こ
れ
に
対
す
る
地
域
手
当
及
び
広
域
異
動
手
当
の
月
額
の
月
額
並
び
に
こ
れ
に
対
す
る
地
域
手
当
及
び
広
域
異
動
手
当
の
月
額
の

合
計
額
を
加
算
し
た
額
に
司
州
洲
剴
判
村
到
（
特
定
管
理
職
員
に
あ
っ
て

合
計
額
を
加
算
し
た
額
に
司
州
刷
剴
刈
刑
目
刈
到
（
特
定
管
理
職
員
に
あ
つ

は
、
司
州
利
剴
副
制
到
）
を
乗
じ
て
得
た
額
の
総
額
て
は
、
司
州
洲
割
引
河
口
１
劃
）
を
乗
じ
て
得
た
額
の
総
額

ロ
指
定
職
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
国
会
職
員
当
該
国
会
職
員
の
勤
ロ
指
定
職
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
国
会
職
員
当
該
国
会
職
員
の
勤

勉
手
当
基
礎
額
に
百
分
の
百
を
乗
じ
て
得
た
額
の
総
額
勉
手
当
基
礎
額
に
百
分
の
百
二
・
五
を
乗
じ
て
得
た
額
の
総
額

二
前
項
の
国
会
職
員
の
う
ち
再
任
用
職
員
次
に
掲
げ
る
国
会
職
員
の
区
二
（
同
上
）

分
に
応
じ
、
そ
れ
ぞ
れ
次
に
定
め
る
額

イ
（
略
）
‐

イ
（
同
上
）

ロ
指
定
職
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
国
会
職
員
当
該
国
会
職
員
の
勤
ロ
指
定
職
給
料
表
の
適
用
を
受
け
る
国
会
職
員
当
該
国
会
職
員
の
勤

勉
手
当
基
礎
額
に
旬
射
利
判
刊
刀
引
１
封
を
乗
じ
て
得
た
額
の
総
額
勉
手
当
基
礎
額
に
司
州
利
凹
判
村
到
を
乗
じ
て
得
た
額
の
総
額

③
．
④
（
略
）

③
．
④
（
同
上
）

C

C
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○
特
定
任
期
付
職
員
の
給
与
の
特
例
に
関
す
る
規
程
（
平
成
十
九
年
十
一
月
二
十
六
日
両
院
議
長
決
定
）
（
第
三
条
関
係
）

２
～
５

2

特
定
任
難
付
墹
員
に
対
す
る
給
与
頬
程
第
七
条
の
二
第
一
曠
及
ひ
第
三
雲

弟
七
条
の
三
第
二
項
並
び
に
第
七
条
の
五
第
三
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て

は
、
給
与
規
程
第
七
条
の
二
第
一
項
中
「
管
理
監
督
職
員
又
は
」
と
あ
る
の
は

「
管
理
監
督
職
員
（
特
定
任
期
付
職
員
の
給
与
の
特
例
に
関
す
る
規
程
（
平
成

十
九
年
十
一
月
二
十
六
日
両
院
議
長
決
定
）
第
二
条
第
一
項
の
給
料
表
の
適
用

を
受
け
る
国
会
職
員
を
含
む
。
以
下
「
管
理
監
督
職
員
等
」
と
い
う
。
）
又
は
」

と
、
同
条
第
三
項
中
「
管
理
監
督
職
員
」
と
あ
る
の
は
「
管
理
監
督
職
員
等
」

と
、
給
与
規
程
第
七
条
の
三
第
二
項
中
「
百
分
の
百
三
十
」
と
あ
る
の
は
「
百

矧
刎
司
引
口
何
コ
－
五
一
と
、
給
与
規
程
第
七
条
の
五
第
三
項
中
「
管
理
監
督
職

州
与
規
程
の
瞳
用
芽
刷

Ｔ
・
一
一
一

く
盾
一

2 ２
～
５特

定
任
難
付
聯
員
に
対
す
る
給
与
頬
程
第
七
条
の
二
策
一
曠
及
ひ
集
三
雲

第
七
条
の
三
第
二
項
並
び
に
第
七
条
の
五
第
三
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て

は
、
給
与
規
程
第
七
条
の
二
第
一
項
中
「
管
理
監
督
職
員
又
は
」
と
あ
る
の
は

「
管
理
監
督
職
員
（
特
定
任
期
付
職
員
の
給
与
の
特
例
に
関
す
る
規
程
（
平
成

十
九
年
十
一
月
二
十
六
日
両
院
議
長
決
定
）
第
二
条
第
一
項
の
給
料
表
の
適
用

を
受
け
る
国
会
職
員
を
含
む
。
以
下
「
管
理
監
督
職
員
等
」
と
い
う
。
）
又
は
」

と
、
同
条
第
三
項
中
「
管
理
監
督
職
員
」
と
あ
る
の
は
「
管
理
監
督
職
員
等
」

と
、
給
与
規
程
第
七
条
の
三
第
二
項
中
「
百
分
の
百
三
十
」
と
あ
る
の
は
「
百

分
の
百
六
十
七
・
五
一
と
、
給
与
規
程
第
七
条
の
五
第
三
項
中
「
管
理
監
督
識

叩
与
規
程
の
瞳
田

《

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

-21-
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員
」
と
あ
る
の
は
「
管
理
監
督
職
員
等
」
と
す
る
。

C

、

員
」
と
あ
る
の
は
「
管
理
監
督
職
員
等
」
と
す
る
。

ざ罰

、

b〆

○ 』

ー、

－22－



○
特
定
任
期
付
職
員
の
給
与
の
特
例
に
関
す
る
規
程
（
平
成
十
九
年
十
一
月
一
一
十
六
日
両
院
議
長
決
定
）
（
第
四
条
関
係
）

》

ぐ

〔

ワ

（
傍
線
部
分
は
改
正
部
分
）

－23－

（
給
与
規
程
の
適
用
除
外
等
）

第
三
条
（
略
）

2

特
定
任
期
付
職
員
に
対
す
る
給
与
規
程
第
七
条
の
二
第
一
項
及
び
第
三
項
、

第
七
条
の
三
第
二
項
並
び
に
第
七
条
の
五
第
三
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て

は
、
給
与
規
程
第
七
条
の
二
第
一
項
中
「
管
理
監
督
職
員
又
は
」
と
あ
る
の
は

「
管
理
監
督
職
員
（
特
定
任
期
付
職
員
の
給
与
の
特
例
に
関
す
る
規
程
（
平
成

十
九
年
十
一
月
二
十
六
日
両
院
議
長
決
定
）
第
二
条
第
一
項
の
給
料
表
の
適
用

を
受
け
る
国
会
職
員
を
含
む
。
以
下
「
管
理
監
督
職
員
等
」
と
い
う
。
）
又
は
」

と
、
同
条
第
三
項
中
「
管
理
監
督
職
員
」
と
あ
る
の
は
「
管
理
監
督
職
員
等
」

と
、

ｌ

給
与
規
程
第
七
条
の
三
第
二
項
中
「
百
分
の
百
三
十
」
と
あ
る
の
は
「
百

分
の
百
七
十
」
と
、
給
与
規
程
第
七
条
の
五
第
三
項
中
「
管
理
監
督
職
員
」

あ
る
の
は
「
管
理
監
督
職
員
等
」
と
す
る
。

と

改
正
葬
後

（
給
与
規
程
の
適
用
除
外
等
）

第
三
条
（
同
上
）

2

特
定
任
期
付
職
員
に
対
す
る
給
与
規
程
第
七
条
の
二
第
一
項
及
び
第
三
項
、

第
七
条
の
三
第
二
項
並
び
に
第
七
条
の
五
第
三
項
の
規
定
の
適
用
に
つ
い
て

は
、
給
与
規
程
第
七
条
の
二
第
一
項
中
「
管
理
監
督
職
員
又
は
」
と
あ
る
の
は

「
管
理
監
督
職
員
（
特
定
任
期
付
職
員
の
給
与
の
特
例
に
関
す
る
規
程
（
平
成

十
九
年
十
一
月
二
十
六
日
両
院
議
長
決
定
）
第
二
条
第
一
項
の
給
料
表
の
適
用

を
受
け
る
国
会
職
員
を
含
む
。
以
下
「
管
理
監
督
職
員
等
」
と
い
う
。
）
又
は
」

と
、
同
条
第
三
項
中
「
管
理
監
督
職
員
」
と
あ
る
の
は
「
管
理
監
督
職
員
等
」

と
、

’

給
与
規
程
第
七
条
の
三
第
二
項
中
「
百
分
の
百
三
十
」
と
あ
る
の
は
「
百

L－－

と
、

給
与
規
程
第
七
条
の
五
第
三
項
中
「
管
理
監
督
職

員
」
と
あ
る
の
は
「
管
理
監
督
職
員
等
」
と
す
る
。

現

行


